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1 　はじめに

　昨今、育児を取り巻く社会環境は大きく変
化してきている。2017（平成29）年の出生数
は100万人を割る94万 6 千人、合計特殊出生
率は1.43と少子化の進行はとどまることな
く、一方で同年度の全国の児童虐待総件数は
前年度より 1 万1203件増えて13万3778件と過
去最多となった1 ）。また、産後うつの状況は
深刻で2005（平成17）～ 2014（平成26）年
の10年間で東京都の産後うつによる自殺者は
63人と、実に妊産婦死亡率の約 2 倍にあたる
ことが報告された2 ）。こうした児童虐待防止
や母親自身の健康の維持増進のために、産後
のメンタルヘルスや初めて出産・子育てを経
験する世代の産前産後期を支援するために
は、地域との連携が益々必要なことはいうま
でもない。
　厚生労働省は、母子保健法の改正により
2017（平成29）年 4 月から「子育て世代包括
支援センター」（法律上の名称は「母子保健
包括支援センター」という）の市区町村設置
を努力義務とし、「ニッポン一億総活躍プラ
ン」では2020（平成32）年度末までを目安に
センターの全国展開について明示した3 ）。子
育て世代包括支援センターの必須業務は①妊
産婦・乳幼児等の実情を把握すること、②妊

娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、
必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと、
③支援プランを策定すること、④保健医療又
は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと、
の 4 点とされており、拠点は市町村保健セン
ターや地域子育て支援拠点事業所等、市区町
村の実情に応じて設置できる4 ）としており、
産前から産後までの家庭・家族の支援を母子
保健と子育て支援の部署がより連携して行う
ことが求められている。
　岐阜県内の子育て世代包括支援センターの
設置については、2017（平成28）年度に行っ
た調査から中濃地域の 1 市が実施しているの
みで、西濃地域の市町では皆無であった。ま
た部署間の連携については、発達に問題があ
る場合や虐待の疑いがある時などリスクがあ
る場合に限って子育て支援部署と母子保健部
署の連携がなされているが、協働して支援す
る体制までには至っていないことが明らかに
なった5 ）。
　佐藤は、「母子保健に子育て支援が融合し
たポピュレーションアプローチの新たな時代
が始まった」6 ）と述べているように、現在、「妊
娠期から出産子育て期の切れ目のない支援」
についての調査研究が盛んにおこなわれてい
る。例えば松嶋は、A 県内35市町村を対象
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に「切れ目のない妊娠・出産支援」に関する
事業の現状と課題を明らかにしている7 ）。し
かし、それに関する岐阜県内の調査は今のと
ころ見当たらない。また、多くが母子保健分
野の研究であり、子育て支援を行う保育分野
からのアプローチも散見する限りでは見当た
らない。
　今回、岐阜県西濃地域の中心である A 市
と隣接している 3 町（B・C・D 町）の母子
保健担当者を訪問し、面接聞き取り調査を
行った。子育て支援事業と母子保健事業の新
たな連携の現状や、今後の課題を探索したの
で報告する。

2 　研究の目的

　本研究の目的は西濃地域の 4 自治体におけ
る母子を対象とした健康支援事業の実際を把
握することである。 4 自治体の選択理由は、
自治体の人口数に大きな差があるためであ
る。自治体の規模の差から、マンパワーや施
設の充実度は異なる。その点から、規模が大
きい自治体ほど健康支援事業の実施が進み、
小規模な自治体では遅れているのではないか
との仮説を立てた。
　これにより岐阜県西濃地域における産前産
後ケアに関する課題が明らかになり、産前産
後ケアシステム構築の一助になると考える。

3 　研究の方法

1 ）調査期間

　2018（平成30）年 5 月から 7 月
2 ）対象ならびに対象施設

　A 市と隣接している 3 町（B・C・D 町）
の保健センター職員の母子保健担当者
3 ）調査手順

　事前に対象自治体の保健センターの母子保
健担当者へ訪問調査についての研究協力依頼
文と調査項目用紙を送付した。訪問調査の許
可が得られた 2 自治体（A 市・C 町）は、研
究者 2 名が訪問し、調査項目内容に基づいて

30分程度の聞き取り調査を実施した。 1 自治
体（D 町）は記入後の調査項目用紙と住民へ
配布している広報紙を郵送にて受け取った。
1 自治体（B 町）は自治体の資料と HP によ
り現状を把握した。以上の調査結果から 4 市
町の健康支援事業の現状を考察した。
4 ）調査内容

（ 1 ）訪問調査

　調査項目は自治体の基本情報、保健セン
ターの概要、実施している母子保健事業につ
いて、子育て世代包括支援センターについて
等であった。この調査項目は「平成28年度　
子育て世代包括支援センター事例集」（以下、

「事例集」）8 ）に記載されている項目を参考
に作成した。

（ 2 ）厚生労働省の「事例集」の考察

　厚生労働省の「事例集」には19市町の事例
が掲載されている。その事例内容から、母子
保健事業と子育て支援事業との連携が顕著な
自治体 5 市を選別した。事例集の自治体 5 市
に共通する特徴と調査対象の 4 市町の特徴を
比較し、西濃地域の母子の健康支援の在り方
について考察した。
　なお本研究は一宮研伸大学の学術・研究倫
理委員会の審査を受け、承認されている。（承
認番号：2017- 8 ）

4 　研究の結果

1 ）対象自治体の概要

　対象自治体の概要を表 1 に示す。

表 1 　対象自治体の概要

自治体 人口 世帯数 出生数
Ａ市 159,603 61,679 1,279
Ｂ町 27,313 9,557 170
Ｃ町 19,082 6,656 130
Ｄ町 14,638 4,763 96

＊平成29年 9 月推移値
＊	出生数は平成28年10月～平成29年 9 月の総

数
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2 ）実施している母子保健事業の内容

　自治体が毎年作成している健康支援体系図
や地域住民へ配布している広報紙から、支援
の切れ目になっているといわれる妊娠期と産
後（出産後 4 ～ 5 か月まで）の事業を以下
に示す。
＜妊娠期の支援＞
①母子健康手帳の交付
②妊娠健康調査票（14回分）の交付
③歯科検診無料券（ 1 回分）の配布
④妊娠期の教育活動の実施
　	（ハッピープレママ会、マタニティー教室、

もうすぐパパママ教室、ペアクラス、プレ
ママキッチン等）

⑤希望者への訪問指導
⑥妊産婦支援計画書の作成
⑦マイ保健師等の紹介
＜産後の支援＞
⑧赤ちゃん訪問事業（ 2 か月）
⑨予防接種の説明
⑩ 1 か月児健康診査
⑪ 4 か月児健康診査
⑫産後健康診査
⑬訪問希望者への訪問
⑭要支援者、健康診査未受診者への訪問
⑮乳児についての相談

　妊娠期の母子保健事業の実施状況（表 2 ）
は、①～⑤については 4 自治体のすべてで実
施されていた。特に①はいずれの自治体も保
健師による面接を実施しており、産後支援に
つなげられるように、自治体オリジナルの質
問紙や調査用紙を用いて情報収集をしてい
た。⑥⑦は、C 町のみ今年度から新たに実施
していた。この C 町で実施している 2 項目
については後述する。

表 2 　実施している妊娠期の母子保健事業

事業番号 A 市 B 町 C 町 D 町
① ○ ○ ○ ○
② ○ ○ ○ ○
③ ○ ○ ○ ○
④ ○ ○ ○ ○
⑤ ○ ○ ○ ○
⑥ ○
⑦ ○

　産後の母子保健事業の実施状況（表 3 ）は、
⑧については子育て支援事業と連携して実施
されていた。訪問事業は、A 市は訪問支援
員としての研修を受けた赤ちゃん訪問員が訪
問をしており、B・C・D 町は母子保健推進
員に依頼して地域の子育て支援として訪問を
実施していた。この表中の項目以外で、C 町
では 4 月より、町内の医療機関と連携して、
宿泊型・通所型・訪問の産後ケアサービスを
実施していた。

表 3 　実施している産後の母子保健事業

事業番号 A 市 B 町 C 町 D 町
⑧ ○ ○ ○ ○
⑨ ○ ○ ○ ○
⑩ ○ ○ ○ ○
⑪ ○ ○ ○ ○
⑫ ○ ○ ○ ○
⑬ ○ ○ ○ ○
⑭ ○ ○ ○ ○
⑮ ○ ○ ○ ○

3 ） 西濃地域 4 自治体における「子育て世代

包括支援センター」事業の現状について

の聞き取り調査

　（ 1 ）A 市の現状

　A 市では聞き取り調査後、2018（平成30）
年 9 月に「子育て世代包括支援センター」が
開設された。HP 資料によると、実施場所は
2 か所で、保健センターと子育て支援セン
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ター交流サロンに設置され、担当者は、保健
師と子育てアドバイザー（利用者支援専門員）
で、 2 つの窓口が連携してサポートすると
PR されていた7 ）。
　A 市の子育て支援事業は行政が NPO 法人
に多数の実施事業を委託して充実を図ってき
た。そのため、子育て世代包括支援センター
事業開始にあたっても、既存の子育て支援事
業展開を土台にしてさらに母子保健事業との
連携を図る内容となっていることが資料から
読み取れた。
　（ 2 ）C 町の現状

　2018（平成30）年 4 月に実施された「子育
て世代包括支援センター事業」では、それま
で妊娠期のケアが少なかった反省点をいかし
て改善されていた。
具体的には、 4 の 2 ）⑥の「C 町ママ応援プ
ラン」と名付けた妊産婦支援計画書を作成す
る時間を設けていたことである。妊産婦支援
計画書は A 3 用紙の両面で構成されており、
表側が妊娠期の内容、裏側は産後の内容に
なっていた。母子健康手帳交付時の面接時に
聞き取り、記入をして計画書を妊婦に渡す。
用紙中に、面接した保健師の名前を記入し、
地区担当保健師を「マイ保健師」として知ら
せ、地域の子育て支援者を「マイ母子保健推
進員」として記入し、対象妊婦が自分の担当
支援者が誰なのかがわかるようになってい
た。また、計画書に、「あなたの目標」「あな
た自身ができる取り組み」「ご家族の方や周
りの方ができる取り組み」についてのチェッ
クボックスがあった。妊婦と保健師が一緒に
考え、確認しながら記入することにより、妊
婦自身が主体的に出産や子育てができるよう
な意識づけや、保健師が妊婦の家族や周りの
支援状況が把握できるようになっていた。
　さらに、子育て世代包括支援センターを保
健センターと子育て支援センターの 2 か所と
し、母子健康手帳を配布していた。どちらの
施設にも保健と福祉のスタッフが存在して、

常に情報の共有化と専門同士の連携が実践で
き、連携する体制が整っていた。C 町は 3 世
代が同居あるいは近くに居住していることが
多く、地域で支え合う力が都市部ほど衰えて
いないということから、地域全体で妊娠期か
ら子育てを支える体制を作っていきたいとい
うことであった。
　また、妊婦宅への家庭訪問も以前から実施
していたが、さらに希望者対象の電話相談や
訪問数を増やして、保健師又は助産師が訪問
をするようにした。
　同じく 4 の 2 ）④妊娠期の教育活動につい
ては以前から実施はされていたが、参加率が
少ないという反省から、両親学級（仮称）を
年 3 回実施する計画が立てられていた。対象
を妊婦から両親とすることで父親支援にも力
を入れたいということであった。
　新たな産後の母子保健事業である産後ケア
については、C 町にある T 産科医院を活用
して、宿泊型・通所型・訪問の産後ケアサー
ビスの実施を実現した。この産後ケアについ
ては後述する。
4 ） 「事例集」からみた子育て支援事業と母

子保健事業の連携について

　厚生労働省は、平成29年 8 月に「子育て世
代包括支援センター業務ガイドライン」を策
定した。ガイドラインには事業の実施体制に
ついて、「母子保健に関する専門的な支援機
能及び子育て支援に関する支援機能を有する
ことが前提」10）としている。これは母子保
健法に基づく母子保健事業と子ども・子育て
支援法に基づく利用者支援事業や児童福祉法
に基づく子育て支援事業という両面からの支
援を指している。しかし、支援にいくつかの
関係機関が関わることから、十分な連携と情
報共有が必要となる。対象となる妊産婦や乳
幼児を包括的かつ継続的に支援をしていくに
は各機関の特性をいかした役割分担と連携体
制の構築が必要である。ガイドラインには分
担の例として、2017（平成29）年 7 月から実
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施された子ども・子育て支援法に位置付けら
れている利用者支援事業の 3 つの類型の中
の、「母子保健型（母子保健に関する専門知
識を有する保健師や助産師が母子保健コー
ディネーターとなって事業を実施する）」と

「基本型（利用者支援と地域連携の 2 つで構
成される。保育士など福祉専任職員が事業を
実施する）」を一体的に実施、連携して実施
する方法や、保健センターと連携あるいは中
心に実施する等いくつかの方法を示してい
る。
　子育て支援事業と連携するモデルである

「利用者支援事業の活用」を明記していたの
は、「事例集」19自治体のうち E：埼玉県和
光市　F：神奈川県横浜市　G：三重県名張
市　H：大阪府堺市　I：滋賀県近江八幡市
の 5 自治体であった。
　連携の状況を知るために、①自治体の概要

（表 4 ）、②子育て世代包括支援センター設置
場所（表 5 ）、③実施体制（表 6 ）、④特色、
PR ポイント（表 7 ）、の必要箇所を抜粋した。
① 5 自治体の概要

表 4 　 5 自治体の概要

自治体 人口 出生数
Ｅ市 80,546 858
Ｆ市 3,737,338 30,022
Ｇ市 80,056 591
Ｈ市 836,109 6,969
Ｉ市 80,846 791

＊人口は H28 ～ H29調査のもの
＊出生数は H27年度数

②子育て世代包括支援センター設置場所

表 5 　 5 自治体の子育て世代包括支援センター
設置場所

自治体 設置場所
E 市 5 か所の子育て世代包括支援セン

ター

F 市 18区福祉保健センター、
18区地域子育て支援拠点

G 市 センター：
市役所福祉子ども部・健康子育て
支援室
サテライト：
15地域（学区）の「まちの保健室」

H 市 利用者支援事業「基本型」：
市内区役所子育て支援課 7 か所
利用者支援事業「母子保健型」：
市内保健センター 8 か所

I 市 市民保健センター

　 5 自治体では、拠点が大きく 2 つになって
おり、1 つは「子育て支援センター」であり、
そこには子育て支援コーディネーターとして
保育士・幼稚園教諭ら福祉分野の専門家が主
に活動をしていた。もう 1 つは「保健セン
ター」であり、保健師を始めとした母子保健
の専門家が主に活動をし、子育て支援事業と
母子保健事業が連携して相談事業の実施や相
互の情報共有を図っていた。
　I 市は、拠点は保健センター 1 か所である
が、そこに利用者支援員として福祉からは幼
稚園教諭、保健からは助産師が同じ場所に存
在することで、情報共有等の連携が図れてい
た。
③実施体制

表 6 　 5 自治体の実施体制

自治体 実施体制
Ｅ市 「母子保健型」：

母子保健ケアマネージャー（保健
師、助産師） 4 名

「基本型」：
子育て支援ケアマネージャー（社
会福祉職、女性福祉相談員、保育
コンシェルジュ） 4 名

Ｆ市 「子ども家庭課」：
保健師、助産師、アルバイト看護
職、保育・教育コンシェルジュ

「地域子育て支援拠点」：
子育てパートナー
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G 市 センター：
母子保健コーディネーター（母子
保健担当保健師・助産師）、保育士、
事務員
サテライト：
チャイルドパートナー（まちの保
健室職員：看護師、介護福祉士、
社会福祉士、介護支援専門員）

H 市 「基本型」：子育て支援コーディ
ネーター、保育士、保健師、家庭
相談員が常駐

「母子保健型」：保健師
I 市 保健師 1 名

「基本型」：幼稚園教諭 1 名
「母子保健型」：助産師 3 名

　 5 自治体の特徴的なところは、母子保健と
子育て支援の 2 つの部署が、並列で対等に機
能しているという点であった。他の14の自治
体では、活動の中心が保健センターであるこ
とが多く、保健センターでは保健師・助産師
が、子育て支援センターでは保育士・幼稚園
教諭がそれぞれ活動しており、保健と福祉が
一体となる事業提供はしていなかった。
　また、 5 自治体はいずれも新しく施設を作
るのではなく、過去に積み上げられた地域資
源を活用して連携を強化していた。
④特色・PR ポイント

表 7 　特色・PR ポイント

自治体 特色・PR ポイント
E 市 利用者支援事業基本型と母子保健

型の一体的提供体制をとってい
る。
家庭の様々な課題にあわせたケア
マネジメントを行うため、平成28
年度より各子育て世代包括支援セ
ンターに「母子保健型」と「基本
型」の両方を配置し、子育て家庭
を母子保健と子育て支援の両面か
ら支援する。

F 市 「基本型」の全区展開により、子
育て家庭が通いやすく相談しやす
い場所での相談支援が充実し、支
援が必要なより多くの家庭を適切
な支援につなげることが期待でき
る。また、国の制度化に先駆け取
り組んできた保育・教育コンシェ
ルジュ（利用者支援事業「特定型」）
等とも連携して対応する。

G 市 子育て世代包括支援センター自体
が新たな事業を運用するのではな
く、まちの保健室や民生委員、主
任児童委員、ボランティア、医療
機関や開業助産師、子育て拠点事
業内や保育園、地域づくり組織が
各々の活動の課題解決につなげな
がら運用している。

H 市 保健センター、子育て支援課（利
用者支援事業「基本型」、保育士、
保健師、家庭相談員等）が連携し
ている。

I 市 妊娠出産包括支援事業（産前産後
サポート事業・産後ケア事業）を
子育て世代包括支援センター事業
として一体的に実施することで、
利用者支援員（助産師）や保健師
がコーディネーターとなり、妊産
婦の切れ目ない支援につながって
いる。市内に産科医療機関が 4 か
所、助産所が 5 か所あり、医療機
関や開業助産師の人材を活用した
事業展開を実施している。

5 　考察

　調査した 4 市町で唯一産前産後ケアシステ
ムの構築がなされていたのは C 町であった
ので、C 町の結果を中心に考察する。
1 ） 子育て支援事業と母子保健事業の連携は

職員同士の関係づくりを重視すること

　C 町の子育て世代包括支援センター事業
は、福祉部局の子育て支援事業と保健部局の
母子保健事業を同等並列に実施していた。
　設置場所は 2 か所で保健センターと子育て
支援センターとし、実施体制は、子育て支援
センターに保健師を新たに配置し、保健セン
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ターには子育て相談員を加えて配置した。こ
れにより、どちらの施設にも保健と福祉の職
員が存在することになり、常に情報の共有と
専門職同士の連携が可能となっていた。
　子育て支援センターはカナダの「ドロップ
イン」をモデルとして2000年前後から急速に
全国に広がった施設で、開設している日には
遊び場所、相談場所、地域の親子をつなぐ場
所として活用されている。C 町子育て支援セ
ンターは公設で運営し、日曜・月曜・祝日と
年末年始以外開設しており、支援職員は保育
士が配置されていた。そこに、保健師が加わ
ることは従来の縦割り行政では考えられない
画期的なことである。同じ町職員同士が部局
を超えて関係を作り、子育て世代を支えるこ
とが期待される。妊娠期から切れ目なく支え、
様々な課題に応じるには、地域の保健・医療・
教育・福祉の各関係機関が形だけでなく職員
間の関係づくりを重視して連携することが重
要である。母子保健が行ってきた事業と、子
育て支援が育ててきた事業を地域の実情に合
わせて有効に融合させることがさらなる発展
につながる。このような体制は利用者である
子育て世代の住民にとって安心、安全を感じ
ることができる地域の再構築となるはずであ
る。
2 ）母子健康手帳交付時の面接を充実した

（ 1 ）子育て支援センターにも窓口を設置

　母子健康手帳交付は、かつては保健師以外
の行政職が窓口交付していた。近年は早期に
支援を開始する必要性から、保健センターで
保健師または助産師が交付を行っている。直
接手渡しすることで妊娠初期の妊婦の情報を
収集する機会を得ることができている。
　C 町では、センター事業実施で、新たに子
育て支援センターの窓口でも交付を始めた。
子育て支援施設での配布は西濃地域で初めて
のことで、県内でも実施は少ない。
　子育て支援センターは0,1, 2 歳の未就園の
子どもと保護者が利用する場所である。初め

て妊娠をした女性あるいはカップルが気軽に
来所できることは、親になる準備になり子育
てへの意識や関心を高めるために大変有効で
あると考える。また、第 2 子以降の妊婦にとっ
ては、交付場所が子育て支援センターであれ
ば、子どもを遊び場所に連れてきた時に母子
健康手帳を受け取ることができて大変便利で
ある。同時に妊娠したことを子育て支援者と
共に喜ぶことも予想され、利用者が安心を感
じられる、住民を主体とした地域の再構築と
なったことは間違いないだろう。

（ 2 ）妊産婦支援計画書の作成を実施

　母子健康手帳交付の面接時、面談しながら
調査用紙を用いて得られた情報を保健セン
ターが集約していた。これは「ガイドライン」
必須業務③支援プランの策定11）にあたる。
　段階的な支援と利用計画（セルフプラン）・
支援プランの関係では、第 1 段階「個別状況
に応じた情報提供」では、利用者自身が必要
なサービスを選定して利用計画を立てる、第
2 段階「利用計画（セルフプラン）の作成支
援」では、情報提供に加えて専門職の助言・
支援による必要なサービスの選定・利用を含
めた利用計画（セルフプラン）となり、第 3
段階「支援プランの策定」では、さらにサー
ビスの調整・利用者支援を進め、関係機関に
よる支援を整理したものを策定するとしてい
る12）。C 町の妊産婦支援計画書では、妊娠期
から出産後 1 年を見通した健診スケジュー
ル、予防接種予定の記載があり、そこに一人
ひとりの利用時期がわかる内容で、これによ
り、妊娠期から子育て期の支援が当事者にも
支援者にも明確に見えるようになった（見え
る化）。例えば、介入しなければならない要
支援のケースには早期の的確な対応が期待で
きる。

（ 3 ） 「マイ保健師・マイ母子保健推進員」を

紹介

　支援計画書には、妊婦の住んでいる地区名、
地区担当保健師と母子保健推進員の名前を知



8	 大垣女子短期大学紀要	 №60.　2019

らせている。これによりガイドラインが推奨
している個別相談対応ができる体制を確立で
きていた。
　保健師の地区担当制は以前から取られてい
たが、自治体の管理者側に都合のよい情報で
あり、利用者である妊婦は自分の担当保健師
が誰であるのかは事前に知らされることはな
かった。妊娠当初から利用者側（妊婦）に担
当者（保健師）を知らせることで、子どもを
妊娠した時から地域の支援とつながることが
わかり、妊婦自身が必要な時には地域から支
援を受けられることができるようになった。
そうした妊産婦主体の体制が安心して妊娠、
出産、子育てができる地域づくりにつながっ
ていくのである。
3 ）産後ケアシステムの構築

（ 1 ）今ある地域資源を活用する

　C 町の母子保健事業再構築で特筆すべきこ
とは、町内 T 産科医院と協力体制を持つこ
とができたことであろう。T 産科医院は開院
当初より、母乳育児指導を中心とした産後ケ
アを丁寧に行っていた実績があり、地域の妊
産婦からの信頼を得ていた。再構築にあたり、
希望者には産後ケア事業として、宿泊型、通
所型及び訪問型のサービスを有料で提供でき
るようにした。これは自治体に存在した T
産科医院という地域資源を活用することで住
民にとってより安心な産後ケアシステムをス
ムーズに構築できたといえる。これは他市町
にない特徴であった。
　「事例集」の 5 自治体は子育て世代包括支
援センターの設置にあたり、新しく建設した
施設はないという状況であった。事業は地域
で育ててきた従来の子育て支援に関わる地域
資源を発展させて活用する形をとり、母子保
健分野と連携を図っていた。I 市では、自治
体の特徴・PR として、市内の医療機関や開
業助産師の人材を活用した事業展開を実施し
ていることを挙げている。対象とした 5 自治
体の中でも事業の実施体制において助産師の

数は多い。これは C 町と同じく、医療機関
や助産所という地域資源を活用して事業展開
を図っているためである。

（ 2 ）地域にある資源の見直しをすること

　本研究の開始前、規模が大きい自治体ほど
健康支援事業の実施が進み、小規模な自治体
では遅れているのではないかと仮説を立て
た。しかし、実際には対象自治体の中でも規
模が小さい C 町において産後ケアシステム
の構築が早々に実施に至ったという結果と
なった。それは地域資源の有無が影響してい
るのではないかと思われる。今後産前産後ケ
ア構築にむけて、自治体が取り組む課題とし
ては、現在地域に存在している資源を再度見
直すことであろう。従来の縦割りではつなぐ
ことができなかったものがつながっていくこ
とや、活用を憂慮していたものを取り入れる
工夫をすることである。地域住民の活動から
母子保健や子育て支援として活用できるもの
があれば、道を開くよう知恵を使うことこそ
が、今後の産前産後システム事業構築の鍵で
あり、課題であろう。

6 　まとめと今後の課題　

　母子を対象にした健康支援事業は大きな転
換期を迎えている。本研究で明らかになった
ことは、システムの再構築が、西濃地域 4 市
町において現在進行形で行われているという
ことである。その中で C 町は、2018（平成
30）年 4 月から「子育て世代包括支援センター
事業」の実施を開始していた。特徴として、
①子育て支援事業と母子保健事業の連携を実
現して、部署を超えた職員同士の関係づくり
を行っていたこと、②母子健康手帳配布窓口
を子育て支援センターに設置して、利用者の
立場に立った支援体制を作り上げようとして
いたこと、③全員を対象に個別の妊産婦支援
計画書を作成して、対象者の支援レベルを観
察し、利用者一人ひとりに合わせた支援を実
施しようとしていたこと、④利用者と支援者
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がお互い知り合える関係づくりを目指し、「マ
イ保健師」として専門職を、「マイ母子保健
推進員」として地域とつながる人を知らせ、
顔が見える関係を築きあげようとしているこ
とがわかった。こうした内容は母子保健事業
として保健部署の保健センターで実施されて
きたことと、地域子育て支援事業として福祉
部署の保育所、子育て支援センターそれぞれ
で実施されてきた内容を見直し、縦割りで行
われてきた事業を、立場を超えてそれまで以
上に専門職同士が連携しようと努力し、試行
錯誤してきたことで実現に至ったことがわか
る。
　2020（平成32）年度の完全実施をめざして
今後 2 年間に、各市町に子育て世代包括支援
センターが次々と設置されることが予想でき
る。子育て世代包括支援センター開設にとっ
て必要なことは、C 町にみるように、今まで
積み上げてきた事業内容を丁寧に精査し、母
子保健や子育て支援として活きている地域資
源を見つけ出すことであろう。そして今後に
向けて事業を整理し、必要な内容はさらに充
実させ、活用できる資源を住民にとって有益
にする努力であろう。そのために関係部署同
士の連携、それはつまり利用者を中心とする
ことを第一として行政職員それぞれが、お互
いの仕事内容を立場にとらわれず理解し合
い、実現に向けて行動することがより重要と
なると考える。
　今後の課題として、調査時点では開設され
ていなかった A 市「子育て世代包括支援セ
ンター」が2018（平成30）年 9 月に開設され、
運用実施が行われているので、事業内容の聞
き取り調査を第一の課題としたい。さらに西
濃地域 9 市町に向けてセンター事業の実施内
容の調査を実施して、今後の産前産後システ
ム構築の推移を調査研究していく努力をした
い。

＊この論文は平成30年度愛知県看護研究学会

口演第 5 群ヘルスプロモーションにおいて、
谷純子が発表した内容を修正したものであ
る。
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はじめに

　表現とは、人が生活する中で感じたことや
考えたことを自分なりに創造することであ
る。表現することによって、豊かな感性を養
い、創造性を豊かにしていくことが保育者に
は重要となる。一方、子どもの身体表現は、「即
興表現」「模倣表現」「創造的表現」「仲間と
一緒に踊る活動」に分けることができ、いず
れの活動も子どもの心に感動を沸き立たせ、
子どもを生き生きさせる原動力となる重要な
活動であるととらえられている1 ）。
　こうしたことを踏まえて、本学では幼児教
育学科において、幼稚園教諭二種・保育士資
格を取得するために必修科目の「身体表現」
がある。この科目は保育者を念頭に、学生自
らが楽しく子ども役、保育者役を役割演技す
る演習科目である。この授業は、身体表現に
関する子どもの気持ちや保育者の指導法を学
ぶことができる。同学科では、保育者養成校
として保育者を目指す学生の指導にあたり、
この「身体表現」の授業において表現力を高
めるためにさまざまな取り組みを実施してい
る。この取り組みの中で特にコミュニケー
ションが重要である。コミュニケーションが
表現とどのような関連性があるのか、また、
表現力を高めるために必要なものは何かとい
う事柄が保育者としての表現力をつけていく
ために重要となると考えられる。そこで、こ
うしたことを明らかにしていくために、これ
まで幼児教育学科 1 年次対象科目「身体表現」
の授業実践で得られた知見について、藤善他

の分類をもとに報告する。

対象・方法

　対象者は、幼児教育学科平成29年度入学者
30名である。
　方法は、「身体表現」の授業において、即
興表現として第 1 回～第 5 回、模倣表現とし
て第 1 回～第 2 回、創造的表現として第 4 回
～ 5 回、仲間と一緒に踊る活動として第 6
回～ 14回にて行った。また、第 1 回～第15
回の全てにおいて、出席カードにて授業後に
毎回の感想を記入する。

授業での実践内容

1 ．即興表現

　即興表現とは、嬉しいときや楽しいときに
気持ちが弾むことで体を動かしスキップなど
を行い表現することである。授業において、
即興表現を実施するにあたり、自らが楽しむ
心や体が大切であることを伝える必要があ
る。その楽しみ方は、自然と表現できること
が望ましいため、筆者が担当する授業の中で
は初めに、「じゃんけんあそび」から入る。
1 ）じゃんけんあそび

　この「じゃんけんあそび」とは、教員一人
対学生全員でじゃんけんを行う。じゃんけん
のルールは、勝ち・負け・あいこの 3 つであ
る。教員に勝った、負けた、あいこに分かれ
るが、勝負の確認を声に出して行う。
　勝負の確認については、教員が学生全員に

「勝った人？」と聞く。勝った学生は「はい」

「身体表現」の授業取り組みによる実践報告

Practice	report	by	teaching	approach	of	physical	expression

中　野　由香里
Yukari　NAKANO
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と応える。次に教員が「負けた人？」と聞く。
負けた学生は「はい」と応える。最後に教員
が「あいこのひと？」と聞く。あいこの学生
は「はい」と応える。この際、勝負の結果に
よって、それぞれの学生は表現の方法を問わ
れることになる。ここでねらいとしたいポイ
ントは、『声の大きさ』である。勝負の確認
の際、いかに大きな声で自分の勝負の結果を
知らせることができるかどうか。この方法は、
1 回目から上手くいくことはない。それは、
ルールの説明を行わないためである。ただし、
表現力を高めるという点においては重要なこ
とで、最初の実施から次に生かす力へと変化
させることができるのである。
　具体例としては、じゃんけん勝負の確認後、
例えば、一番声が大きかったあいこの人を声
が大きかったという理由の勝ちとし、じゃん
けんに勝った人と負けた人は、壁まで走って
壁にタッチして戻ってくる。この具体例を実
施することで、学生の中で自然とルールの確
認をすることができ、続いて 2 回戦のじゃん
けんを実施する。同じように勝負の確認を実
施し、この方法で同じように声の大きさで判
断をする。この方法を 3 回程度繰り返すこと
によって、「次は走りたくない！」と思うよ
うになり、大きな声で表現するようになる。
また、声だけでは物足りない場合、からだ全
体を使い、両手を大きく挙げることやジャン
プをする等、さまざまな表現法を身に付ける
ことになる。
2 ）じゃんけんあそび

　二人組みにてじゃんけんを行う。このじゃ
んけんは、時間制限を設けることや、勝負の
回数を決めて実施することで、勝敗に対する
自己表現が表れる。
　即興表現としては、「じゃんけん」を通し
た表現あそびを実施することで、自然と声を
出しながら喜怒哀楽を表現することができ、
学生自身も笑顔で楽しみながら取り組むこと
ができる。また、簡単な遊びのため、即興表

現の導入としては取り入れやすい内容とな
る。
　学生の感想としては、「じゃんけんで楽し
くあそぶことができた」、「じゃんけんで勝っ
たので嬉しかった」、「皆と笑顔で楽しむこと
ができた」と記載されている。

2 ．模倣表現

　模倣表現とは、見たものや感じたこと等を
真似してそれになりきって表現することであ
る。模倣の定番となるのは動物である。その
中でもウサギやゾウ、サルやゴリラといった
動物は、体の大きさや耳・鼻等の動きに特徴
があるもので、模倣するには最適な題材であ
る。
　この題材を活かし、授業において模倣表現
に入る場合、「進化じゃんけん」3 ）という表
現あそびを取り入れる。これは、例えば動物
をテーマにした場合、ウサギ→サル→ゴリラ
とじゃんけんして勝った場合に順番に進化し
て模倣しながらじゃんけんをする表現あそび
である。表現あそびを通して模倣表現をする
ことで、動物になりきることができ、手足の
動きや表情まで自然と活動することができ
る。
　次に「オノマトペ」を使った表現あそびへ
と 展 開 し て い く。 こ の「 オ ノ マ ト ペ

（onomatopee）」とは、擬声語を意味するフ
ランス語であり、擬声語とは擬音語や擬態語
の総称である2 ）。代表的な例として、「雨が
ザーザー降っている」や「ゾウがドシンドシ
ンと歩く」、そのザーザーやドシンドシンの
ことを「オノマトペ」いう。この用語を用い
て「オノマトペゲーム」を実施している。こ
のゲームは、カードにオノマトペの用語予め
記載し、数十種類を準備する。 1 チーム 4 人
程度に分かれてグループを作り、順番にカー
ドを引く。引いたカードに記されたオノマト
ペを声に出すことなくジェスチャーする。そ
れを見ているメンバーは、そのジェスチャー
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からオノマトペのワードを当てる。この表現
あそびを実施することで、相手に伝わるジェ
スチャーをしなければならない緊張感を持つ
中で、動くことが大前提となるため、必然的
に表現力が身につくことになり、ゲーム感覚
で実施するという点が学生にも取り組みやす
い内容となる。
　学生の感想としては、「動物になりきって
表現するのが楽しかった」、「体全体をつかう
ことができて楽しかった」、「進化じゃんけん
はとてもおもしろい」、「動物になりきって声
を掛け合った」、「コミュニケーションがとれ
た」、「オノマトペを表現するのは難しかっ
た」、「同じワードでも人によって違う表現が
あることがわかった」、「言葉を使わずに表現
することが難しかった」と記載されている。

3 ．創造的表現

　創造的表現とは、お話やある場面等を見た
り聞いたりしたことをその物や人物になり
きって表現することである。授業において保
育者になりきることを念頭に「保育の一日」
について創造的表現を行うように指導する。
ここでは、先生と子ども、自然物や物等、登
場するもの全てに役割をつけ、グループで発
表する。まず、幼稚園か保育園、何歳児の保
育を表現するのかを決定する。グループで話
し合いを進める中、共通イメージを創造し、
場面に応じた表現の練習を行う。ここでも声
を出すことは禁止するため、より表現の工夫
が必要とされる。例えば、保育の中で挨拶や
子どもへの声かけの場面では、手をたたくこ
とや足で音を鳴らし反応させるといった表現
をする。
　また、身振り手振りの表現や顔の表情等も
音の無い創造的表現には欠くことができない
方法である。この発表に関しては、全く音が
無い環境で実施するのではなく、保育現場に
相応しい音楽「童謡」を流すこととした。た
だ、表現については、音楽と関係ないものと

する。実際に発表に向けた取り組みの中で、
学生たちは声を出すことができないことに苦
戦している様子であったが、グループで話し
合いを進める中で、一人ひとりの意見や創造
を共有し、その表現に対する工夫が広がり、
より良い表現と化し、納得のいく発表ができ
たようであった。
　学生の感想としては、「声を出すことがで
きない保育の一日を表現することはとても難
しかった」、「トイレの便器を表現するという
発想がよかった」、「子どもの動きをイメージ
して表情や指を使って表現することができ
た」、「皆で話し合い納得がいく発表ができて
よかった」、「身体を大きくうごかすことでイ
メージが伝わりやすいと思った」と記載され
ている。

4 ．仲間と一緒に踊る活動

　仲間と一緒に踊る活動とは、フォークダン
スやリズムダンス、わらべ歌あそびのことで
あり、幼児教育学科等の学修成果をいかした
発表の場で地域の子どもたちが多く参加する

「こども祭」での発表を目指して、授業でリ
ズムダンスに取り組むこととした。
　発表目的は、学修成果の発表ということと
し、第 1 回の授業より修得したものを総合的
に取り入れることができるよう、イメージす
ることを大切にした。まず始めに、リズムダ
ンスに使用する選曲から入ることとし、こど
も祭のテーマからイメージされる曲を探すこ
とにした。テーマが「大変身！～きみはヒー
ローだ～」ということで、テーマに沿った曲
を選び出し、選曲された曲はテレビアニメに
登場する仮面ライダーシリーズやこども番組
に登場する歌等があった。選曲されたものよ
り、受講生全員で多数決を取り、しまじろう
に登場する「ハッピージャムジャム」に決定
した。
　曲が決定すると、 3 ～ 6 人までを 1 チー
ムとするチームを作り、チームで「ハッピー
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ジャムジャム」の踊りを表現することとした。
この取り組みは、教員対学生ではなく、学生
対学生の形式で実施する。少人数でチームを
組むことにより、自分の存在が目立つ中で踊
りを実施することは、仲間意識や踊りの表現
力も身につくことができ、相乗効果が表れや
すい。
　踊りの取り組みが落ち着いた頃、身体一つ
で表現することも可能であるが、こども祭の
テーマから「大変身」を取り上げ、変身につ
ながる表現の工夫を試みることにした。それ
は、手具を用いて表現することである。手具
には、縄やフープ、ボールやポール等、様々
なものがあるが、今回は「浮遊スカーフ」を
使用することにした。スカーフは、ゆっくり
した動作や形を工夫するとその動きに変化が
現れ、見ている人たちを楽しませてくれる。
また、感覚として、非常に軽いものであるた
め、身体の一部として扱うことができ、年齢
を問わず扱うことができる手具である。
　踊りの全体的なイメージとしては、楽しい
気持ちを表に出し、色鮮やかな浮遊スカーフ
を生かした動きの表現である。演技構成を考
える中で、学生間でさまざまな意見が飛び交
い、移動の方法やフォーメーション等の工夫
をしながら演技構成を確定させていくことが
できた。
　学生の感想としては、「笑顔で楽しく踊る
ことが出来た」、「自然と笑顔で踊ることが出
来た」、「協調性を感じた」と記載されている。
　以上の 4 つの授業の中で、表現あそびを実
施する際、多く取り入れるのがグループワー
クである。グループ編成を行う際に表現への
意識を高めるため、ゲーム感覚で実施する。
例えば、対戦相手を見つけてじゃんけんをし、
3 回勝った人から一列に並ぶ。全員がじゃん
けんを終えて一列に並ぶことが出来ると、グ
ループの数が 4 つの場合、前から順番に 1
～ 4 の番号を言う。全員が番号を言った後、
同じ番号同士で集まる。このじゃんけんが始

まった時からコミュニケーション力が必要と
される。まず、じゃんけんの対戦相手を見つ
けるために自分から動くことが必要とされ
る。又は、待っていることも可能であるが、
相手が来た場合は何かしらの反応を示さなけ
ればならない。次にじゃんけんで勝つことが
目的であるため、勝った場合、負けた場合の
それぞれの表現ができる。そして同じ番号同
士で集まる際、誰かがリーダー的存在として
大きな声を張り、メンバーを集めることや一
人ひとりが個々に動き出し自然と集まる場合
等がみられる。このような様子から、グルー
プ分けをすることによって、じゃんけんを通
じてコミュニケーションを取り、更に表現の
方法を自然と身に付けることができる。

授業での実践内容の成果

　表現という視点から、自分の気持ちや感情
を表に出すことは容易なことではない。しか
し、取り組み方によっては、苦手意識や不安
な気持ちが少しでも解消されることがわかっ
た。その取り組みは、じゃんけんを通じてコ
ミュニケーションを図ることや、表現あそび
を実施することであり、学生たちの動きにも
変化が表れた。第 1 回目の取り組みでは、ほ
とんどの学生が「人前で表現できるかどうか
不安だ」、「恥ずかしい」、「表現が難しい」等
といった消極的な感想が多かった。しかし、
取り組みの終盤では、「自然に表現ができる
ようになった」、「自分自身が楽しみながらで
きた」、「笑顔で踊ることが出来た」といった
感想が多くなり、表現することに対して不安
が解消されたといえる。また、仲間と一緒に
一つの演技を構成する中で、取り組みの中間
辺りでは意見の食い違いやお互いの思いが伝
わりきらずに苦戦している様子であったが、
発表を終えた時には、「仲間と一緒に協力し
て活動することは楽しいことだと思った」、

「心を楽しくする気持ちを大切に表現するこ
とができた」、「自分が楽しみながら活動する
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ことが大切だということがわかった」という
感想になった。これは、保育者を目指す者と
して、子どもたちを指導していく強い気持ち
と保育者として自分自身の立場を考えたうえ
で取り組みを行っていたといえる。このよう
に、身体表現の授業の取り組みの中で、学生
たちは保育者には欠くことができない表現力
の技術を修得したといえる。

おわりに

　表現力を高めるために、身体表現の授業の
中でさまざまな取り組みを実施した。表現す
るということは、説明を聞いてすぐに実施で
きるものではなく、表現することの難しさを
体験しながら、コミュニケーションの必要性
やコミュニケーションの中に表現が含まれる
こと等、じゃんけんを通じて楽しみながら表
現力を高めることができた。
　保育者という立場から、子どもたちと一緒
に活動する際、自分自身が楽しみながら活動
することの大切さを学ぶことができた。また、
仲間と創り上げる一つの作品に向けた取り組
みでは、協調性を身につけ、笑顔で実施でき
た達成感を味わうことができた。
　今後は「幼児と健康」という科目名にて内
容を変えた取り組みとなり、表現の中にはさ
まざまな要素が含まれるため、これまで実施
してきたことが少しでも活かせるように発展
させて行きたいと思う。
　また、今回の成果を基に、学生自身が楽し
みながら技術を身に付けることができるよ
う、筆者自身の技術向上と指導法を高めてい
きたいと考え、今回の報告とする。
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1 ．はじめに

1 ． 1 ．乳児保育のニーズと現状

　厚生労働省1 ）は平成29年 4 月時点の待機
児童数について、23,114人が低年齢児（ 0 ～
2 歳）であり、全体の88.6％を占めるととり
まとめている。また、うち 0 歳児は4,402人
で16.9％であり、うち 1 ・ 2 歳児は18,712人
で71.7％と多く、年齢別待機児童数から、特
に 1・2 歳児において、保育のニーズが高まっ
ているとしている。昨今の日本が抱える待機
児童問題解消のためには、低年齢児の受け皿
の拡大が喫緊の課題とされている。保育の受
け皿確保については、今後も女性就業率が上
昇し、保育の申込者が増加していくことを踏
まえ、2020年度末までに32万人分の保育の受
け皿を確保し、待機児童を解消することとし
ている2 ）。平成29年に公表された「子育て安
心プラン」3 ）では、保育の受け皿確保につ
いて、 0 ・ 1 ・ 2 歳児を対象とした小規模保
育の普及や幼稚園における 2 歳児の受入れ拡
大などの、 1 、 2 歳児の受け皿整備を強力に
推進している。こうした 0 ～ 2 歳児を対象
とした保育の量的な拡大にあわせて、当然で
はあるが、質的な充実についても求められる。
野澤ら3 ）は、実際に待機児童解消を目的と
した規制緩和が進行するとともに、認可外保
育施設数も増加し続けているという側面か
ら、保育の「質」がいかに保障されうるのか
について懸念を示している。また、こうした

質の保障について、乳児保育の重要性が指摘
されている一方で、乳児保育の実践構造、す
なわち乳児への働きかけの構造自体が解明さ
れているとはいえない4 ）という課題も抱え
ており、乳児保育に関する研究の蓄積の少な
さがあると考えられる。そのため、研究的な
視座から乳児保育の実践を紐解くことは重要
であると言える。
1 ． 2 ．目的

　 1 歳半から 2 歳にかけて、親や保育者の提
案や要求に対し、何かにつけて拒否するよう
になり、おとなとは違う自分を主張するよう
になる5 ）。こうした拒否する場面において、
大人は自分の呼びかけに応じないと、とかく
イライラしがちであり、あの手この手を使っ
たり、対応の方法をかえたり6 ）と、どのよ
うに対応すればよいのか悩む場面の一つであ
ると捉えられる。また、こうした拒否する場
面において、母子間といった養育者と子ども
のかかわりに着目している研究が多く、乳児
保育という集団場面に焦点を当てた研究は少
ない。この時期の保育は現在最もニーズが高
まっており、集団場面での子どもの拒否する
行為において、子どもと保育者がどのような
かかわりを行っているかを明らかにすること
は乳児保育の質的向上の一助になると考えら
れる。
　また、乳児保育の特性について、同年齢の
複数の子どもが同じ保育室に在室しているこ

乳児保育における 1 歳児の拒否する行為 
─他児が介在する場面に着目して─

Refusing	Actions	of	1-Year-Old	Day	Nursery	Children:	
Focus	on	Relationship	Interacting	with	Other	Children

名　和　孝　浩
Takahiro	NAWA
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とと、複数担任であるため、かかわる大人の
人数が多いという点が、家庭との違いの一つ
として挙げられる。母子間という一対一での
かかわりと、乳児保育という集団保育場面で
は、そこで起こるかかわりにも自然と違いが
生まれると考えられる。特に、拒否の場面は
養育者と子どもの一対一のかかわりに着目さ
れるが、他児がいることでかかわりが中断す
ることや、複数の保育者がいることでかかわ
りに違いがあるのではないかと考えられる。
　そこで、本研究では、同年齢の複数の子ど
もが同じ空間にいるという点に注目し、保育
者とのかかわりにおける 1 歳児の拒否する場
面において、他児が介在する事例から、 1 歳
児の拒否する行為に他児がどのような影響を
与え、拒否から調整に至るまでにどのような
行為が見られるのかを検討する。
1 ． 3 ．本研究における乳児保育の区分

　保育所保育指針において、乳児保育は特に
0 歳児の保育を指し、乳児は満 1 歳に満たな
い者を指す。しかし日本保育学会では研究領
域の区分を、乳児保育（ 0 、1 、2 歳児保育）
と表記しており、保育現場でも 0 ～ 2 歳児
の保育を乳児保育と称することが多い。また
厚生労働省が使用している 0 ～ 2 歳児を表
す低年齢児という用語については、保育現場
で使われることが少ない。本研究では、保育
現場で一般的に用いられる用語に合わせて、
乳児保育を 0 ～ 2 歳児クラスまでを含めた
保育、乳児を 0 ～ 2 歳児を表す語として使
用する。また、本研究で調査対象とする 1 歳
児クラスは、 4 月から 3 月の期間で、満 1 歳
から 2 歳10か月までの月齢の子どもが在籍す
るクラスを指し、保育現場と同様、在籍する
子どもを総称して 1 歳児と表している。

2 ．方法

2 ． 1 ．対象

　岐阜県 A 市内の私立保育園 1 歳児クラス
（ 1 歳児19名；保育士 4 名）で、 9 時から12	

時頃までの登園後の自由遊びから給食までの
場面で、月に 2 、 3 回程度、対象児らの保育
場面に参加して、参与観察を行った。対象児
からの行為には応答するが、観察者から積極
的なかかわりはしないよう配慮した。なお、
観察期間中の対象児の月齢は、 1 歳 5 か月～
2 歳 2 か月であった。
2 ． 2 ．手続き

　観察はビデオ撮影と同時にエピソードを記
述し、観察終了後、ビデオの映像を基に記録
を加えた。ビオ撮影は、基本的に三脚を用い
て定点的に使用した。分析の対象とした事例
は、対象児が保育者の要求を拒否してから、
保育者とのやりとりが終了する（調整に至っ
た）までのなかで、他児が介在したと捉えら
れた場面をビデオで撮影できた事例とした。

3 ．結果と考察

　 1 歳児が保育者に拒否をし、調整に至るま
での場面で、他児が事例に介在したと認めら
れた事例を抽出した結果、14事例が抽出でき
た。それらを類似する行為ごとに分類した結
果、 3 つに分類できた。以下カテゴリーごと
の代表的な事例と考察について述べる。
3 ． 1 ．調整へ至るきっかけ

　子どもが拒否を始め、気持ちを調整し、次
の活動や生活の流れへと移る際、他児がいる
ことがきっかけとなり、気持ちの切り替えが
できたと捉えられた事例を分類した。
【事例①：お友達を連れて行こう】

男児タケシ（ 1 歳11か月）

　おやつの前に、水道で手を洗うことにな
る。タケシが自分から水道で手を洗い始め
る。最初に水で手を濡らしてこすり、次に
自分でポンプタイプの石鹸をつけて手をこ
すろうとすると、R 先生が、手を洗うタケ
シの後ろから自分の手を添えて一緒に洗
う。R 先生が「タケシちゃん、これでおし
まいよ」と言いながら、タオルで手を拭く
ために、一緒に洗っていた手を握ったまま、
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タケシを少し後ろに下がらせてタオルで手
を拭く。するとタケシはムスっとした表情
をして、体をひねる。R 先生がタケシの両
手を握ったままなので、タケシは両手を挙
げたバンザイのような姿勢になる。R 先生
は「タケシちゃん、楽しい（手を洗い終え
た子と K 先生が手遊びなどをしている）、
始まるって」と言ってタケシの手を握って
持ち上げると、水道の出入口へ連れて行く。
R 先生が、他児らと手遊びをしている K
先生の方にタケシを向け、「タケシちゃん、
何がある？ちょっと見てきて？？」と声を
かけてから、握っていた手を離すが、タケ
シは振り向いて水道の方をじっと見てい
る。そこへ、よくタケシがお世話をしたが
るヒロキが、手を洗うため水道に向かって
来て、タケシとすれ違う格好になる。タケ
シはヒロキを見て、「あっ」と顔を上げて、
後ろからヒロキを手で押しながら進み、水
道まで連れて行く。ヒロキが水道で手を洗
い始めると、自分から手遊びをしている K
先生の方に向かい、次の活動へと移ってい
く。

　この事例では、タケシが自分で手を洗って
いるところへ、R 先生が「これでおしまい」
という言葉かけとともに、タケシを水道から
離れさせることがきっかけで、拒否が起こっ
ている。タケシの手を握られたまま体をひね
る様子から、R 先生の言葉かけとは逆に、「ま
だ水道で手を洗いたい」という思いが読み取
れる。R 先生はタケシの気持ちが手洗いから
次の活動へと向かうよう、次の活動である手
遊びが「楽しい」ことを伝えながら連れてい
き、「ちょっと見てきて」などと誘いかけて
いる。R 先生はその場を離れるが、タケシは
手遊びではなく水道の方を向いたままじっと
見つめており、気持ちが切り替わったとは捉
えられず、R 先生とのやりとりでは、まだ調
整へと至っていないと考えられる。
　そこにタケシが普段から世話を焼きたがる

ヒロキがやってくることで、タケシはヒロキ
を水道に連れていく。それまで自分が水道で
手を洗うことから気持ちを切り替えられな
かったが、ヒロキの登場で、タケシの思いに
変化が起こったことがわかる。タケシはヒロ
キが手を洗い始めるのを見届けると、自分か
ら手遊びをしている方へ向かっており、保育
者からの言葉かけがなくとも、ヒロキの存在
が次の活動へと向かう気持ちをうまく作る
きっかけとなり、調整へ至ったと捉えられた。
【事例②：置いてかないで】

女児エリ（ 1 歳10か月）

　戸外遊びの時間になる。エリは靴を履く
がなかなか自分で遊び始めようとせず、テ
ラスに座っている。K 先生が「先生、先に
行くから、自分で来てね！」と言って乳児
園庭に出ていく。エリは「ヤ～～～」と泣
きながら手を広げて近寄っていく。K 先生
は子どもたちの様子を見ながら、乳児園庭
をウロウロと歩き回る。エリは K 先生に
抱いてもらえず、泣きながら乳児園庭に出
たところ、すべり台で、勢いよく滑ってい
るサキを見る。エリはそれを見た瞬間に泣
き止み、身を乗り出して、すべり台に登っ
ていく。その後は泣くことなく、K 先生の
ところへも行くことなく自分から遊び始め
る。

　エリは自分から遊び始めることが少なく、
担当の K 先生は、保育者から離れて自分で
遊ぶ機会も必要と考え、あえて「自分で来て
ね」と言葉をかけてその場を離れている。エ
リはその言葉に「ヤ～～～」と泣きながら手
を広げる行為から、「自分を抱き上げて一緒
に連れて行ってほしい」という思いが読み取
れる。K 先生はエリの方へは向かわず、乳児
園庭を歩いて様子を見ている。エリの「一緒
にいてほしい」という思いと、保育者として
の「自分で遊んでみてほしい」という思いが
ぶつかっている場面だと捉えられる。
　しかし、泣きながら乳児園庭に出たエリの
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目に、すべり台で遊ぶサキが目に入る。勢い
よく滑って遊ぶサキの姿に興味をひかれたの
か、その瞬間に泣き止んでいる。それまで泣
いて追いかけるほど、K 先生に「一緒にいて
ほしい」と思っていたと捉えられたはずが、
サキの遊ぶ姿を見たことで、泣き止むだけで
なく、サキの真似をするように自分からすべ
り台で遊び始めている。保育者との直接的な
やりとりがなくとも、その場に他児がいるこ
とで気持ちが切り替わるきっかけとなり、調
整へと至っていると捉えられた。
3 ． 2 ．他児がいることで拒否が強まる

　拒否が起こり、調整へと至る過程で、他児
がいるからこそ、その子どもの拒否の行為が
強まったと捉えられた事例を分類した。
【事例③：早く給食食べたい】

男児ユウタ（ 1 歳10か月）

　給食の時間が始まる。他の子どもが給食
を食べ始めるなか、その様子をじっと見つ
めて乳児椅子に座るユウタ。手を口のなか
に入れていたため、食べ始める前に S 先
生がウエットティッシュで手を拭こうとし
て、ユウタの手を掴む。すると、ユウタは
顔をしかめて、「ン ー゙」と言い、顔をそむ
ける。S 先生は「手、ベタベタやと食べれ
へんで」と言いながら、ユウタの手を拭き
終えると、少し離れたところに置いてあっ
たユウタの給食が乗ったトレイを手に取
り、ユウタの方へ持ってくる。ユウタがす
ぐに「パッチン！」と言いながら手を合わ
せると、S 先生もそれに合わせ「パッチン」
と言う。しかし、すぐに他児から「おかわ
り」の催促があったため、ユウタに「ちょっ
と待って」と言いながら、トレイを元の位
置に戻して手が届かないようにし、他児の
お椀などを持って、ユウタのもとを離れる。
ユウタは、両手で椅子を掴み、「ン ー゙」と
大きな声でうなり、身体全身を前後に大き
く揺らして訴える。「ユウちゃん、ごめん。
ごめん」と言いながら、S 先生が慌てた様

子で他児のおかわりを持って席に戻ってく
る。他児におかわり分の給食を渡し、ユウ
タの方にトレイを持っていくと、再度すぐ
にユウタから「パッチン！」と手を合わせ
る。S 先生も「はい。パッチンやね。いた
だきます」と言って、ユウタにスプーンを
渡す。ユウタは渡されたスプーンで、自分
から給食を食べ始める。その後は機嫌を損
ねることなく、S 先生とともに食事を進め
ていく。

　ユウタは普段から給食をこぼす量や偏食が
多いため、このクラスでは食事の援助のため
に担当の保育者がつき、丁寧に食事を進めて
いる。この事例では、担当の保育者がすぐに
隣につけず、他児が食べ始めた後で、ユウタ
も食べ始めることとなった。
　ユウタは他児の食事風景をじっと眺めなが
ら保育者を待っており、手を口の中に入れて
いる様子からも、「早く給食が食べたい」の
だと読み取れた。その後、ユウタは舐めてい
た自分の手を S 先生に拭かれそうになると、
手を拭かれることに対しての拒否が起こる。
ここで、顔をしかめて嫌がるユウタには、単
純に「手を拭かれる」ことが嫌なのではなく、

「早く給食が食べたい」のに邪魔をしないで
ほしいという思いがあるのではないかと捉え
られた。給食のトレイが運ばれてきた際も、
ユウタはすぐに「パッチン！」と食事を催促
するように手を合わせており、「早く給食が
食べたい」という要求が、ユウタにはあるの
ではないかと捉えられた。
　S 先生もその思いを受け取っているからこ
そ、すぐに「パッチン」と食事を始める素振
りを返す。しかし、他児がおかわりを求めた
ため、S 先生はその場を離れることとなり、
トレイが一旦下げられたことで、再び拒否の
状態が起こっている。この際は、椅子を両手
で掴み、身体全身を揺らしながら声をあげて
いる。 1 度目の拒否の姿と比べ、声の大きさ
やからだの動きが強くなっている。他児がい
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ることでユウタの「給食が食べたい」という
要求が上手く満たされず、より強い拒否が起
きたと捉えられた。S 先生もまた、ユウタの
姿を見て、慌てた様子で謝りながら食事を始
めているため、ユウタの「早く」という思い
を受け取っているのだろうと考えられた。
　その後、S 先生が席に戻り、あらためて食
事を始める。自分から食べ始める様子から、
自分の要求が満たされ、調整へと至ったと捉
えられた。
【事例④：僕のそばから離れないで】

男児ショウ（ 1 歳 6 ヵ月）

　朝のオムツ替えになる。K 先生が遊んで
いるショウに「オムツ替えるよ」と声をか
け、オムツ替えを始めようとすると、ショ
ウは泣いて仰向けになる。K 先生は、「あ
ら～、ショウちゃん泣いてるから、トン、
トン」とお腹を軽く叩きつつ、そのままオ
ムツを替える。仰向けのままオムツを替え、
自分の膝に座らせて抱き、「靴下履こう」
と言って、ショウに靴下を履かせ始める。
するとショウは泣き止み、K 先生にからだ
を預けてもたれる。K 先生がショウに靴下
を履かせ終えたところで、近くで他児がケ
ンカを始める。K 先生がケンカの仲裁のた
めショウを降ろし、その場を離れる。ショ
ウは床にへたり込むように座って再び泣
く。K 先生は他児の仲裁に行ったため、今
度はその様子を見ていた S 先生が、「はい
はいショウちゃん！」と近寄り、抱き上げ
る。ショウは泣きながらがっちりと S 先
生の腕を掴んでいる。S 先生は、「おんぶ
ヒモにするかい？」とショウに聞くように
話し、おんぶヒモをつける。ショウはおん
ぶしてもらい、しばらくしてから降りて遊
び始める。

　この事例では、オムツ替えの時間になり、
遊びを中断しなければいけないことで、拒否
が起きた。仰向けで泣いて、保育者に自分の
思いを表現するショウに、K 先生はゆったり

と言葉をかけながら、オムツを替える。ひと
まずオムツを替えた後で、ショウを膝に抱い
て靴下を履かせていく K 先生からは、オム
ツ替えを嫌がるショウの思いを受け止めつ
つ、気持ちが切り替えられるまで丁寧にかか
わろうとする意図が読み取れた。またショウ
も K 先生の要求に拒否をしつつ、膝に抱い
てくれた K 先生にからだを預けてもたれる
行為から、保育者とのやりとりの中で、気持
ちを受け止めてもらいながら調整へと至ろう
とする姿と捉えられた。
　しかし、ここで他児のケンカの仲裁のため
に K 先生が離れることとなると、ショウは
再び泣き始めたため、K 先生が離れた段階で
は、ショウの気持ちはまだ次の活動へと向い
ておらず、調整に至っているとは捉えにくい。
またショウから離れた K 先生は、他児のケ
ンカを仲裁するため、やむを得ず離れており、
本来ならショウが充分に気持ちを切り替える
までかかわりが継続されたと考えられる。そ
のため、ショウと他児の直接的なやりとりは
ないが、拒否が起きてから調整に至るまでの
間に、他児が介在した事例として捉えた。
　さらに、この様子を見ていたS先生が来て、
ショウを抱き上げるのだが、ショウは抱かれ
ながら S 先生の腕を強く掴み、先程よりも
泣きが強くなっている。S 先生もその思いを
感じたため、すぐには降ろさずに、ショウに
尋ねながらおんぶヒモをつけ、調整に至るま
での時間をじっくりと過ごしていると読み取
れた。拒否が起きてから、調整に至る途中で、
他児によって保育者が離れることになったこ
とにより、拒否が強まったと捉えられた。
3 ． 3 ．拒否が起きるきっかけ

　すでに保育者の言葉かけやその状況に対し
て拒否をしている子どもを見て、自分も拒否
を始める事例を分類した。
【事例⑤：僕たちお部屋には行かないよ】

男児カズキ（ 1 歳11ヵ月）

男児タケシ（ 1 歳11か月）
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男児コウジ（ 1 歳 8 か月）

　おやつが終わり、机などの片付けのため、
一度アンパンマンの絵が飾ってある小さな
部屋へ移動することになる。「ごちそうさ
ま」のすぐ後、K 先生が「じゃぁ、お口き
れいにした子、アンパンマンのお部屋（小
部屋）に来てね～」とクラス全体に言葉を
かける。するとカズキは小部屋には行かず、
部屋の隅に敷いてあったマットへ向かう。
カズキはマットに座ると顔を隠す。その後、
タケシとコウジも、カズキを見るとマット
へ来て、一緒に寝転んでいる。
　K 先生が近寄り、「はーい、みんなアン
パンマンのお部屋ですよ～」と言葉をかけ
て、笑顔で「タケシくん～、お話聞いて」
とタケシに顔を近づけると、タケシは笑い
ながら K 先生の方に手を伸ばす。K 先生
はタケシの動きに合わせて手をつなぐと、
一緒に小部屋に向かう。マットの方は振り
向かず、そのまま小部屋で遊び始める。
　その後すぐに、コウジは R 先生に「コ
ウちゃん、こっちよ」と言葉をかけられる
と、自分で部屋に来る。
　他児らが小部屋に向かっても戻らないカ
ズキにS先生が近寄り「カズキくぅ～ん？」
と声をかけると、カズキはぴょんとマット
降りて部屋をぐるぐると走って逃げる。S
先生が「待って～～」と追いかけていくが、
そのまましばらく逃げ回る。S 先生につか
まると、手をつないで部屋を移動する。

　この事例では、片付けのために部屋を移動
する際に拒否が起きた。片付けのために部屋
を移動することはこのクラスの日課であり、
子ども達も見通しがもてていたと捉えられ
る。そのうえで、K 先生の部屋への移動を促
す言葉かけを拒否し、マットへと走っていく。
　そして、カズキがマットへと様子を見たコ
ウジとタケシは、カズキと同じようにマット
へと向かい、寝転んでいる。自分から拒否を
始めたカズキとは異なり、コウジとタケシは、

カズキの拒否の行為がきっかけで、同調する
ように拒否が起きたと捉えられた。
　保育者とのやりとりから調整へと至る過程
からは、 3 人を呼び戻そうと近寄る K 先生
に笑いかけながら手を伸ばし、手をつないで
戻っていくタケシ。笑顔で自分から手を伸ば
す様子や、K 先生と手をつなぐとマットの方
を振り向かないことから、拒否の思いの程度
は強くないのではないかと考えられた。また、
コウジは R 先生に「こっちよ」と言葉をか
けられただけで、素直に応じていた。
　それに対して、最初に拒否を始めたカズキ
だけは、S 先生に声をかけられると、走って
逃げていく。泣いて逃げるようなことはなっ
たが、保育者とのやりとりを経て調整へと至
るまでには時間がかかっている。カズキの拒
否する行為からは、「まだ部屋へ行きたくな
い」という思いが読み取れた。
　マットへ向かい、寝転ぶという拒否の行為
自体は同様でも、他児がきっかけで拒否を起
こしたタケシとコウジの 2 人からは、保育者
の要求に対しての拒否の思いよりも、むしろ
他児の真似をして、拒否すること自体を楽し
んでいるように捉えられた。
【事例⑥：あの子が走っているから】

女児ミユ（ 1 歳11か月）

女児リナ（ 2 歳 2 か月）

女児メイ（ 1 歳10か月）

　玄関で靴を履き、乳母車に乗って園庭へ
向かう場面。保育者が、子どもたちに「乳
母車（に）乗るよ」と言いながら、靴を履
いた子どもを乗せている。ほとんどの子ど
もが乗っているなか、言葉をかけられたミ
ユが、乳母車に乗らずにさっと乳児園庭を
走り出す。
　するとリナは、ミユを見ると、その後を
ついて走りはじめる。チラチラと保育者の
方を向くが、走るのは止めず、ミユの後を
一定の距離を空けて走り続ける。
　さらに、その二人を見たメイは、 2 人の
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最後尾を走りだす。メイは一番後ろから走
りつつ、保育者の方もチラチラと見ている。
　その様子を見た R 先生が近寄ろうとす
る。メイは、R 先生が自分たちの方に来よ
うとするのを見ると、自分から走るのを止
めて、乳母車がある方に自分で戻っていく。
R 先生はリナに追いつくと帽子をかぶせて
手を差し出す。リナは R 先生と手をつな
いで戻ってくると、抵抗することなく乳母
車に乗って、乳母車にかけられていたビ
ニール袋を触って遊んでいる。ミユはその
まま走り続け、乳児園庭と園庭の境まで走
り、最後は K 先生につかまえられて泣く。
泣きじゃくりながら、K 先生に抱かれたま
ま園庭に出ると、周囲の様子を見ながら少
しずつ落ち着いていく。

　この事例では、同じ場面で 3 人の子どもた
ちが次々に拒否を始める様子が見られた。
　担任保育者らが、園庭へ向かうためクラス
全体に、乳母車に乗るよう言葉をかける（普
段遊んでいる乳児園庭と園庭とが離れている
ため、乳母車を使用してクラス全体で移動を
していた）。ミユも乳母車に乗るよう保育者
に言葉をかけられるが、聞き入れずに走り始
める姿に、保育者の要求を拒否する姿と捉え
られる。
　ミユと同様に保育者から乳母車に乗るよう
言葉をかけられていたリナも、ミユを見てか
ら走り始めている。また、その様子を見てい
たメイも乳児園庭を走り出してしまう。この
ような流れから、先に乳母車に乗ることを拒
否した他児によって、別の子どもの拒否が引
き出されたと捉えられた。
　拒否する行為については、さっと走り出す
ミユから、乳母車には乗らずに、自分で走り
出したいという拒否－要求の思いを感じるこ
とができた。それに対して、リナとメイは保
育者の方をチラチラと見ながら走っており、
保育者の反応を意識しながら走っていると捉
えられた。

　調整に至る様子にも違いが見られた。走っ
ていく 3 人を見て、R 先生が近寄った行為に
は、乳母車の方へと連れて行こうとする意図
が読み取れる。保育者の方を見ながら走って
いたメイは、R 先生が動き出すと、それに合
わせて自分から乳母車の方へ戻っている。保
育者の意図を予測し、注意されることを上手
く回避しながら、もとの活動へと戻っていこ
うとする姿と捉えられた。またリナも保育者
の方を見ながら走っていたが、こちらは R
先生が近寄っても走るのをやめなかった。し
かし R 先生が手を差し出すと抵抗すること
なく乳母車に戻っている。R 先生が手を差し
伸べる行為からは、乳母車の方へ連れて行こ
うとする意図が明確であり、リナは R 先生
の要求に応じているのだと考えられた。 2 人
が調整へと至る場面からは、保育者の要求を
拒否しつつも、無理に押し通すことはせず、
保育者の気持ちを探りながら動く様子が見て
取れた。しかし、最初に走り始めたミユは、
R 先生の動きに足を止めることはなく、園庭
の方まで走って行ってしまい、最後は K 先
生につかまえられて泣いている。拒否が起き
始めた場面から、ミユには強い拒否─要求の
思いがあると捉えられ、調整に至るまでも時
間が必要だったのだと考えられた。
　こうした事例から、他児がきっかけで真似
をするように行われる拒否の場面では、最初
に拒否を始めた子どもよりも、強い拒否─要
求の行為は見られなかった。他児の拒否を模
倣的に行っており、「～がしたい」という明
確な要求の意図が明確ではなく、むしろ他児
と同じような拒否をすること自体が目的で
あったのではないかと考えられた。

4 ．総合考察

　本研究では、 1 歳児における拒否の場面に
他児が介在する事例に着目し、集団生活をお
くる乳児保育において拒否の行為や保育者と
のかかわりがどのように行われているかを検
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討した。さらに、乳児保育の特性を踏まえた
実際と保育のあり方についても考察を試み
る。
4 ． 1 ．拒否場面における仲間関係の芽生え

　保育場面において、保育者の要求やその場
の状況に対して拒否が起きた場合、多くが保
育者とのやりとりによって、その子どもは気
持ちを調整させていく。しかし、他児が「調
整へと至るきっかけ」となった事例では、保
育者とのやりとりがあっても、最終的に調整
へと至るきっかけをもたらすのは、保育者の
意図とは関係のない子ども同士のやりとりも
含まれると分かった。これは、同年齢の他児
と集団で過ごす乳児保育ならではの光景の一
つではないかと考えられた。保育者ができる
限り気持ちを受け止めながらも、乳児保育と
いう集団性の中では、受け止めきれない部分
もある。だが、子どもは子どもなりに、自分
からきっかけを得て、気持ちを切り替えてい
る。そこに他児が介在することは、乳児保育
における仲間関係の芽生えにもなるのではな
いかと考えられる。このような子ども同士の
やりとりは、保育者が意図的に促したもので
はない。保育者が意図していなくても、子ど
もが自分なりに育ちへと向かう姿を分析的に
捉えていくことも求められるのではないか。
　また今回収集できた事例では、他児がきっ
かけで自分から気持ちを調整できた後に、保
育者がその姿を承認するような言葉かけは見
られなかった。拒否をしている最中だけでな
く、保育者がその後、子どもの姿をどのよう
に認めていくかなども、乳児保育において考
えていく必要もあるのではないかと示唆され
た。
4 ． 2 ． 拒否場面における一対一のかかわり

の難しさ

　「他児がいることで拒否が強まる」場面で
は、拒否を始めた子どもと保育者のやりとり
が、他児により中断する場面が見られた。子
どもが調整に至る前に保育者がその場から離

れることで、拒否をする行為が強まる様子が
描き出された。
　これは、子どもの拒否─要求の思いが通ら
ないために、より自己主張が強まっただけな
のだろうか。より強い拒否の行為を起こすこ
とで、一度離れた保育者の視線は再び自分へ
戻ってくる。拒否が起きてから調整へ至るま
で、保育者を自分とのかかわりに引き戻そう
とする意図もあるではないかと考えられる。
拒否の強まりは、子どもが自分の方に保育者
の視線を向けさせたり、かかわりを促したり
して、調整へと向かおうとする姿として捉え
ることができた。
　また保育者は調整に至る途中で、意図的に
かかわりを止めているわけではなく、やむを
得ず、他児への対応に応じている。古賀7 ）

はこうした 1 歳児保育の難しさについて、子
どもと一対一で丁寧なかかわりをしたいと志
向しつつも、保育者が個別対応に追われたり
手薄な状態であったりすることから、手がか
けられていない他の子どもがトラブルを起こ
すなど、個別対応の裏に多人数対応があると
いうジレンマを抱えていると分析している。
事例④では保育者が一対一の個別対応をして
いるところに、他児のケンカが起きたため、
その子どもが調整へと至る前に、その場を離
れることとなった。しかし、ケンカの仲裁を
別の保育者が行うことで、調整に至るまでの
かかわりを丁寧に行うこともできたではない
だろうか。保育者は乳児保育の特性を理解し、
一対一のかかわりが継続できるよう、保育者
同士の連携をとることで、より充実した保育
実践が行えるのではないかと考えられた。
4 ． 3 ． 拒否場面における他児の行為への同

調

　他児がいることにより「拒否が起きるきっ
かけ」となった事例では、他児の拒否を真似
しながら、同じような行為で拒否をしていく
子どもの様子が描き出された。同じような行
為をしていても、拒否の強さは異なり、最初
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に拒否し始めた子どもの方がより強く拒否を
する姿が捉えられた。これは最初に拒否をし
始める子どもには、保育者の要求やその場の
状況に対して明確な拒否─要求の思いがある
のに対して、他児の真似をすること自体が目
的になっているのではないかと考えられた。
0 ～ 2 歳児の模倣には、コミュニケーショ
ンとしての意味合いから、模倣をすること自
体を楽しんでいることが特徴とされており、
子どもたちの中に仲間意識を芽生えさせ、仲
間入りのきっかけや他者とつながるきっかけ
になるとされている8 ）。他児がきっかけと
なって拒否が起こる場面においても、仲間入
りのきっかけとまでは言えないまでも、同じ
ように拒否を起こす姿から、「あの子のよう
にしてみよう」という他児への興味が行動の
背景にあると考えられる。また拒否が起きて
から調整へと至るまでを、 1 つの事例として
読み解くことで、拒否する行為自体は同じで
も、拒否の強さや調整に至るまでの流れや時
間に違いがあることも明らかになった。他児
がきっかけで拒否を始めた後でも、保育者の
誘いかけに素直に応じていく姿から、他児が
きっかけで拒否をした子どもは、拒否する行
為自体は模倣的に同じことをしているが、内
面までは同調していないのではないかと示唆
された。
　さらに事例⑥のように保育者の要求を拒否
し、園庭に出た子ども達を連れ戻そうとした
場面で、保育者の動きに合わせて、言葉をか
けられる前に、自分から戻っていく子どもの
姿が捉えられた。これは、模倣対象である拒
否をし始めた子どもに意識を向けつつ、同時
に保育者の動きにも注意を向けているのでは
ないかと考えられた。拒否の内面まで同調し
ていないからこそ、他児と保育者の両方の動
きや意図を見取りながら、自分の行為や思い
を調整しようとする姿があるのではないかと
示唆された。石川9 ）は、子どもの「いや」
などの「自己主張」を自分のことしか考えな

い自己中心的な行動であると捉えている保育
者が、少なからずいるとしているが、拒否の
場面を丁寧に読み解くことにより、相手の思
いや意図を考えながらかかわる子どもの姿と
して捉えることができた。
4 ． 4 ．まとめと今後の課題

　このように、乳児保育の実際から、保育者
とのかかわりだけでなく、他児がいるからこ
そ自分から調整へと至る乳児保育ならではの
姿も見られた。しかし、特に一対一でかかわ
りたいような拒否の場面でも、保育者とのか
かわりが継続できないというジレンマも抱え
ているため、それを踏まえた乳児保育の方法
や保育者間の連携などを考えていく必要があ
る。また、拒否の中には、他児とのかかわり
につながるような拒否もあり、拒否する場面
を「問題のある行為」「困る場面」として捉
えるのではなく、仲間関係の芽生えとしても
捉えることができ、丁寧な読みとりの必要性
や、同年齢の子どもと過ごす乳児保育の意義
にも迫っていけるのではないかと考えられ
た。
　今後の課題として、今回は拒否する行為に
着目し、乳児保育の実際について検討したが、
その他の場面からも保育の全容を掴んでいく
必要がある。また、本研究の事例集では、 1
歳児を対象としているが、その他の年齢との
違いや、変容などを検討する必要がある。さ
らに、事例数が限られているため、対象や事
例数を増やした上で、改めて検討することが
必要である。
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1 ．はじめに（背景と目的）

　近年、各大学・短期大学における FD 研修
会が必須となり、授業改善や教科間・科目間
の連携の必要性が言われ、本学でもカリキュ
ラムマップやカリキュラムツリーの作成など
が行われている。
　特に保育者養成校においては、保育の 5 領
域（健康）（人間関係）（環境）（言葉）（表現）
の教科目間連携については以前より保育者養
成協議会等でも、その必要性や方法について
繰り返し議論されている。
　平成30年には「幼稚園教育要領」「保育所
保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・
保育要領」が改訂され、 0 歳から18歳までを
見通した「知識・技能」（遊びや生活の中で、
豊かな体験を通じて、何を感じたり、何に気
付いたり、何が分かったり、何ができるよう
になるのか）「思考力・判断力・表現力等」（遊
びや生活の中で、気付いたこと、できるよう
になったことなども使いながら、どう考えた
り、試したり、工夫したり、表現したりする
か）「学びに向かう力・人間性等」（心情、意
欲、態度が育つ中で、いかによりよい生活を
営むか）が 3 つの柱とされた。1 ）

　資質・能力の 3 つの柱から 5 領域のねらい
や内容に基づいた活動の展開として、次の通
り「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の
姿」①健康な心と体②自立心③協同性④道徳
性・規範意識の芽生え⑤社会生活と関わり⑥
思考力の芽生え⑦自然との関わり・生命尊重
⑧数量や図形、標識や文字などへの関心・感

覚⑨言葉による伝え合い⑩豊かな感性と表現	
が示された。
　幼児教育は生活を中心に、環境を通して行
われるものであり（表現）を軸にして考えた
とき、⑩豊かな感性と表現に該当するのは当
然の事であるが、他の 9 つの姿とも結びつい
ていると考えられ、中でも「造形表現」の分
野では、自然をモチーフや材料として利用し
た活動が多く（環境）の内容と深く関わり合っ
ている。
　学生の段階的な学びを目的として、特に⑥
思考力の芽生え「身近な事象に積極的に関わ
り、物の性質や仕組み等を感じ取ったり気付
いたりする中で、思い巡らし予想したり、工
夫したりなど多様な関わりを楽しむようにな
るとともに、友達などの様々な考えに触れる
中で、自ら判断しようとしたり考え直したり
などして、新しい考えを生み出す喜びを感じ
ながら、自分の考えをよりよいものにするよ
うになる。」
　⑦自然との関わり・生命尊重「自然に触れ
て感動する体験を通して、自然の変化などを
感じ取り、身近な事象への関心が高まりつつ、
好奇心や探究心を持って思い巡らし言葉など
で表しながら、自然への愛情や畏敬の念を持
つようになる。身近な動植物を命あるものと
して心を動かし、親しみを持って接し、いた
わり大切にする気持ちを持つようになる。」
　⑩豊かな感性と表現「心動かす出来事など
に触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特
徴や表現の仕方などに気付き、感じたことや

学生の感性と表現を豊かにするための事例報告

Case	report	to	enrich	students’	sensitivity	and	expression

水　谷　聡　美　　内　藤　敦　子
Satomi	MIZUTANI　　Atuko	NAITOU
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考えたことを自分で表現したり、友達同士で
表現する過程を楽しんだりし、表現する喜び
を味わい、意欲をもつようになる。」の 3 つ
の姿について、保育者を目指す学生たちに先
ずその力を培わせることで、これらの 3 つの
姿に向けて子ども達を援助することの出来
る、豊かな経験や知識のある保育者を養成す
ることができると考える。
　本研究では学生の感性と表現を豊かにする
ため「図画工作」「保育内容の指導法（造形
表現）」「保育教材研究」などの造形関連の科
目と「保育内容の指導法（環境）」「教職演習」
の科目の取り組み事例について報告する。
　以下「保育内容の指導法（造形表現）」を「造
形表現」「保育内容の指導法（環境）」を「環
境」、「図画工作」を「図工」と略して表記す
る。

2 ．研究内容・方法

　（ 1 ）学内の自然環境の調査

　実際に学内に植えられている樹木や花を調
べ、採取することができる木の実や草花の種
などの種類を調査して、その場所の情報を共
有し、植物の名前などを一覧にして授業で活
用する。
　（ 2 ）授業内容の摺り合わせ

　筆者らの担当する各科目の学内の“みずき
の郷”などで見つけた自然物を利用した授業
内容についての摺り合わせと連携の内容につ
いて検討し、重複する内容を省いたり、重要
な活動については繰り返し指導したりするこ
とで学生にとって段階的な深い学びに繋がる
よう、役割分担を行い科目間の連携を図る。
　（ 3 ）関連付けた授業の取り組み

　それぞれの授業で授業間の関連付けを行
い、その取り組み内容を振り返り、学生の制
作内容や制作方法、完成作品、制作後のレポー
トや聞き取り調査などから、科目間の関連付
けた取り組みが学生の学びにどのような影響
をもたらし、どのような利点があるか、また、

学内の自然環境に学生が興味・関心を持ち、
感性を働かせることにより、豊かな造形表現
につながるような、科目間の連携方法につい
て考察する。

3 ．学内の自然環境の調査

　短大の敷地内には樹木が植えられ、あちら
こちらで四季の自然を感じることができる。

（図 1 ）
　図 1 に示すように①みずきの郷（図 2 ）の
他にも②バスのロータリー周辺（図 3 ）や校
舎西の③エコハウス跡地（図 4 ）などにも数々
の植物が植えられている。また短大の敷地内
を南北に流れる④小川の土手（図 5 ）にも樹
木が植えられ、数々の草花が自生し、小動物
や昆虫も多く生息している。また、⑤ A 号
館南（図 6 ）と⑥ H 号館南で、内藤がグリー
ンカーテンに取り組み、きゅうり・ゴーヤ・
朝顔の他、水谷のリクエストとして、モチー
フや造形材料にするための、飾りかぼちゃ・
千成り瓢箪の栽培に挑戦した。

（図 1 ）学内の上空から見た図

②

③

① ⑤

④

⑥

①みずきの郷の自然

＜樹　木＞
サルスベリ・イチョウ・ヤマカキ・メタセコ
イア・サルスベリ・ドングリ・クスノキ・ト
チ・ヤツデ・ナンテン・ケヤキ・ツバキ・ツ
ツジ・カイコウズ・モチ・マキ・ゲッケイジュ・
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アララギ・モッコク・キンモクセイ・サツキ・
モミジ
＜草　花＞
スイセン・アジサイ・ホトトギス・宿根性サ
ルビア・ススキ・ゆきのした・・カラー・ト
ビユリ
＜木の実＞
ナンテンの実・ユリの実・メタセコイアの実・
ギンナン・カキの実・ドングリ

（図 2 ）みずきの郷

②バスロータリー周辺の自然

＜樹　木＞
サザンカ・クスノキ・モチノキ・ドウダンツ
ツジ・ミカン・サクラ・マキ・イチョウノキ・
モミジバフウ・カシノキ・マツノキ・クロガ
ネモチ・テツモチ・カシノキ・アララギ・キ
ンモクセイ・ヒラドツツジ・
＜木の実＞
モミジバフウの実・サザンカの実・ドングリ・
マツぼっくり・サクランボ

（図 3 ）バスロータリー周辺

③エコハウス跡地の自然

＜樹　木＞
ナツメ・クルミ・カリン・マツ・マチク・ナ
ラ・クヌギ・ソメイヨシノ
＜木の実＞
ナツメの実・クルミの実・カリンの実・マツ
ぼっくり・どんぐり・（タケノコ）
＜草　花＞
シロツメグサ　など

（図 4 ）エコハウス跡地

④学内を流れる小川の土手周辺の自然

＜樹　木＞
ソメイヨシノ・シダレザクラ・ツツジ
＜草　花＞
水仙・たんぽぽ・ビオラ・パンジー
＜その他＞　　
大小様々な形の石

（図 5 ）学内を流れる小川の土手周辺

⑤グリーンカーテン（A 号館南）

きゅうり・ゴーヤ
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（図 6 ）Ａ号館南のグリーンカーテン

　その他、学内では次の生き物も確認できた。
＜小動物＞
　鳥類・はりよ・鯉・めだか・蝶・とんぼ・
セミ・蜂・みみず・蟻・ヌートリア　など

　“みずきの郷”は校門西に巨大なビオトー
プとして、開校当初から設置され、耐震工事
に伴い整備され“みずき森水”（図 7 ）も設
置されて学生だけでなく、地域の方も頻繁に
訪れ、湧き水を持ち帰られるなど憩いの場所
でもあり、小学生の地域を知るための校外学
習の取り組みとしても活用されている。
　短大ではオープンキャンパスで行われてい
るキャンパスツアーで“みずきの郷”を紹介
したり、 5 学科合同で行われる 1 年次の「教
養・キャリア基礎演習」の基礎教養ゼミでは

“みずきの郷”巡りを企画されたりしている
ことも多く、ここで昼食をとる学生もいる。

（図 7 ）みずき森水

　このように、学内には多くの樹木や草花が
あり、幼児教育において、身近に豊かな自然

を利用した感覚的な体験ができる環境がある
ことが分かった。

4 ．授業内容の摺り合わせ

　「図工」「造形表現」「保育教材研究」など
の造形関連の科目と「環境」「教職演習」そ
れぞれの科目のシラバスで設定された到達目
標の中から、“感性”と“表現”について示
しているものを抜粋すると「図工」では、②
思考・判断・表現＝他学生と互いの作品の個
性や良さに気付き、保育者に必要な豊かな感
性と表現力を養う。「造形表現」では、②思考・
判断・表現＝様々な素材の特徴や表現の仕方
などに気付き、感じたことや考えたことを自
分なりに表現したり、友達同士で表現する過
程を楽しんだりし、表現する喜びを味わい、
豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊
かにする。また自らの表現活動をもとに子ど
もの造形表現について思考することができ
る。④関心・意欲・態度＝日頃から生活の中
にある色々なものの美しさなどに対して関心
を持ち、イメージを豊かにし様々な表現を楽
しむことができる。としている。「環境」では、
①知識・理解＝自然や周囲の様々な環境に好
奇心や探求心をもって関わり、自らの感性を
磨く。「教職演習」では②思考・判断・表現
＝豊かな感性と表現力を養い、理想の保育者
像を常に描き、研鑽に努めることができる。

「保育教材研究」では“感性”と“表現”の
文言は使用していないが、「図工」や「造形
表現」で身につけてきた“感性”と“表現”
に加えて様々な素材を使った豊かな表現や素
材からひらめく力を養うことを目的としてい
る。
　シラバスを見ても、“感性”を豊かにする
ことや自分なりに“表現”したり“表現”を
楽しんだりすることについて多く扱われてい
る。
　前述のように幼稚園教育要領では、幼児期
の終わりまでに育って欲しい姿のひとつとし
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て、⑩「豊かな感性と表現」がありその中で
は“心を動かす出来事”や“様々な素材の特
徴”を知り感じることがあげられている。
　筆者は“心を動かす出来事”や“様々な素
材の特徴”を知り感じることの方法として、
モチーフとなるものを育てたり、じっくり観
察したり、時には味わったりと、五感を使っ
て感じることや感動するような出来事を体験
することが必要であり、感動体験が表現活動
の源であると考えることから、子どもたちと
造形活動を行う際にも、短大での授業を行う
際にも、実際に自然物などの本物のモチーフ
を出来る限り一人ひとりに用意するように心
がけている。
　筆者の担当する科目では、自然物を利用し
た授業として、様々な取り組みをしてきた。
また、作品を制作した後には制作レポートの
作成を行っており、制作に必要な材料や保育
者としての下準備、制作方法、制作時間、対
象とする幼児の年齢別配慮や自身の作品と制
作過程の振り返り、他学生の作品から学んだ
こと、自己評価を記入している。ここでは主
に2018年度の 2 年次生（29名）の 1 年次生か
らの取り組み内容を順に追いながら、制作レ
ポートに記された学生のコメントから学生の
感性や表現について考えたい。
　 1 年次の必修科目である「図工Ⅰ」では
2017年 4 月短大の敷地内“みずきの郷”など
の身近な場所にある春の植物について、春の
色に着目して、色々な色の草花を採取して持
ち寄り、それら実際の草花をよく観察して、
そのモチーフに含まれる春の色を感じなが
ら、クレヨンでの重色によって、春の色を 3
枚の小さなカードに表現しカードで構成して
春を表現した。（図 8 ）
　学生は「普段気に留めていなかった身近な
春の草花に目を向けると様々な色がある事に
気付き、春の色探しにわくわくしながらモ
チーフを探し、自然のもつ色の美しさを感じ、
その奥深い色合いを表現しようと色を重ね

た」皆熱心に取り組み、春を感じながら制作
できた。

（図 8 ）2017年 4 月『春色の色彩構成』

　次に、絵の具によるにじみの技法とスク
ラッチの技法を生かした絵画制作として『い
ちご』（図 9 ）を描いた。この取り組みにお
いても、実物のいちごを一人に一つずつ用意
し、五感で観察し、見た色合いだけでなく、
感じた香りや味、触った感触なども含めて表
現することに挑戦した。学生は甘酸っぱい味
を表現するために色々な色を重ね、にじみの
技法と、更にその上から割り箸でスクラッチ
する描画方法を楽しみながら思い思いに表現
していた。

（図 9 ）2017年 4 月『いちご』

　2017年 5 月はクレヨンを使った技法の一つ
として紫陽花の葉などを利用したフロッター
ジュ技法（図10）を行う。学生の多くがフロッ
タージュ技法での遊びの経験が無く、或いは
その経験の記憶がなく、様々な葉を採取して
その葉脈やシルエットを写し取ることを楽し
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んだ。

（図10）2017年 5 月紫陽花の葉で技法あそび

　2017年 7 月には夏野菜の絵（図11）として
きゅうり又はなすを描いたり、 8 月は『野菜
スタンプ』体験（図12）を行ったりした。モ
チーフとしてのきゅうりとナスは、筆者が家
庭で育てたものを持参し、実際に野菜の匂い
や味、トゲの感触を確かめて描いた。
　「スーパーで売っているような真っ直ぐな
きゅうりと違い、凸凹して曲がっている様子
を描いた作品は味がある作品になった。」と
学生たちの満足度が高かった。

（図11）2017年 7 月『きゅうりの絵』

　野菜スタンプは筆者と学生とが持参して使
用したが、野菜スタンプの経験が無い学生も
多く「普段捨ててしまう野菜の切れ端の断面
の形の面白さに気付き、ナスでも面白い模様
が出来たりして想像と違った」などの感想が
得られた。

（図12）2017年 8 月『野菜スタンプ』

　 1 年次後期の図工Ⅱでは2017年 9 月、筆者
が育てたり、購入したりした色々な種類のか
ぼちゃをモチーフにして『かぼちゃの絵』の
制作（図14）と『立体かぼちゃ』の制作（図
15）を行う。
　「今まで何とも思わなかったかぼちゃが面
白く見えてきた。」「よく見ると単色でなく
色々な色が混ざり合っていた。」「中身から描
くことで温かみの感じられるかぼちゃが描け
た」「みんな違ったかぼちゃが描けて、どれ
もあじがあって芸術的で良かった」などの記
述があり、色々な色や形のかぼちゃを準備し
たことで学生の心が動いた様子がうかがえ
る。

（図14）2017年 9 月『かぼちゃの絵』

　『立体かぼちゃ』は新聞紙を丸めてかぼちゃ
の土台を作り、おはな紙を使って色合いや模
様を表現した。カラフルな立体かぼちゃの制
作では「作りたいかぼちゃの形と模様の良い
とこ取りでオリジナルのかぼちゃを作る事が
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できて楽しかった。みんな違ってみんな良い
作品ができたと思う」と他の学生の表現にも
関心を持ち、目を向けて、他者との違いに気
付き、他者の表現を認め肯定しあうコメント
が多く見られた。

（図15）2017年 9 月『立体かぼちゃ』

　2017年10月には学生がそれぞれ採取した
『秋の野草』と秋の風をモチーフに『秋の野
草屏風絵』（図16）を制作。野草は主に“み
ずきの郷”など短大の敷地内で集めた。「最
初に秋の風を感じて、目には見えない風を描
いたのが新鮮で楽しかった」「ススキやエノ
コロ草などをじっくり観察したことが無かっ
たが、良く見て墨で描くのが楽しく、今まで
で一番満足のいく作品になった」など満足度
の高い取り組みになった。

（図16）2017年10月『秋の野草屏風絵』

　 2 年次の2018年 7 月にはスタンプあそびの
展開として再度、野菜や廃材などを利用した
スタンプを用いた制作として、花束や帽子、

Ｔシャツ、傘などを思い思いに描き、そこに
模様を付ける制作をした。（図18）二度目の『野
菜スタンプ』の取り組みだったため、どの様
な野菜がスタンプとしてふさわしいのか、ど
んな形ができるのか振り返り、学生同士で打
合せて多種類のスタンプを準備して行うこと
ができた。多くの学生が、実際に子ども達と
やってみたいと記していた。

（図18）2018年 7 月『スタンプあそびの応用』

　2018年 9 月には、ぶどうをモチーフに、タ
ンポで描く『ぶどうのスタンプ画』（図19）
を制作。ぶどうは本物のモチーフを全員分準
備出来なかったため、ぶどうの房はいくつか
準備し、不足分は様々な品種のぶどうの写真
を準備した。ぶどうの葉とぶどうのツルは筆
者が自宅から持参した。学生は「実際のぶど
うを見ると全ての実が同じ色ではないこと
や、ぶどうの粒の大きさもバラバラだという
事に気付いた。タンポであんなに簡単に色々
な色や大きさの粒が描けてびっくりしたし、
葉っぱをスタンプする事でより本物のように
仕上がり、とても満足でした」と述べ、実際
のモチーフを前にして学生たちの多くの気付
きになったことが分かる。
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（図19）2018年 9 月『ぶどうのスタンプ画』

　2018年10月には。りんごをモチーフにした
壁面構成『りんごの木』（図20）を制作。学
生が各自でりんごを購入して持参した。「り
んごを自分で用意したことや、観察する前に
ティッシュで磨いたことでモチーフに愛着が
湧き、りんごは赤だけでなく 7 色以上の色を
見つける事ができた。」「五感を使った観察と、
感じたことを描く方法で出来上がった作品に
も愛着を持つ事ができて、りんごの木の壁面
になった時には嬉しかった」などの記述があ
り、学生は自分のりんごに愛着を持ち、丁寧
に取り組めた。

（図20）2018年10月『壁面構成りんごの木』

　2018年10月には、さつまいもをモチーフに
した壁面構成『さつまいも畑』（図21）に取
り組んだ。ここでも学生がさつまいもを各自
で持参し、五感を使って観察したことを基に

して描いた。「さつまいもを良く観察すると
穴が空いていたり、皮がむけていたり、傷が
あったりして沢山の色があったので色々な色
で描いた。」「さつまいもは大きめの凸凹な形
の方が面白い作品になると分かった。一つの
壁面になると達成感が味わえた」などの記述
から、学生たちが五感を通して熱心にモチー
フを観察していることや、モチーフの選び方
について学びが深まってきたことが分かる。

（図21）2018年10月『さつまいも畑』

　2018年10月、自然素材を使った立体制作と
して、木の実や木の葉などを用いて作る『森
の妖精』（図22）を制作。秋の深まりを感じ、
自然素材の収集を行い、それぞれの形や色、
大きさ、質感などの違いを感じ、素材の組み
合わせを工夫して、オリジナルの妖精を考え
ながら作った。

（図22）2018年10月『森の妖精』

　また「造形表現」での個人制作の集大成と
して、2018年11月、技法遊びを取り入れた『壁
面構成』（図23）では今までに学修した内容
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を振り返り、子どもと作ることを前提とした、
2 つ以上の技法遊びを取り入れた作品作りを
行ったが、学生によっては自然物を取り入れ
た制作を行った。

（図23）2018年11月『壁面構成』

　また、 2 年次後期の選択科目である「保育
教材研究」の授業内では、2018年11月「環境」
や「造形表現」と重複しないもので、自然物
を利用した保育教材を学生の自由な発想で個
人制作を行い、どんぐりなどの木の実を使っ
たカレンダー（図24）や小物入れなどを制作
した。

（図24）2018年11月『木の実のカレンダー』

　そして、 3 年次では選択科目「造形表現と
こころ」の授業内容のなかで、学内で気に入っ
た石を見つけ、形の美しさや模様の面白さを
味わい、その形や模様をヒントに、ペイント
を楽しんだり（図25）五感で感じたことを表
現する試みとして、“みずきの郷”を訪れ、
実際に流れる水の音に耳を澄ませ、聞いて色

や形に表現したり、風を肌で感じたり、匂い
を感じたりする体験を通し、感じたことをス
ケッチブックにクレヨンを用いて、色や形で
自由に表現（図26）するなどして、 1 ,	 2 年
生での経験を生かし、更に五感を働かせ感じ
ながら磨かれた感性、心の表出、表現へと繋
げている。

（図25）『石に描く』

（図26）『みずきの郷』

　これらの取り組みはいずれも、実際に本物
の草花や野菜、果物、石や木の実を 1 人に 1
つ以上用意して、眺めるだけでなく、その色
や形、手触り、香りや味から、感じたり、実
際に“みずきの郷”を訪れて心を動かしたり、
五感を通して感じたことを様々な技法を学び
ながら、自分なりに表現した造形活動であり、
上手い下手を評価するのではなく、色々な造
形の技法を体験しながら、“心動いたこと”
を丁寧に綿密に、あるいは大胆にエネルギッ
シュに表現されることや、色々な技法での造
形表現を楽しむこと、また、保育者の視点で
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その造形活動を振り返り、対象年齢に合った
活動内容や支援の方法を考えることを評価し
ている。
　また、それぞれの表現方法を共有し、互い
の表現を認め合い、表現を通してコミュニ
ケーションをとったり、他者の表現から新し
い気付きや学びにつなげたりすることを重視
している。
　一方「環境」では、幼稚園教育要領の“周
囲の様々な環境に好奇心や探究心を持ってか
かわり、それらを生活に取り入れていこうと
する力を養う”「環境」の領域に沿った内容
を中心に授業内容を行っている。
　 2 年次前期の「教職演習」では、2018年 5
月に幼児の年齢、季節に適した自然遊びを調
べる。みずきの郷を中心に学内を探索し、自
然遊びの教材研究として、「春の自然遊び絵
本」（図27）を各自で作成する。

（図27）2018年 5 月「春の自然遊び絵本」

　 2 年次後期の「環境」では、2018年10月に
秋の初めの“みずきの郷”で五感を通して
フィールドビンゴ（図28）を楽しむ。

（図28）2018年10月フィールドビンゴ

　2018年11月にみずきの郷を再び訪れ、秋の
深まりを実感しながら、フィールドビンゴ（ 2
回目）を行い『自然物を使った遊びの実際①』
として、“みずきの郷”で木の実、草の実、
落ち葉等を探し、構成遊びや見立て遊び方を
楽しむ平面的な作品を作る。（図29）

（図29）2018年11月『構成遊び ･ 見立て遊び』

　次に自然物を使った遊びの実際②として、
木の実、草の実、落ち葉等に他の材料を加え
て遊びに使えるおもちゃなど（図30）を作り、
いろいろな遊びに発展させる。
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（図30）2018年11月『木の実のおもちゃ』

　授業内容を摺り合わせた結果、昨年度行っ
た自然物を用いた制作や学習は 1 年次から 3
年次まで、次のような時系列になることが分
かった。

＜学生の学ぶ自然物を用いた授業＞

①春の色探し	 1 年・図工Ⅰ（ 4 月）
②葉っぱのフロッタージュ
	 1 年・図工Ⅰ（ 5 月）
③いちごのにじみ絵	 1 年・図工Ⅰ（ 5 月）
④夏野菜の絵	 1 年・図工Ⅰ（ 7 月）
⑤野菜スタンプ	 1 年・図工Ⅰ（ 8 月）
⑥かぼちゃの絵	 1 年・図工Ⅱ（ 9 月）
⑦立体かぼちゃ	 1 年・図工Ⅱ（ 9 月）
⑧秋の野草屏風	 1 年・図工Ⅱ（10月）
⑨春の自然遊び絵本	 2 年教職演習（ 5 月）
⑩野菜スタンプの花束
	 2 年造形表現Ⅰ（ 7 月）
⑪ぶどうのスタンプ画
	 2 年造形表現Ⅱ（ 9 月）
⑫フィールドビンゴ①	 2 年環境（10月）
⑬自然素材での制作
	 2 年保育教材研究（10月）
⑭りんごの木	 2 年造形表現Ⅱ（10月）
⑮さつまいも畑	 2 年造形表現Ⅱ（10月）
⑯フィールドビンゴ②	 2 年環境（11月）
⑰自然物の構成遊び見立て遊び
	 2 年環境（11月）
⑱自然物を使ったおもちゃ	 2 年環境（11月）

⑲木の実で作る森の妖精
	 2 年造形表現Ⅱ（11月）
その後 3 年次の選択科目へと続く。

　このように、造形関連の科目と「教職演習」
「環境」の科目だけでも約20以上もの自然物
を利用した授業が行われていることが分かっ
たが、今まではそれぞれの科目が関連性を持
ちながらも、教員が関連性を具体的に示すこ
となく、個々の授業が進められてきた。
　今回の摺り合わせを基に、それぞれの授業
で自然に関わる部分や造形に関わる部分を授
業の導入において、振り返りの時間を設ける
ことで学びの往還を意識的に行い、学生の 5
領域に対する理解が深まることなどを期待し
た。
　筆者は、造形関連の科目でそれまでに行っ
ていた、木の実などを使用した授業内容につ
いて、『どんぐり駒』やどんぐりを用いた『や
じろべい』作り、木の実を使った『でんでん
太鼓』『マラカス』どんぐりを使った『コリ
ントゲーム』松ぼっくりを使った『ミニツ
リー』『木の実のリース』作り、『石を使った
見立て遊び』など、簡単に制作できるものや、
手軽に作って遊ぶことのできる、自然物を
使ったおもちゃ作りや遊びを授業内容から外
し「環境」や他の科目の授業での遊びや制作
と重複の無いよう見直した。

5 ．関連付けた授業の取り組み

　無藤は「循環の中で、子どもは、集中し没
頭して、主体的に表現活動を楽しむことがで
きる。そして、身のまわりの自然とのかかわ
りの豊かさが、主体性の原動力となる」2 ）

と述べている。
　子どものすることすべてが表現で、保育内
容を総合的にとらえるべきであり、子どもが
何かを感じ、考えていく。それを表現する場
とか、素材とかがある。たまたまできたもの
を見立て、広がる。直接に経験したことが刺
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激となって絵を描くなど繰り返し表現するこ
とが大切である。
　また、思いや過程を大事にして豊かな素材
や道具を用意し、子どもの思いつきをいろい
ろに試せる場が必要であり「感じる」「考える」
過程を経て表現は磨かれ、発展していく。と
している。
　このことから、筆者は、保育者になろうと
する学生たちにとっても同様に、自然などの
直接体験から何かを感じ、心を動かし、考え、
表現する事、見立てたり、その閃きから表現
を工夫したり広げたりする事、様々な素材や
道具、技法の経験と、繰り返し表現すること
が必要であると考えている。
　授業では作品を評価するが、作品そのもの
だけでなく、プロセスが大切であり、学生が
考えたこと、工夫したことなど、学生自身が
作品や制作過程を振り返ることや、振り返り
から次回への取り組みに繋げられるよう制作
レポートでの学修も行い、その内容を評価し
ている。
　また、智原江美らは保育者自身が「感性を
豊かに持つ」ことが保育者の資質として重要
であるとし、感性・子ども理解（発達）・領
域の総合性理解が求められている。そのため
には日ごろから芸術や自然環境に触れる機会
を持つことが豊かな感性を習得する3 ）と述
べているように、保育者となる学生が繰り返
し自然物を通した学習を行い、豊かな感性を
習得することで、領域の総合理解にも繋がる
ことを期待して、筆者の担当する科目内で“み
ずきの郷”などの学内の自然を利用した授業
と、制作に関連した授業をそれぞれ関連付け、
段階的、反芻的に行うことにより、学生の学
びが深まるように連携して取り組んだ。
　どんぐりなどの木の実の自然物収集方法
や、旬の野菜や季節の果物の紹介や栽培方法、
木の実や木の葉の種類や特徴、採取方法や下
処理の方法などについて、「環境」の授業内
で行ったり、造形関連の科目ではモチーフや

スタンプとして使用する野菜の一部を内藤が
学内でグリーンサークルの学生と一緒に行っ
た。これは、サークル活動によるグリーンカー
テン作りとして行ったものであり、きゅうり
やゴーヤの収穫もサークルに所属する幼児教
育学科の学生が体験することができた。（図
31.	32）
　ゴーヤは大量に収穫できたため、図画工作
での野菜スタンプなどにも活用できた。授業
でこの野菜を使用する際、学内でグリーン
サークルが栽培したものであることを伝え、
その在処について知らせ、実際に足を運ぶよ
うに促した。

（図31）2018年 7 月きゅうりの収穫

（図32）2018年 7 月学生と栽培したゴーヤ

　（ 1 ）春の自然遊び絵本「環境」

　 2 年次前期の「教職演習」では、春の自然
探しとして“みずきの郷”など学内を探索し
て、『春の自然遊び絵本』作りを行う。この
取り組みでは、2018年 5 月の幼児の年齢、季
節に適した自然遊びを調べて教材研究し絵本
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にする。（図33.	34）完成した絵本は学生同士
で見せ合い学びを深める。

（図33）サルビアとシロツメグサを使った遊び

（図34）たんぽぽを使った遊び

　この取り組みでは 1 年次に「図工」で『春
色のモチーフ探し』をしたことを振り返るこ
とによって、春に学内で見つけられる植物に
ついて視点を“春の色”から“春の遊び”に
変えて探索することで、関連性のある段階的
な学びへと繋げた。
　学生の学内探索の感想では、「 1 年の時は

“春の色”に着目することで、普段意識して
いなかった自然の色をたくさん見つけ、こん
な色をしてたんだと気付いたり、色の美しさ
にワクワクしながら草花を探して採取し楽し
かったが、今回は“春の草花遊び”に使える
草花は何があるかなと、昔遊んだあそびを思
い出しながら、前回とはまた違った視点で、
楽しく探索できた。」「白つめ草の花で久しぶ
りに冠を作り、懐かしかった。」などの記述
があり、春の環境を利用した二つの科目が、
直接的には関係していないながらも、 1 年次

の取り組み内容を少し思い出し振り返る時間
を設けたことで、目的は違うが、春の草花を
探すという点で連続性を持たせる事ができ
た。
　春の自然遊び絵本は、どの学生も時間をか
けて丁寧に遊び方を図式したり、色鉛筆でと
てもきれいに色付けしたり、五感を意識した
遊びを教材研究した。

　（ 2 ）秋の自然みつけビンゴ

　 2 年次後期の「環境」では、2018年10月に
秋の初めのみずきの郷で五感を通してネイ
チャーゲームのフィールドビンゴ①『秋の自
然みつけビンゴ）』図35）を楽しんだ。

（図35）2018年10月『フィールドビンゴ』

　このフィールドビンゴは、キンモクセイの
花の（匂い）赤色のサルビア花の（味）虫の
鳴き声（音）などの視覚だけでなく臭覚や味
覚など五感を通した直接体験をすることを
願って行った。
　この取り組みでは、フィールドビンゴのや
り方や秋の「みずきの郷」の楽しみ方を説明
し、今まで「図工」や「造形表現」の授業に
おいて、視覚以外に、嗅覚、聴覚、味覚、触
覚の五感を通してモチーフを感じる取り組み
を行ってきたことを振り返る言葉がけを行っ
てから探索に入った。
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　学生はすぐに教室に戻ると予想していた
が、春との違いに興味をもち、気付いたり、
教え合ったりしてコミニュケーションをとり
ながらフィールドビンゴを楽しんでいた。教
室に戻ってから、絵や言葉で細かい事柄まで
丁寧に記入する姿があり、春の自然絵本作り
での友達の表現の刺激が今回のビンゴカード
への表現に生きていた。
　学生からは、「フィールドビンゴの項目の
自然物を探すことで今まで気が付かなかっ
た、きんもくせいやサルビアなどの匂いや味
などを直接体験することができてよかった。」

「なにげなく通りすぎていたが、色々なもの
があり、ビックリした。」との感想が得られた。

　（ 3 ）自然物を使った見立て遊び・構成遊び

　前述で述べたように、循環の中で、子ども
は集中し没頭して、主体的に表現活動を楽し
む（無籐）ため、学生においても、循環の中
で、主体的な表現活動を楽しむことを期待し、
授業内容の摺り合わせから、自然物での制作
内容が重複しないようにするために、予め授
業内で行う制作について話し合い、最初に「環
境」の授業で平面的で簡単な表現である構成
遊び・見立て遊びを行い、次に遊びに着目し
たおもちゃ作りで簡単な立体制作を行い、最
後に「造形表現」で自由な発想力と、より豊
かにイメージを膨らませた、オブジェの制作
といった段階的な学修のできる様、内容と時
期を調整した。
　11月の中頃に再び“みずきの郷”を訪れ、
秋の深まりを実感しがらフィールドビンゴを
して、10月とは違う紅葉の美しさを感じなが
ら、木の実、草の実、落ち葉等、きれいな色
やおもしろい形のものを見つけて持ち帰り、
構成遊びや見立て遊びを楽しむ。
　昨年度の先輩の作品や参考書の事例作品を
数多く紹介したうえで、“みずきの郷”にで
かけ、秋の深まった色づいた落ち葉に着目し
たフィールドビンゴをしながら、作品のイ

メージを深めながら、落ち葉集めをした。
　教室に戻り、自分で集めたものに加え、筆
者が、より意欲的に構成あそびや見立て遊び
ができる事を願って用意した自然物の素材

（図36）にも刺激をうけながら『自然物を使っ
た遊びの実際①』として平面構成作品である

『構成遊び・見立て遊び』を行った。

（図36）2018年11月予め用意した素材

　内藤は、2 年次「造形表現Ⅰ」で 6 月に行っ
ている新聞紙を破った形から何かに見立てて
色画用紙に貼り、色を塗ったり加筆したりし
て作る『見立てあそび』（図37.38）を楽しむ
ための基礎として振り返り、自然物を使った
構成遊びに応用することにした。

（図37）2018年 6 月『見立てあそび』 1

（図38）2018年 6 月『見立てあそび』 2
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　できあがった作品は造形室通路の掲示板を
利用して掲示（図39）「造形表現」の作品と
同じように一つの作品として見合うことがで
きた。

（図39）作品を造形室外の掲示板に展示

　自分の作品の工夫したことや友だちの作品
の参考になったことをワークシートに記入す
ることで、よりイメージを広げて思いを形に
する喜びを感じながら活動に取り組めること
ができた。
　木の葉の踊会などとお話のあるテーマをつ
けた作品もあり、落ち葉や木の実などの色や
形の美しさに感動し、イメージを広げ個性豊
かな作品となった（図40）。
　実習で出会った子どもたちだったらどんな
見立て遊びを楽しむだろうかと子どもの視点
で想像しながら作った学生の姿もあった。

（図40）2018年11月『見立てあそび』

　（ 4 ）木の実を使ったおもちゃの制作「環境」

　『自然物を使った遊びの実際②』として、
木の実、草の実、落ち葉等に他の材料を加え
て作って遊ぶ活動に発展させる。

　ここでは、造形関連の授業で行ってきた木
工用接着剤や目打ち、錐など造形用具の基本
的な使用方法を振り返り、確認してから活動
に取り組んだため、スムーズに制作すること
ができた。
　作って遊べるものを作ろうというテーマで
実習等での保育計画、教材研究の一環として
取り組んだ。
　学生は自分の作って遊びたいものや素材の
形や特性に刺激を受けて、また、おもちゃと
しての動きのおもしろさに魅力を感じ、参考
書やネット検索等を参考にして楽しんで制作
に取り組んだ。
＜おもちゃ＞
　けんだま・やじろべい・マラカス・コリン
トゲーム・時計・デンデン太鼓（図41）

（図41）2018年11月『おもちゃ』

＜お店やさんの品物＞
　クリスマスツリー・木の葉の花束・壁掛け・
リース・アクセサリー（図42）

（図42）2018年11月『お店やさんの品物』

　学生の感想として「どんぐりやまつぼっく
りをボンドで接着するコツを造形関連の授業
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で経験していたので、着けにくいどんぐりも
スムーズにつけることができた。」「秋の自然
物を使って、遊びに発展できるものを考えて
作った。」「自然物の形や材料の特質と自分が
作ってみたいもののイメージを思い描きなが
ら、作った。」との記述があり、接着方法な
どにおいて「図工」などの授業で習ったこと
が生かされていることが分かる。
　また全員がそれぞれ自分の思いを形にしよ
うと試行錯誤していた姿があり、できあがる
と、遊び方や工夫したことを熱心に話してく
れる学生もいた。
　自然物を繰り返し使って活動することで自
然物の形や色を活かしたり、特性をいかした
りして意欲的に自分なりに工夫して活動に取
り組む姿がみられるようになってきた。

　（ 5 ）自然物（木の実）で作る森の妖精

　これまでに、「環境」の授業において、『自
然物を使った見立て遊び・構成遊び』『作っ
て遊べるおもちゃの制作』を行っているため、

「造形表現」の授業で行う『木の実で作る森
の妖精』（図43）は学生にとって、木の実や
木の葉などの自然物を利用した活動としては
連続性のある 3 回目の活動となった。

（図43）2018年11月『木の実で作る森の妖精』

　作品の多くは木っ端で作った様々な形の土
台の上に、松ぼっくりなどの木の実に木の葉
や空豆のサヤなどを利用して耳に見立て、目
玉にパンダ豆や黒豆、鼻に南天などの実を利

用したり、百合の実にドングリの帽子をかぶ
せ、目玉にパンダ豆、鼻に南天の実を利用し
たもの、百合の実を顔や体に見立てて使い、
手にシャリンバイの実を付けたもの、帽子を
かぶっているものなど、どの学生の作品もそ
れぞれに違った木の実を組み合わせ工夫し
た。
　また、木っ端や枝を組み合わせ、 3 階立て
の建物やブランコを作り、そこに動物を配置
するなど、土台や背景を工夫して作っていた。
　ここでは、「環境」の授業で繰り返し訪れ
た“みずきの郷”や学内にあるエコハウス跡
地、バスロータリー付近で学生が拾い集めた
小枝や木の葉（図44,45）の他、筆者の収集
した木の実や、自宅で栽培したパンダ豆や黒
豆、空豆のサヤ、朝顔の蔓や種、桜の枝を輪
切りに加工したものなどを利用して思い思い
に制作に取り組んだ。

（図44）小枝や落ち葉、朝顔のツルなど

（図45）学内で集めた木の実や百合の実
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6 ．関連付けた授業取り組みの成果

　（ 1 ）学内の自然環境の情報共有

　学内のフィールドにおいて、それぞれの担
当者が利用していた木の実についての情報を
共有することで、それぞれが認知していな
かった植物や木の実の存在について知った
り、環境調査をして一覧にしたりしたことで、
樹木や木の実、草花などの名前やその在処を
学生に分かりやすく示すことができるように
なり、それぞれの授業で活用することができ
た。
　また、各授業の中で学生と学内を歩いて採
取した自然素材と、担当者がそれぞれに採取
したり育てたりした素材を一部譲り合い、共
有することにより自然素材の種類や数が増
し、それを生かした表現の幅が広がった。
　ただし、自然物を利用した造形表現の集大
成となる最後の活動では、それまでに出して
いなかった豆類や木っ端、枝を輪切りにした
ものなどを提供し、グルーガン（ホットボン
ド）を貸し出して目新しい素材材や道具の獲
得による学生の意欲に繋げる工夫を行った。

　（ 2 ）授業内容の重複回避

　授業内容の摺り合わせにより、制作内容が
重複することがなくなり、重要な活動につい
ては繰り返し指導することで学生にとって段
階的な深い学びに繋げることができた。以前
は、学生から他の授業でも同じような事を
やったと言う不満の声を聞くことがあった
が、同じ自然物を利用した活動であっても、
造形表現の視点としては、平面での見立て遊
びや平面構成から順に遊びを目的とした立体
作品、最後にはテーマに沿ってイメージを膨
らませて自由に作る立体造形になっていくこ
とを伝えることによって、段階的な学習につ
なげることができた。
　学生のコメントからも、「視点を変えた学
内散策によって気付きが違い、新たな発見が
あり、美しさや面白さを感じながら、表現に

生かしていった」ことが分かった。

　（ 3 ）学生の継続的・反芻的な学び

　「造形表現」と「環境」などの科目の重な
り合っている部分や関連性を確認し、繋がり
を意識した授業を展開することで、それぞれ
が行った自然物を利用した制作が、関連性の
ある連続した取り組み内容になり継続的・反
芻的な学びに繋がった。
　身近な学内の“みずきの郷”等の自然物を
繰り返し活動に利用することで、自分なりに
思いをもち、それを実現しようとする気持ち
が高まったと考える。
　「環境」ではワークシートを「造形表現」
では制作レポートを活用して授業内容の振り
返りを行っているが、今回はそれぞれの振り
返り内容について、関連性のあるものについ
て教員間で共有し、取り組み前に振り返りの
時間を設けた。
　また「環境」で制作した作品は昨年度まで
掲示していなかったが、作品を持って発表し
たり掲示することによって他学生に自分の作
品や思いを理解してもらえる喜びと、他学生
の作品や思いを知ることができたり、他者の
表現を参考にしたりして、次にやってみたい
事が生まれ、制作（表現）意欲が高まってい
る事が分かる。
　「環境」の授業で行ったフィールドビンゴ
では、ビンゴカードに絵や言葉で記入するこ
とで、五感を通して感じることを直ぐに理解
してスムーズに取りかかることができ、学生
は「形や色、匂いや味などを絵や言葉で表現
することで友達にも自分の思いを伝えること
ができた。」とコメントしている。
　また、学生のレポートに「五感で感じるこ
とができた」というコメントが多くみられる
事から「図工」や「造形表現」で繰り返し“五
感”を使った観察方法を行ってきたことや五
感で感じたことを様々に表現してきた事を学
生自身が理解し自覚していることが分かる。
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　また、フィールドビンゴと自然物を使った
造形活動によって、学生が繰り返し“みずき
の郷”などに出かけたりして、視点を変えた
自然環境のとらえ方を行う事により、身近な
自然を生かした、直接的で具体的な体験の中
で自然遊びの経験や自然物の色や形、感触等
に触れ、感じる体験を通し豊かな感性を育て
る一助になった。
　学生にとっても、科目間で関連性を持たせ、
自然物を繰り返し使った制作を行うことに
よって、環境に対する理解、自然物に対する
知識と造形素材として使用するための技能そ
れぞれが段階的な学びにつながったものと考
える。
　具体的には、木の実を利用した一連の制作
で学生は、繰り返しの経験の中で失敗体験を
生かした素材選び、その素材に合った道具の
使い方や接着材の組み合わせ方などを身につ
け、豊かな表現へとつなげていった。
　後のアンケートでは、自然をモチーフや材
料にした全ての取り組みの中で、一番心が動
き、楽しく取り組めた活動の一つとして、29
名中17名の学生が『木の実で作る森の妖精』
の制作と答え、「身近な素材（どんぐりや松
ぼっくりなど）に触れているうちにどんどん
イメージが膨らみ、素敵な作品を作る事がで
きて嬉しかった」「自然素材を集めている時
間も夢中になれて、その事が作品にも影響し
たと思う」「色々な木の実があることを知る
ことができたし、実際に取りに行く事で知ら
ない木の実などを見つけ、これは何だろうと
興味を持って調べることができた」「色々な
接着剤を知り、接着する物に合ったボンドや
ホットボンドなどの使い分けなどを学べた」

「他の学生の作った作品もバラエティーに富
んでいて、それぞれ違った妖精で、見ていて
もとても楽しかった」などのコメントがあっ
た。
　子どもの造形表現において保育者は、発達
段階を考慮しながら、継続的に繰り返し制作

活動を行うことが望ましく、それが幼児の自
己表現力や自己肯定感につながり、保育者に
とっては更なる幼児の表現の理解と造形指導
力の向上になると考えている。学生も継続的・
反芻的な取り組みの中で多くのことを学んで
いる事が分かった。
　また、一連の取り組みを通して、それぞれ
に発見したり感じたりしたことなどを自分ら
しく表現する力や表現に対する意欲が見ら
れ、互いの作品の違いを認め褒め合う姿、互
いに気付きを共有したり、楽しく一緒に制作
する姿があり、「幼稚園教育において育みた
い資質・能力」及び「幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿」の中の⑥思考力の芽生え、
⑦自然との関わり・生命尊重、特に⑩豊かな
感性と表現「心動かす出来事などに触れ感性
を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の
仕方などに気付き、感じたことや考えたこと
を自分で表現したり、友達同士で表現する過
程を楽しんだりし、表現する喜びを味わい、
意欲をもつようになる。」ことについて、学
生の取り組みの様子やレポート、完成作品や、
作品鑑賞の様子などから、学生たちにもその
育みたい資質・能力、育って欲しい姿が備わっ
てきたと感じることができる。

おわりに

　長谷によると、「自然遊び経験の豊かさが
主体的に生きる力の基礎を育み伸ばすことに
繋がる」4 ）と述べられており、遊びの中で
生きる力の基礎を総合的に身につけていく幼
児期にかかわる保育者を養成する保育内容

「表現」と「環境」に共通する「自然遊び経験」
や「自然やものの色や形、感触、イメージ等
に親しむ体験」「感性を豊かに持つ」などの
つながりを常に意識して授業のねらい、内容
を検討していくことの大切さを改めて強く感
じた。
　そして養成校教員自らも絶えず自身の感性
を磨く努力が重要であることから、今後、本
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学の“みずきの郷”を中心とした身近な自然
に、より一層親しみ、筆者自身が感性を磨き、
学生に気付いて欲しい、また、伝えたいと願
いをもった授業を計画し、その願いや違いを
理解したうえで繰り返し活動をする楽しさを
経験できるような授業となるように努力して
いきたい。
　また、幼児教育学科の専門科目では、「図工」
や「造形表現」以外の科目でも、実習で使え
る簡単工作が行われたり、コミュニケーショ
ンを取るための教材としてパクパク人形を制
作されたり、乳児のためのおもちゃ制作が行
われたり、自然物を採取しておもちゃなどを
作ったり、保育技術を身につけたり、実習で
活用するために簡単シアターなどの保育教材
を作ったり、水遊びで使えるおもちゃ作りを
するなど、様々な制作が行われているため、
今後も授業内容が重複しないよう、他の授業
でも、重なり合っている部分を確認し合い、
それぞれで育てたいことや繰り返し活動する
ことの意味を認識しながら教員間での調整を
しながらシラバスを考え取り組んでいきた
い。
　そして、来年度の試みとして、園児にとっ
て身近な食物をモチーフに使用することも多
いため、学内での畑作りに挑戦していきたい。
可能であれば、園内の菜園で育てられたりす
ることの多い、さつまいもやいちごなどの栽
培を通した自然体験や環境教育を行い、感性
的体験を深めることで更なる表現につなげて
いきたいと考えている。
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緒　言

　歯科衛生士は、歯科保健行動の専門家とし
て臨床現場で患者に口腔衛生に関する正しい
知識を提供し、健康的なライフスタイルを習
慣化させるために効果的な歯科保健行動をと
るよう支援する立場にある1 ）。
　歯科衛生士教育では、入学時に学生自身が
口腔清掃習慣を自覚することを促している。
自らの口腔の健康に目を向け健康管理を高め
ることは、「歯科衛生士」に対する職業意識
を向上させる上で必要なことである2 ）。
　このような歯科衛生士を育成するために
は、入学時より、学生が自ら口腔衛生に関す
る正しい知識を持ち、口腔の健康づくりをす
る上で望ましい歯科保健行動がとれるように
教育しなければならない。そのため、学生自
身の口腔衛生の知識と歯科保健行動に対する
理解度の現状を知る必要がある。
		しかし、学生を対象とした調査で、歯科保
健行動に関するものはみられるが，入学時の
口腔衛生に関する知識と歯科保健行動がその
後の教育によりどのように変化するのか調査
した報告は少ない。
　そこで、入学時の口腔衛生に関する知識お
よび歯科保健行動の実態について質問紙調査

を行った。さらに、 1 年生の前期授業終了時
にも同様の質問紙調査を実施し、入学直後か
ら受講した授業（「歯科保健指導」「歯科予防
処置」「口腔衛生学」「歯科衛生士概論」など）
により、短期間の教育で学生の知識と歯科保
健行動がどのように変化したかについても評
価・検討した。

調査対象および方法

1 ．対象

　2018年に本学に入学した学生61名（平均年
齢18歳 5 か月）である。

2 ．調査方法

　対象者に本調査の目的を説明し、自己記入
式の無記名調査を行った。質問紙および質問
項目の内容は，鈴木らの方法1 ）に準じて作
成した。質問紙を表 1 に示す。質問項目 1
～ 10は口腔衛生にかかわる歯科保健行動、
質問項目11 ～ 22は口腔衛生の知識に関する
設問である。この質問紙による調査を，入学
時の 4 月（以下，指導前と略）と前期終了時
の 7 月（以下，指導後と略）の授業時に実施
した。
　指導前の調査結果については単純集計を

歯科衛生学科の 1 年次生の口腔衛生に関する 
知識と歯科保健行動に関する意識調査研究
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表 1 　質問用紙

中
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行った。
　指導前と指導後の比較には、対応のある t
検定、McNemar 検定、および Wilcoxon の
符号付順位検定を適用した。これらのすべて
の統計解析には、IBM	SPSS	Statistics	version	
22（日本 IBM 社製）を使用した。統計学的
有意水準は P	<0.05とした。

3 ．倫理的配慮

　初回の授業開始時に、研究概要を説明し同
意書の記入を実施した。そして、授業後の調
査を行った。回収方法は、記入式の無記名調
査とした。なお、この研究は、大垣女子短期
大学研究倫理基準及び大垣女子短期大学研究
倫理委員会（申請番号30- 1 ）で承認されて
いる。

結　果

1 ．入学時の歯科保健行動の現状（表 2 ）

　歯科保健行動の項目は、歯磨きの回数は、
1 日 2 回80.3％、 3 回以上18.0％、 1 回1.6％
であった。歯ブラシ以外の清掃用具の使用は、
36.1％が使用しており、内訳は歯間ブラシ
27.9％、デンタルフロス14.8％、タフトブラ
シ1.6％、その他1.6％であった。ジュース等
の 摂 取 習 慣 に つ い て は、 週 に 2 ． 3 回
47.5％、あまり飲まない37.7％、毎日14.8％
であった。「虫歯にならいように考えて飲食
していますか」には、9.8％が「はい」と回
答した。
　「甘いお菓子，飲み物は好きですか」とい
う質問は、93.4％が「はい」と回答した。また、

「好きなお菓子はどれですか」については、「は
い」と回答した者の多い順に，アイスクリー
ム73.8 ％、 チ ョ コ レ ー ト62.3 ％、 ケ ー キ
54.1％、クッキー 49.2％、あめ24.6％、和菓
子21.3％、ガム19.7％、キャラメル14.8％、そ
の他9.8％であった。（複数回答）
　フッ化物については、85.2％がフッ素入り
の歯磨剤を使用していた。 1 回でもフッ化物

を塗布した経験がある者は、85.2％であった。
　「どんなときに歯科医院へ行きますか」に
ついては、むし歯治療57.4％、クリーニング
24.6％、矯正治療23.0％、定期検査21.3％、そ
の他3.3％、予防治療0.0％、歯周治療0.0％で
あった。

2 ． 入学時のう蝕の知識に関する正答率（表

3 ）

　正答率の高かった質問は、口の中に常に細
菌がいる（95.1％）、フッ化物塗布を 1 度し
たら虫歯にならない（85.2％）、虫歯予防法
で 1 番効果的なもの（83.6％）であった。フッ
化物塗布効果が、100％に近いと思うは、
67.2％であった。また、歯の質に関する質問
の正答率は、「生えたての歯は歯の質も強く
虫歯になりにくい」（正答（「いいえ」）が
54.1％、「歯の質が弱いと虫歯になりやすい」
は、49.2% であった。「最もむし歯になりや
すい食べ物」の正答率は（正答：「キャラメル」）
62.3％であった。どのようになると歯がしみ
るか（正答：「C 2 」）の正答率は39.3％であっ
た。

3 ．授業終了時の歯科保健行動の変化（表 4 ）

　指導後、歯磨きの回数は有意に増加したが
（P ＜0.001）、歯ブラシ以外の清掃用具の使
用については、デンタルフロスが有意に増え
たが（P ＜0.001）、歯間ブラシは、有意に減
少した（P=0.013）。
　好きなお菓子では、あめ（P=0.039）、ケー
キ（P ＜0.001）と答えた者が有意に減少した。
　ジュース、炭酸飲料、スポーツドリンクを
飲む回数については、有意差が認められな
かった。う蝕にならない飲食物を選択するに
ついては、指導後（P ＜0.001）有意に増加
した。フッ化物については、歯磨剤のフッ素
入りのものを選ぶ者（P ＜0.001）が有意に
増加した。どんな時に歯科医院に行くかは、
指導前後で有意な差が認められなかった。
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表 2 　入学時のう蝕にかかわる歯科保健動
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表 3 　入学時のう蝕の知識に関する正答率
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表 4 　う蝕にかかわる歯科保健行動
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表 5 　う蝕の知識に関する正答率
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4 ． 授業終了時のう蝕の知識に関する正答率

の変化（表 5 ）

　授業終了に統計学的に有意に正答率が上昇
した項目は、歯の質が弱い（P<0.001）、フッ
化物塗布を 1 度したら虫歯にならない（P ＝
0.012）、フッ化物塗布の予防効果（P ＝0.006）
であった。

考　察

1 ．入学時の学生の歯科保健行動について

　本研究と厚生労働省の平成28年歯科疾患実
態調査を比較すると、厚生労働省による女性

（15 ～ 19歳）の調査では、 1 日の歯磨き回数

が 2 回以上の割合は77％、歯ブラシ以外の清
掃用具については、デンタルフロス・歯間ブ
ラシの使用が16.4％であった3 ）。
　それに対して、入学時の本学の学生は、歯
磨きの回数が 2 回以上が90％以上、歯ブラシ
以外の清掃用具の使用する割合は37.1％で、
デンタルフロスは14.8％、歯間ブラシは
27.9％であった。このことから本学の歯科衛
生学専攻学生は、同年代の一般女性よりも口
腔清掃に関する意識が高いと考えられる。
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2 ．前期授業後の口腔衛生に対する知識と歯

科保健行動の変化

　青年期の歯科保健指導のなかで、「望まし
い歯科保健行動」は、 1 . 生活習慣を見直し、
口腔清掃を習慣づける、2 . 食生活、甘味食品、
甘味飲料についての正しい知識を身につけ
る、 3 . かかりつけ歯科医を受診し、歯科疾
患の早期発見・早期治療に努め、フッ化物歯
面塗布を受ける、 4 . 健康的な食生活習慣を
身に付け、生活習慣病を予防する、5 . スポー
ツと咬合に関する知識を身につける、 6 . 喫
煙と全身の健康、歯周病との関係についての
知識を身につける」ことであるとされてい
る4 ）。
　上記を踏まえ、入学時の学生に対しての歯
科的知識と歯科保健行動の質問紙調査の結果
を比較し、う蝕予防に必要な原因（細菌）、
食事（糖質）、および宿主（歯）の 3 つの因
子を基に、前期の授業の学生の口腔衛生に対
す知識と歯科保健行動に対する教育効果につ
いて考察する。

1 ）原因（細菌）因子について

　歯磨きの回数が増えた要因について、学生
は入学時より「口腔内に細菌がいる」、「食後
の歯磨きが虫歯予防に効果的である」という
知識を高い割合で持っていたが、「歯科保健
指導」でのブラッシングの目的や方法等の実
践的な学びにより、より一層歯磨き行動に対
する意識が強化されたためと推測される。
　歯ブラシ以外の清掃用具の使用については
指導後にデンタルフロスの使用率が高くなっ
た。口腔内清掃において歯ブラシだけでは、
全てのプラークを除去することは困難であ
る。特に歯ブラシの毛先が届きにくい歯間部
の清掃は、う蝕や歯周病の予防に重要である。
　「歯科保健指導」の授業内において、デン
タルフロスを実際に実習する機会が多く、な
おかつ実技試験も実施していることが、デン
タルフロスの使用率が高くなった結果に影響

していると考える。

2 ）食事（糖質）因子について

　「う蝕にならないように飲食物を選択して
いる」と回答したにもかかわらず、う蝕の原
因であるジュースや炭酸飲料などの摂取の習
慣の変化が無いこと、甘味食品を好きな者の
割合が高いこと、間食の回数に変化が無い事
などから、 1 度身についた食品の嗜好と習慣
を変えることは困難であると思われる。う蝕
は生活習慣病であり、発症に飲食物の選択と
摂取の仕方が大きく関与することについて、
学生が良く理解し行動変容できるよう教育す
る必要があると考える。

3 ）宿主（歯）因子について

　近年、市場に出回っている歯磨剤の90％以
上にフッ素が含有されている。フッ素入りの
歯磨剤を使用している学生が多かった理由
は、フッ素のう蝕予防効果を念頭に置いて使
用しているのではなく，無意識に購入し使用
していたためと推測される。また、「歯科保
健指導」や「歯科予防処置」で、歯磨剤やフッ
化物塗布の予防効果に対する知識4 - 6 ）や、歯
磨剤の成分を学ぶことにより、フッ化物のう
蝕予防効果を意識づけられたと考えられる。
　青年期は、学童期のように永久歯の交換が
行われることもなく、口腔に対する関心が希
薄化する時期である。自分の口腔に関心を持
ち自らの意思決定によって歯科保健行動をと
れる自律的な生活習慣の形成が大切になる。
歯科受診行動については、健康日本21（第 2
次2013年）「歯と口腔の健康」によると、歯
科検診の受診率の目標値は30％以上であ
る7 ）。定期検診を受診して、早めに歯科治療
を受ける習慣を維持することが歯の喪失を抑
制するとしている7 ）。しかし、今回の調査で
は、約 5 割が虫歯治療のための受診であり、
予防やメインテナンスで受診する学生が 3 割
に満たなかったことから、定期的な受診行動
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に結びついていないことが推測された。歯科
疾患は自覚症状がないままに進行することが
多いことから、定期的な歯科検診を受けるよ
うに教育する必要がある。
　「どの状態になると歯がしみるようになる
と思いますか」の問いは、う蝕についての基
本的な知識を問うものであるが、指導前後で
正答率に変化がみられなかった。これは、評
価した時期が入学時から 3 ヶ月しかたって
おらず、う蝕の病態に関する知識や理解が十
分でなかったためだと考えられる。
　以上により、入学時（専門教育を受けてい
ないため知識がない）の学生に対し，短期間
にもかかわらず指導効果がみられた項目が存
在した。しかし，定期健診の受診率など変化
がみられなかった項目も存在した。この時期
は学生が「歯科衛生士」に対する職業意識を
持つ初期の段階である。この時期から始まる
歯科保健行動の変化は，歯科衛生教育の内容
如何に影響を受けると思われる。今後歯科衛
生士に対する職業意識をより高めるような教
育の必要性が示唆された。

結　論

　入学後の「歯科保健指導」「歯科予防処置」
「口腔衛生学」「歯科衛生士概論」などの歯科
医学に関する授業によって，歯科衛生士を目
指す学生のう蝕に対する知識と歯科保健行動
に対する意識が入学時と比較し，どのように
変化するか質問紙調査により検討した結果、
以下の結論を得た。
1 ．歯磨きの回数と補助的清掃用具のデンタ
ルフロスの使用する者の割合が増加した。
2 ．歯の質と虫歯の関係、フッ化物に対する
う蝕の予防効果に関する知識と、フッ化物入
歯磨剤の使用の割合が高くなった。
3 ．甘い物への嗜好については、指導後も変
化がなかった。
4 ．学生の定期的な歯科医院への受診行動を
さらに向上させる教育が必要である。
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緒　言

　歯科衛生士有資格者が生涯就労を継続する
ためには，ワークライフバランスを保つこと
が重要である。
　H29年度厚生労働省の女性の年齢階級別労
働力率1 ）では、20 ～ 24歳が72.1％、25 ～ 29
歳82.1 ％、30 ～ 34歳 が75.2 ％、35 ～ 39歳
73.4％、40～44歳75.7％と、緩やかなM字カー
ブを示している。一方、歯科衛生士の人材確
保、復職支援等に関する検討会報告書（以下、
検討会報告書）2 ）では、30 ～ 34歳の歯科衛
生士の就業率は49.7％であり、他職種と比較
して、約20％以上就業率に差が認められる。
現在、歯科衛生士養成所の入学定員と入学者
数は増加傾向にあるが、その反面、離職率の
高さが問題となっている。
　したがって、特に離職者が増加する年齢層
の離職原因や復職条件等を把握することが、
ワークライフバランス実現に一石を投じる意
義があると考える。
　そこで、30歳代前半の歯科衛生士の就業状
況の実態把握を目的とし、某短期大学歯科衛
生科の卒業生を対象とした調査を実施した。

対象および方法

　平成30年 3 月 1 日～平成30年 4 月16日にか
けて、Ａ短期大学歯科衛生科 3 年制を開始し
た、平成17年度～ 20年度卒業生を対象（内、

平成30年 4 月 1 日現在推定年齢30 ～ 34歳で、
郵便が確実に届く可能性の高い230人）に、
郵便による質問紙調査を実施した。
　研究概要を説明した文書、同意書、質問紙
調査票（図 1 ）を同封し、質問紙調査票、同
意書を対象者に郵便で送付した。同意書の回
収方法は、本人が特定できないように、記名
なしの同意書とし、質問紙調査票と同意書が
返送されたことから研究に同意されたとみな
した。回収期間は約 1 ヶ月半で、その回収
された結果より、就業者、未就業者の実態を
追求・分析した。
　集計及び分析は単純集計及びクロス集計を
行った。クロス集計では、Ｘ2検定により有
意差を検討した。統計学的有意水準を P ＜
0.05とした。
　なお、本研究は大垣女子短期大学倫理審査
委員会（申請番号29－ 6 ）による審査・承認
を得て調査を実施した。

結　果

　質問紙の回収数（回収率）は105名（45.7％）
であった。
1 ．現在の就業状況（歯科衛生士）

　常勤で就業している者が37名（35％）、非
常勤で就業している者が31名（30％）就業し
ていない者が37名（35％）であった（図 2 ）。

歯科衛生科卒業生の就業者及び未就業者の実態調査（第 1 報）

Investigation	on	actual	condition	of	employed	and	unemployed	
graduates	of	dental	hygiene	department（The	1st	report）

飯　岡　美　幸　　久　本　たき子
　　　　　　　　 Miyuki	IIOKA　　Takiko	HISAMOTO

今　井　藍　子　　石　川　隆　義
　　　　　　　　　	Aiko	IMAI	　　Takayoshi	ISHIKAWA
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図 2 　就業状況（歯科衛生士）

　常勤、非常勤回答者の就業地内訳は、岐阜
県32名（47％）、愛知県15名（22％）、滋賀県
8 名（12％）、静岡県 1 名（ 1 ％）、その他12
名（18％）であった（図 3 ）。

図 3 　　就業地の内訳

　常勤、非常勤回答者の現住所については、
岐阜県30名（44％）、愛知県15名（22％）、滋
賀県 8 名（12％）、静岡県 1 名（ 2 ％）、その
他13名（18％）無回答 1 名（ 1 ％）であった。
就業地と現住所が一致しない者は 2 名であっ
た（図 4 ）。

図 4 　回答者の現住所

2 ．就業状況（歯科衛生士以外）

1 ）常勤が 1 名（ 3 ％）、非常勤が 5 名（13%）、
していない者が31名（84%）であった（図 5 ）。

図 5 　就業状況（歯科衛生士以外）

　なお、衛生士以外の仕事の内容については、
①事務系 2 名、②医療系 0 名、③福祉系 0 名、
④その他 4 名であった。

2 ）「歯科衛生士」として、復職希望の有無

　復職希望者は18名（49％）、条件が合えば
復職したい者は16名（43％）、復職希望しな
い者は 3 名（ 8 ％）であった（図 6 ）。

図 6 　復職希望の有無

　復職希望者の条件については、①就業場所
12名、②勤務時間17名、③院長の人柄11名、
④スタッフの人間関係12名、⑤診療内容 4 名、
⑥給料14名、⑦福利厚生 7 名、その他 0 名で
あった（複数回答）（図 7 ）。



	 歯科衛生科卒業生の就業者及び未就業者の実態調査（第1報） 63

図 7 　復職の条件

　条件が合えば復職したい者の条件について
は、①就業場所14名、②勤務時間15名、③院
長の人柄 9 名、④スタッフの人間関係12名、
⑤診療内容 6 名、⑥給料 9 名、⑦福利厚生 0
名、その他 2 名であった（複数回答）（図 8 ）。

図 8 　条件があえば復職したい条件

　復職希望しない者の理由については、①育
児で多忙 3 名、②技術低下 1 名、③歯科衛生
士の仕事が合わない 0 名、④休暇がとりにく
い 1 名であった（複数回答）（図 9 ）。

図 9 　復職を希望しない理由

3 . 歯科衛生士就業歴について

①11 ～ 12年22名（21％）、② 9 ～ 10年48名
（46％）、③ 7 ～ 8 年17名（16％）、④ 5 ～
6 年10名（ 9 ％）、⑤ 4 年以下 7 名（ 7 ％）、
⑥ 0 年 1 名で（ 1 ％）であった（図10）。

図10　歯科衛生士就業歴

4 .「歯科衛生士」として勤務した就業件数

① 1 件45名（43％）、② 2 件32名（30％）、③
3 件17名（16％）、④ 4 件以上10名（10％）
であった。⑤ 0 年 1 名（ 1 ％）であった（図
11）。

図11　歯科衛生士勤務件数
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　就業件数 2 件以上の回答者の離職理由は①
通勤時間 9 名（ 6 ％）、②勤務時間13名（ 9 ％）、
③院長の人柄26名（18％）、④スタッフの人
間関係25名（17％）、⑤診療内容その他14名

（10％）、⑥給料11名（ 8 ％）、⑦福利厚生 6
名（ 4 ％）、⑧休暇がとりにくい14名（10％）、
その他26名（18％）であった（複数回答）。
　その他の理由は、結婚による転居 6 名、結
婚 4 名、出産 3 名、結婚・出産 3 名、産休が
取れない 1 名、産後パートになる 1 名、歯科
衛生士以外の業務が増えた等結婚・出産・育
児以外の理由 8 名であった（図12）。

図12　離職理由

5 . 日本（県）歯科衛生士会会員率

①会員である11名（10％）、②いいえ93名
（89％）、③手続き中 0 名（ 0 ％）、④無回答
1 名（ 1 ％）であった（図13）。

図13　日本歯科衛生士会会員率

6 .「歯科衛生士」以外の資格の所持

①はい19名（18％）、②いいえ86名（82％）、
所持資格は、介護支援専門員 4 名、介護福祉
士 3 名、看護師 0 名、その他12名であった（図
14）。

図14　歯科衛生士以外の資格取得

7 . 子どもの有無

① 0 人36名（34％）、② 1 人30名（29％）、③
2 人29名（28％）、④ 3 人以上10名（ 9 ％）
であった（図15）。

図15　子どもの有無

8 . 産休、育児休暇制度の利用の有無

①利用した21名（30％）、②利用しなかった
39名（57％）、③制度を知らなかった 2 名

（ 3 ％）、④その他 7 名（10％）であった（図
16）。

図16　産休・育休利用の有無
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9 . 配偶者の有無

①いる76名（72％）、②いない28名（27％）、
③無回答 1 名（ 1 ％）であった（図17）。

図17　配偶者の有無

「子どもの有無」により「就業状況」に統計
学的に有意な違いを認めた（P ＜0.001、Ｘ2

検定）（表 1 ）。同様に、「子どもの有無」に
より「就業形態（常勤、非常勤）」に統計学
的に有意な違いを認めた（P ＜0.001、Ｘ2検定）

（表 2 ）。
表 1 　子どもの有無と就業状況

表 2 　子どもの有無と就業形態

考察

　平成21年度以降、歯科衛生士養成所の入学
定員と入学者数は増加傾向にあり、平成30年
4 月時点における全国歯科衛生士教育協議会
に加盟する養成所は168校に上る。

H28年度、歯科衛生士名簿登録者270,648名で
あり、年々歯科衛生士の数は増加している。
し か し、H28年 の 就 業 歯 科 衛 生 士 数 は、
123,831名であり、登録者数の半分にも満た
ない状況である。
　検討会報告書では、30 ～ 34歳で歯科衛生
士の就業率は、49.7％である2 ）。一方、本稿
調査では、調査対象者の65％が歯科衛生士と
して就業（常勤・非常勤）しており、歯科衛
生士以外の仕事をしている者が16％で併せて
81％であった。歯科衛生士の就業率3 ）と比
較すると、約15％も高い結果となった。H28
年度厚生労働省の労働力調査の30 ～ 34歳の
就業率は、73.2％であり1 ）、本調査のほうが
7.8% 高い数値となった。
　調査対象者のうち37名（35％）が歯科衛生
士として勤務していなかった。そのうち復職
希望者は、条件が合えば復職したい者を含め
34名（92％）である。歯科衛生士としてでは
なく他職種での就業者 5 名のうち、歯科衛生
士として復職希望者が 4 名含まれている。復
職を希望しない回答者 3 名の復職を希望しな
い理由は、3 名とも「育児で多忙」であった。

（複数回答）。また復職を希望する34名中32名
が現在育児中である。歯科衛生士の勤務実態
調査報告書においても、非就業者のうち、30
～ 34歳の70.2％が「出産、育児」を理由とし
ている。その結果として30歳代前半が「出産、
育児」で 7 割が一度退職している3 ）。そして、
池田らも、「未就業の理由」で、「出産・育児」
と回答した者（47.7％）が多く、その中で約
半数の者が就業しない理由として挙げた。就
業者は20代で最も多く、30代から40代にかけ
て減少する傾向がみられた。この原因は出産・
育児であることが示唆されたと報告されてい
る4 ）。
　歯科衛生士は女性が圧倒的に多く、今回の
対象者は M 字カーブの低い年齢層にあたり、
女性特有の出産・育児を経験し就業に関し悩
む世代と考える。
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　「子どもの有無」と「歯科衛生士としての
就業状況」及び「歯科衛生士としての就業形
態」のクロス集計結果から、子どもの有無が
就業状況や就業形態に影響を及ぼしているこ
とが示唆された。したがって労働条件が就業
希望者の条件と合致すれば、歯科衛生士とし
て勤務する者が増加すると考える。また、産
休・育休制度を利用していない者と制度の存
在を知らなかった者が合わせて60％となっ
た。産休・育休制度の周知と利用しやすい環
境を整備することによって、就業率の向上が
期待できると考える。
　復職の条件の中で「勤務時間」が高値であっ
たのは、対象者に育児中の者が多いため、正
規の労働時間ではなく、短時間労働を希望し
ていると考える。検討会報告書では、「勤務
形態」で、労働時間への希望について、午前
のみが50％、午後 5 時頃までが25.6％となっ
ている2 ）。このことから、労働時間は、子育
てや家事の妨げにならない程度を希望してい
ることが窺える。
　多くの育児世代は、家庭と就業の両立を望
むため、非常勤にならざるを得ない。あるい
は就業しない選択となる。本稿においても復
職の条件として34名中32名（複数回答）が勤
務時間を選んでいる。このことから、雇用主
が歯科衛生士を雇用する場合、子育てがひと
段落するまで短時間正社員として雇用するな
ど、柔軟性のある働き方ができれば、歯科衛
生士の就業数が増加すると考える。
　歯科衛生士の90.6％が歯科診療所に勤務し
ている。歯科診療所の規模は一般的に小規模
で、 1 歯科診療所当たりの従事歯科衛生士数
は単純平均で1.47人となっている。そして歯
科衛生士がいない歯科診療所が約 4 割、常勤
換算 1 人以下の歯科診療所が約 3 割、歯科衛
生士が常勤換算で 3 人以上いる歯科診療所は
1 割未満とされている2 ）。このことから、従
業者数の少なさが柔軟性のある働き方を困難
にしていることが考えられる。

　以上より、雇用者とそこで勤務するスタッ
フの短時間労働への理解が必要になると考え
る。
　育児がしやすい職場環境をつくるために
は、職能団体である日本歯科衛生士会が、職
場環境の改善を国に働きかけをする必要があ
る。それには会員数を増加させ組織率を上げ
なければならない。しかし、調査結果から、
日本歯科衛生士会の会員率が非常に低いた
め、職能団体への所属意識の低さが窺える。
歯科衛生士の地位向上のためにも、入会率を
高めることが望ましい。教育関係者は、歯科
衛生士養成教育期間中に入会の意義を説明
し、職能団体への所属意識を講義等で高めて
いく必要がある。
　就業と家庭の両立を阻むものに、社会的背
景も関係していると考える。「配偶者控除」
や「特別配偶者控除」である。常勤職員とし
て就業したいが、実際には正規労働が困難の
ため、控除限度額年収103万円以内の労働に
せざるをえない現実がある。そして、復職を
希望しない者が育児を理由としてあげている
のは、育児に専念したい気持ちが強いか、保
育園入園に至らないことがあると考える。働
き方改革において、2019年10月より 3 歳児か
ら 5 歳児まで保育料が無償化される。このよ
うな社会的背景の変化により、育児と就労の
両立がしやすくなり、働き方は大きく変わる
と推察する。
　今回の調査対象年齢は、30歳代前半であっ
たが、今後は20歳代、40歳代も調査の対象と
して継続的に実態調査を行いたい。

まとめ

　本研究により、現在は歯科衛生士として勤
務していないが、条件が合えば就業したいと
考えている者が多数いること、そして、復職
する上で、勤務時間が最も大きな問題である
ことが判明した。
　本調査対象の30 ～ 34歳は「出産・育児」
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が生活の中心の世代である。
　勤務時間、就業場所等就業条件が合致すれ
ば、歯科衛生士の復職が促進される。それに
は職能団体に所属し、職場環境の改善とワー
クライフバランスのサポート体制が雇用主に
整備されるよう、関連する職能団体に働きか
ける必要がある。
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1 ）厚生労働省：平成29年版働く女性の実情、
第 1 章　平成29年の働く女性の状況
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3 ）	公益社団法人日本歯科衛生士会：歯科衛生
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4 ）	池田理恵、合場千佳子：歯科衛生士の就業
状況と未就業歯科衛生士の復職支援に関
する検討の研究、公益社団法人東京都歯
科衛生士会学術誌、32：15－24、2016.
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1 ．はじめに

　1998年に「抑制廃止福岡宣言」が発信され、
1999年 3 月には介護保険施設などの「人員、
設備及び運営に関する基準」が厚生省（当時）
令により定められ、その中で「身体拘束禁止
規定」が示された。2001年には、「身体拘束
ゼロへの手引き：高齢者ケアに関わる全ての
人に」が全国の地方公共団体や介護保険施設
などに配布され普及が図られた。
　一般病院の現状はどうであろうか。患者の
人権擁護や人間の尊厳の尊重から、拘束はで
きる限り回避することが望ましいとされてい
るが、拘束についての法的規制はなく、組織
の判断に委ねられている。実際に拘束は、「緊
急やむを得ない」と判断したものに限って、
医師の指示に基づき患者又は家族の同意を得
て実施されている。道又は「抑制に対する基
本的なスタンスは、生命のリスクと代用手段
がない場合に限って行うべきであり、決して
継続的なものでないこと」1 ）と述べている。
つまり、実施した後も看護師は患者の状況が

「緊急やむを得ない場合」に該当するか否か
を常に観察し、再検討し、該当しなくなった
場合には、拘束をただちに解除することが重
要であるということである。
　一方で、患者の生命に影響する危険行為を
防止・回避するために、拘束を行わざるを得

ない場面も少なくない。実際に一般病院で働
く看護師の84% 以上が拘束の経験があり、そ
の身体拘束を「やむを得ない処置」と考える
ものは72.6％と高い割合を示している2 ）。実
施理由としては、患者を危険から守るための
判断に基づくものがほとんどであり、拘束は
最良な方法ではないが生命維持が最優先であ
る以上、危険を回避するためには必要である
いう看護師の考えを報告している。しかしそ
の反面、身体拘束を実施した約90% の看護
職は“できればしたくない”という複雑な思
いを抱いている3 ）。
　近年では、多くの病院の看護師により、身
体拘束廃止に向けての取り組みが報告されて
いる。今回研究対象となる A 病院でも、身
体拘束を必要最小限にするように取り組んで
いる。そのなかで、看護師が実施する拘束に
対する意識の変化が現れてきた一方で、相変
わらず「やむを得ない」として拘束を開始し、
その後いつまでも継続されていることがある
のも現実である。一般病院での拘束が適切に
実施されるためには、身体拘束の状況と、そ
の拘束に対する看護師の意識を明らかにする
ことが必要であると言える。
　そこで本研究では、一般病院で行われてい
る入院高齢患者の身体拘束の実際を、病棟ラ
ウンドで確認すること、その拘束に対する思

一般病院で高齢者患者に実施されている身体拘束に対する
看護師の意識

Nurse’s	Perception	of	Physical	Restraint	on	the	Elderly	Patients	
in	General	Hospital.

松　原　　　薫　　　　松　波　美　紀1 ）

　　　　　　Kaoru	MATSUBARA　 Miki	MATSUNAMI

1 ）岐阜大学医学部看護学科
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いをインタビューで語ってもらい拘束に対す
る看護師の意識を明らかにすることを目的と
し研究を実施した。

2 ．研究方法

1 ）研究対象

　A 一般病院（199床）で拘束事例が多い 2
病棟（内科病棟60床、外科・整形外科病棟52
床）に勤務する看護師で、研究に同意が得ら
れた者である。
2 ）データ収集期間

2011年 5 月～ 11月
3 ）データ収集方法

（ 1 ） 非参加的観察法により、 2 病棟におけ

る身体拘束の実態の把握

　 5 日間同じ時間帯（午前）に、病棟師長の
ラウンドに同行し、病棟で実施されている身
体拘束の実態を観察した。

（ 2 ） 身体拘束を受けていた患者の状況の把

握（入院診療録の調査）

　観察当日に行動制限を受けていた患者の入
院診療録から、①「観察初日までの入院期間、
拘束開始からの期間」　②「入院目的」　③「身
体拘束を開始した時の理由」　④「本人・家
族への説明」　⑤「同意書の有無」　⑥「拘束
の物品」　⑦「拘束の時間帯」　⑧「患者の状
況と拘束に関する経過観察内容」　⑨「カン
ファレンス内容」についての内容を確認した。
これらの項目は、「身体拘束ゼロへの手引き」
に身体拘束を行う場合に確認しなければなら
ないとされている項目でもある。

（ 3 ） 病棟看護師の拘束に対する意識の調査

（質問紙調査）

　研究者が非参加的観察を実施した 5 日間
に、「身体拘束をしていた」と思っている患
者について、また実施していた（実施した）
拘束について、質問紙調査を行った。調査内
容は、①患者の年齢　②身体拘束の物品　③
例外 3 原則への該当　④身体拘束の理由　⑤
拘束以外の検討の実施　⑥実施した拘束の必

要性	である。振り返ってみての拘束の必要
性については自由記載による回答とした。

（ 4 ） 身体拘束の経過と看護師の意識調査（半

構成的面接法）

　観察期間中に病棟で身体拘束を実施してい
た患者を担当することが多かった看護師に改
めて文書で同意を得て実施した。面接は、プ
ライバシーが保護される施設内の個室で行
い、実施していた（実施した）拘束の経過や
その時の思いについて、できるだけ自由に
語ってもらった。看護師が拘束をどのように
考え、どう行動したのかについては、研究者
の観察事項等を基に、患者ごとにインタ
ビューガイドを作成して臨んだ。面接の内容
は、対象者の了解を得て記録、ＩＣレコーダー
に録音した。所要時間は45分程度であった。
4 ）分析方法

　看護師の年齢、経験年数については単純集
計した。自由記載の内容は、意味を損なわな
い程度に要約し解釈してコード化した後に、
得られたコードを意味内容の類似性に沿って
サブカテゴリー、カテゴリー化した。
　インタビュー内容は、録音とメモを基に逐
語録を作成した。「身体拘束に対する意識」
を表す内容を抽出し、意味を損なわない程度
に要約し解釈してコード化した。得られた
コードを意味内容の類似性に沿ってサブカテ
ゴリー、カテゴリー化した。分析に当たって
は、指導教員及び質的研究経験者のスーパー
ビジョンを受けながら、複数で協議し内容の
一致率を高め、信頼性の確保に努めた。
5 ）用語の定義

（ 1 ）身体拘束

　本研究では、身体拘束を「患者の身体に直
接用具を用いて、自由な動きや身体活動を制
限すること」と定義する。

（ 2 ）高齢者

　本研究で用いる「高齢者」とは、世界保健
機構（WHO）の定義と同様に、65歳以上の
人のこととする。
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（ 3 ）看護師の意識

　「意識」とは、三省堂「大辞林　第 2 版」
による「物事に気づくこと。思考・感覚・感
情・意思などを含む広く精神的・心理的なも
のの総体。特に対象を認識する心の働き」と
する。本研究においては、拘束の実態、看護
師が実際にどのような拘束をしているか、そ
の背景となる思考や感情のこととする。
6 ）倫理的配慮

　Ａ病院病院長、看護部責任者に研究協力依
頼文書を基に口頭で研究の趣旨を説明し、協
力の是非について確認し、同意を得た。病棟
責任者、病棟看護師には研究協力依頼文書を
基に口頭で研究の趣旨を説明し、同意を得た。
研究への参加は自由意思に基づくものであ
り、途中棄権の自由と不参加による不利益は
生じないことを保証した。さらに質問紙は無
記名とし、得られたデータは匿名とし研究の
みに使用し、管理、処分は適切に行うことを
説明した。入院診療録の閲覧については、看
護師および患者または家族に研究協力依頼文
書を基に研究の目的を口頭で説明し、得られ
た情報は研究の目的以外には使用せず、いつ
でも中止できること、中止することにより不
利益が生じないことを説明し、同意書が得ら
れた患者の入院診療録を閲覧した。本研究は
研究の倫理的原則に則り岐阜大学大学院医学
系研究倫理審査小委員会の審査を受け、承諾
を得て実施した。

3 ．結果

1 ）観察期間中の身体拘束の実態

（ 1 ）身体拘束を受けていた患者の概要（表 1 ）

　観察期間中拘束を受けていた患者は11名
（男性 7 名、女性 4 名）であった。平均年齢
は84.0±8.11歳であった。患者全員に認知症
の診断はなかったが、認知機能の低下と思わ
れる言動が見られた。
　観察初日までの拘束期間は、 5 日間 3 名、
10日～ 20日間 2 名、 1 か月以上 6 名でその

内 5 名は50日以上であった。その間拘束が解
除されたという記録はなかった。
　本人家族への説明、同意については、全て
の患者において入院時、拘束開始時に主治医
から家族に説明され、家族から同意書を得て
いた。

（ 2 ）身体拘束に用いられた物品（表 2 ）

　観察初日に見られた拘束に用いられていた
物品は、離床センサー、安全ベルト、4 点柵、
ミトン、上肢拘束帯、つなぎ服の 6 種類であっ
た。
　離床センサーは、歩行が安定しないままに
動き回る患者 2 名に「転倒・転落防止」、安
静が守れない患者 2 名に「生命の危険回避」
という目的で用いられ、観察期間中解除され
ることはなかった。
　安全ベルトは、車椅子乗車時の姿勢が悪く
転倒の可能性のある患者や、不随時車椅子か
ら立ち上がる患者、歩行が安定しないままに
動き回る患者 4 名に「転倒・転落防止」とい
う目的で用いられていたが、いずれも観察期
間中に解除された。 4 点柵は、 3 名の患者に
用いられていたが、いずれの患者も不安定な
状況のままベッドから起き上がろうとするた
め「転倒・転落防止」という目的で用いられ
ていた。そのうち 2 名の患者は観察期間中に
解除された。
　ミトンは、経鼻経管栄養カテーテル挿入中
の患者 2 名、点滴ルート、膀胱留置カテーテ
ル挿入中の患者 1 名に「ルート類の自己抜去
の可能性がある」ということで用いられてい
た。観察期間中、一時的に解除されたり、そ
の後再開されたりした。
　上肢拘束帯は、経鼻栄養中 1 名，酸素吸入
中、点滴、膀胱留置カテーテル挿入中の患者
1 名、術後ドレナージ中の患者 1 名に「ルー
ト類の自己抜去の可能性がある」ということ
で用いられていた。観察期間中、一時的に解
除されたり、その後再開されたりした。
　つなぎ服は、点滴を繰り返し抜去する行為、
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表 1 　身体拘束を受けている患者の概要（観察および診療記録から）
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表 2 　観察期間中身体拘束に用いられた物品
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膀胱留置カテーテルを引きちぎるなどの行為
が見られた患者に用いられていたが、解除さ
れた。
2 ）病棟看護師の身体拘束に対する意識（表

3 ）

　研究者が 2 つの病棟で、拘束の実態を観察
した期間中に、その病棟の看護師は拘束の実
態をどう受け止めているか質問紙による意識
調査を行った。その結果、 2 つの病棟に勤務

する看護師40名のうち38名の看護師から回答
（回収率95％）を得ることができた。38名の
看護師の背景は、平均年齢は30.4±8.3歳（20
歳代21名、30歳代12名、40歳代 3 名、50歳代
2 名）、看護師としての平均経験年数は5.2±
5.8年であった。研究者が観察していた期間
中に看護師が「拘束をしていた」と認識して
いた患者 1 名ずつ記名式であげてもらい、そ
の拘束の実態を尋ねた。

表 3 　拘束開始時の看護師の意識（質問紙調査）　n=38

（ 1 ） 拘束を受けていた患者の概要と拘束状

況

　「拘束していた」患者として 9 名の患者が
あげられた。
　38名の看護師中36名の看護師は、拘束以外
の方法を検討し何らかのケアの工夫をしてい
たと答えていた。しかし、患者 B に安全ベ
ルトを用いていたという 2 名の看護師は、拘
束以外の検討はしていなかったと回答してい

た。
（ 2 ）拘束の必要性の有無について

　看護師が拘束の必要性をどう認識している
かを把握するための、「拘束の例外 3 原則に
患者の状況は該当していたか」の質問項目に
は、いずれの患者においても、「 3 原則すべ
てが該当した」と回答した看護師は 1 名もい
なかった。複数の看護師が「拘束していた」
としていた患者 B、C、D、F、G、H、I の
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拘束の例外 3 原則の適応は、看護師により異
なる認識を持っていた。個々の患者の拘束理
由としては、患者 I 以外、複数の看護師が異
なる理由をあげることはなかった。
　調査時から振り返ってみて、「個々の患者
に拘束は必要であったか否か」の質問項目に
は、患者 B への拘束をあげた看護師 1 名が
不要であったと記述していた。その理由とし
ては、車椅子乗車時の患者に用いた安全ベル
トは、立ち上がりたくなる患者の思いを考え
ていなかったと記述していた。患者 A、B、C、
D の安全ベルト、患者 H の上肢拘束帯につ
いても、ケアを工夫すれば解除できたのでは
ないかとする看護師が 1 ～ 2 名いた。その
内容は声かけや見守り方の工夫、排泄パター
ンに合わせたトイレ誘導、早い時期の検討な
どであった。
3 ） 実施した身体拘束を振り返っての看護師

の思い。（面接）

　観察初日に拘束をされ、行動制限を受けて
いた患者は、観察期間中に次々と拘束から解
除された。中には、再開された患者、新たに
拘束を受けた患者もいたが、観察を始めると
ともに病棟での拘束の実施状況には変化が
あった。そこで、看護師はどのような思いで
拘束を実施していたのか、具体的な患者の状
況にあわせて語ってもらった。観察を始める
以前から拘束を実施していた患者について
は、拘束を開始した時期までさかのぼって思
いを語ってもらった。
　面接は、質問紙調査で拘束を実施していた
とした患者 9 名それぞれに対し、観察期間の
5 日間に一番多く担当していた看護師 1 名を
選び、計 9 名の病棟看護師を対象として面接
を実施した。　	
　 9 名の看護師の背景は、平均年齢は、33.9
±7.6歳（20歳 代 3 名、30歳 代 5 名、50歳 代
1 名）、看護師としての平均経験年数は10.9
±6.7年であった。
　面接終了後、メモと録音したテープを基に

逐語録を作成した。そこから「思い」が語ら
れた内容を抜粋し、類似性に基づき分類した

（表 4 ）。
　文中では中核カテゴリー【】、カテゴリー『』、
サブカテゴリー＜＞、コード「」で示す。
　【拘束を肯定した振り返り】には、『生命の
危険から回避するために必要だった拘束』と
いう 1 つのカテゴリーが抽出され、＜患者の
生命維持のために必要だったチューブ類の自
己抜去防止＞という 1 つのサブカテゴリーが
あった。生命の危険に直面した際に拘束を開
始した思いが確認された。
　【拘束を疑問視した振り返り】の 2 つのカ
テゴリーは、拘束の開始時や継続中の判断に
誤りがあったという思いから生まれていた。

『患者の状況を十分把握しないままの拘束』
というカテゴリーは、 4 つのサブカテゴリー
に分類された。患者の不用意な行動を確認す
るだけで拘束に至っていたという＜不用意な
動き＝危険行動という思い込み＞、「転んで
ほしくないからと安易に付けていた」「状態
が変化しても拘束の検討がされていない」な
ど＜危険行動につながらないためのケア不足
＞が拘束の継続につながっていた。また、「症
状が改善し患者が動けば転倒するのではない
か」「リハビリで歩行訓練が開始になり自分
で歩行できると思い込み転倒するようになっ
た」など＜ ADL 拡大に伴う危険行動に対す
る不安＞を感じていた。「高齢で認知症があ
りそう」「繰り返し説明しても理解が得られ
ない」患者の状況や「認知症があると最初か
ら拘束は必要と思ってしまう」という思いか
ら、＜意思疎通ができないという決めつけ＞
で拘束が実施されていた。
　『医療者の拘束に対する認識不足による拘
束』というカテゴリーは、 4 つのサブカテゴ
リーに分類された。＜不適切な拘束物品の選
択＞をした拘束や、「転倒転落アセスメント
シートで危険のある人は拘束することがマ
ニュアルとなっている」など、＜マニュアル
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を重視した拘束＞を実施していた。拘束の同
意を得るための説明について、拘束の必要性
だけを強調した説明をしていた、家族からは
拒否されることはなかったと振り返った。一
方では「リスクはありますが拘束しない方針
で看護して行きます。と言っていいのではな
いか」という思いも持っており、＜不十分な
説明のまま開始した拘束＞だったとの思いを
感じていた。実施している拘束についてのカ
ンファレンスについて、「ほとんどが拘束を
継続するためのカンファレンスだった」「拘
束しているから転倒しなかった、拘束は効果
があるから拘束は継続する」「患者の思いで
なく看護師の視点で見ていた」など、＜拘束
することを前提のカンファレンス＞の存在を
確認した。
　【解除、解除の可能性を考えた振り返り】
には 2 つのカテゴリーが抽出された。
　『解除したいと悩みながら継続した拘束』
は、4 つのサブカテゴリーに分類された。「患
者本人のことを考えると言いながら、結局業
務を優先していた」「見守ることで拘束を解
除したいが自分たちには時間がなかった」な
ど＜時間的制約＞があるという思いがあっ
た。「トイレでの排泄を望んでいることが分
かっていても、積極的にトイレ誘導ができな
かった」「できればはずしたいけど、はずす
ためにはどうすればいいかわからなかった」
など、＜不十分なケアの工夫＞という思いと、

「目が届けば解除しても問題ないと思ってい
たが自分では解除できなかった」など、解除
できるのではないかと思っているが、＜不安
が伴う個人的判断＞という思いがあり拘束を
継続していることが確認された。「昼夜のリ
ズムをつけるためにドリルを実施した」「朝
10時と昼 3 時にお茶タイムを実施していた」
など生活のリズムを整えたり、「ふらついて
歩行していたが目的は不明、車いすで病棟を
回ったら落ち着いた」「ベッドサイドに立っ
ていたのでトイレ誘導したらその後落ち着い

た」など、患者の行動に注目した＜ケアの工
夫の中断＞があると振り返っていた。

『解除できた拘束』のカテゴリーは、 3 つの
サブカテゴリーに分類された。「師長から拘
束は必要か問われ考えるきっかけとなった」

「師長のひと声は解除の判断に迷っていたか
らなお一歩踏み出すきっかけとなった」と看
護師の思いに影響していた。「入院時とは全
く違い穏やかになったので解除してみようと
思った」など「患者の状態の変化」が＜解除
するきっかけとなる出来事＞となっていた。
解除できた拘束は「まずしないための方法を
考えるようになった」「他のメンバーも不要
であると思っていたことがわかり解除するた
めの検討ができた」「患者の視点でカンファ
レンスができた」など、＜解除したいという
思いがあるカンファレンス＞が実施できてい
た。そして、「栄養中だけ拘束して、抜かれ
たら挿入することにした」「栄養中でなけれ
ば自己抜去しても患者には危険がないので解
除してみる」「全員で見守れば解除すること
ができる」など、＜ケアの工夫の積み重ね＞
があった。このように＜解除のきっかけとな
る出来事＞があり＜解除したいという思いが
あるカンファレンス＞の開催、＜ケアの工夫
の積み重ね＞をした結果、「栄養中の自己抜
去を防ぐためには家族がいる時も拘束は必要
だということになった」というように拘束の
必要性を再確認している思いも確認できた。

4 ．考察

1 ）病棟での 5 日間の身体拘束の実態 

（ 1 ）　拘束を実施している患者の状況

　観察期間中に身体拘束を実施していた患者
　の半数に、「ベッドから転落しそうになる」

「車いすから不用意に立ち上がる」「ふらつき
ながら歩行しようとする」など転倒・転落の
危険があった。これらの患者は、症状改善に
伴い ADL が拡大し歩行しようとした。また
半数は「栄養チューブ、酸素カニューレ、点
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表 4 　実施した拘束について振り返っての思い
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滴ルートなどルート類の自己抜去」などで治
療が継続できない、生命に危険を及ぼす可能
性がある状況であった。そして、全員にこれ
らの危険について繰り返し説明しても理解を
得られない、ナースコールを認識できないな
ど、認知機能の低下があるという理由で拘束
を実施していた。拘束される患者には高年齢、
認知症がある、点滴・経管栄養などの治療器
具を使用している、などの特徴がある4 ）と
言われる同様の状況であった。

（ 2 ）　拘束の実態

①身体拘束に用いられた物品

　ベッドからの転落防止のために 4 点柵、車
いすからの転落防止のために安全ベルトを使
用していた。しかし 4 点柵を使用した患者は、
ADL が拡大しベッド上で立ちあがったり、
柵を乗り越えようとしたため 4 点柵を解除し
ていた。患者の状況から見ると、 4 点柵、安
全ベルトの使用は不適切であった。栄養
チューブ自己抜去防止のためにミトンを使用
した患者は、ミトンを装着した手でチューブ
を触り、ミトンのまま栄養チューブの自己抜
去を繰り返した。この時の状況について看護
師は、「できるだけ拘束感の少ない方法を選
択しミトンを使用したが、何度も自己抜去さ
れ困っていた」と述べている。確実に自己抜
去を予防するためにはミトンの選択は不適切
であった。栄養注入中に自己抜去が起これば、
生命の危険に直結するため、確実な拘束が必
要である。
　このように選択した拘束物品により危険が
増したり、危険防止の効果がないにも関わら
ずそれを選択し、継続して使用している状況
があった。これは拘束に関する知識の不足が
示唆される。
2 ）身体拘束に対する看護師の意識

　看護師によって患者との関わりの時間も違
い、その時の患者の状況も異なっていた。し
たがって、拘束を実施した時間、拘束の必要
性を感じているところ、拘束をしている最中

の思いにも違いがあった。
　拘束以外の検討をしていないと回答した看
護師が 2 名いた。また拘束の必要性について、

「例外 3 原則」の要件である「切迫性」「非代
替性」「一時性」の「全てが該当した」と回
答した看護師は 1 名もいなかったが、拘束は
必要だったと回答していた。これらの結果か
ら看護師は、身体拘束禁止規定や例外 3 原則
の内容について十分理解していないことが推
察される。
　質問紙調査では、ほとんどの看護師が拘束
は必要だったと回答した。しかし、インタ
ビューで拘束場面を詳細に聞いていくと、実
際には必要な拘束であるか検討し、拘束を回
避するための工夫をしていたことを述べてい
た。このように質問紙では、拘束は必要であっ
た、拘束以外の検討はしていないと回答しな
がらも、実際は解除するための工夫が行われ
ている。自分が行っていることが、拘束を解
除することにつながると意識されておらず、
拘束に対する意識が不十分であると言える。
3 ）実施した身体拘束を振り返っての思い

「拘束実施には看護師がその患者をどう捉え
ているか、ということに大きく関係する。看
護師が患者をどう捉えるかは、客観的な患者
の状況ではなく、主観的なものであることが
多い」4 ）。今回の拘束の実態を見ると、解除
できたものとできなかったものがあった。

（ 1 ）　解除できた拘束

　観察期間中に実施されていた拘束17のうち
10の拘束が完全に解除された。解除された拘
束には 2 カ月以上継続されていたものもあっ
た。これらが解除に至るには、簡単に解除で
きたものと看護師が悩んだ末に解除できたも
のがあった。いずれも、看護師には「拘束を
解除したい」「解除できるのではないか」と
いう思いがあった。
　簡単に解除できたものには、解除のきっか
けとなる 2 つの出来事が存在していた。
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①　管理者から解除に向けての助言

　看護管理者の「この拘束は必要？」という
言葉が、「解除の判断に迷っていたから一歩
踏み出すきっかけになった」と言っているよ
うに、管理者の言葉が看護師に再度考える
きっかけや、解除することの自信を生むきっ
かけとなり解除するための行動へとつながっ
ていた。解除に向けての思いができてくると、

「入院時にくらべ穏やかになった」「車いすか
らの立ち上がりがなくなった」など患者の状
態も良い変化に注目できるように視点が変化
し、解除につながっていった。鈴木は、拘束
開始の基準と共に解除の基準を明らかにする
必要性を述べている5 ）。今回の研究でも、患
者の状況が拘束を開始した時から変化して
も、拘束の方法は変わらないままの事例や、
入院時にとった同意書に安心し、患者が不安
定になると即拘束をしたり、緊急やむを得な
い状況を脱しても拘束が継続されている事例
があった。したがって、解除の基準も必要と
考えるが、それ以上に看護師自身が拘束をな
くそうという意識を持ち合わせていることが
重要である。また、管理者の拘束を解除しよ
うという働きかけは重要であり、看護師への
影響が大きいことが確認された。
②　解除につながったカンファレンス

　観察期間中に病棟で開催された拘束に関す
るカンファレンスは、 2 種類あり一つは拘束
の必要性を再確認しているだけのカンファレ
ンス、もう一つは拘束の解除を意識して患者
の状態から拘束を見直そうとしているカン
ファレンスであった。
　今回の観察期間中に患者には大きな変化が
あったわけではない。解除につながったカン
ファレンスでは、参加した看護師が、実施し
ている拘束を何とか解除できないかと考え方
を変えたにすぎない。「ごそごそしている、
立ち上がろうとする、説明しても理解できな
い」という患者の言動を捉え、「なぜ立ち上
がろうとするのか、本当に意思疎通が図れな

いのか、患者は理解していないのか」と患者
の行動や思いを考えるようになっていた。こ
れは看護師の視点から患者の視点で、拘束を
検討するようになった意識の変化であり、視
点の変化から拘束を解除するという行動につ
ながっていた。泉が「看護師は専門職として
医療者側の視点から一方的に事故対策やケア
を提供することがある」6 ）と述べているの
と同様の状況であったことが推察される。ま
た、解除につながったカンファレンスは、

「チーム全体で統一したケアをする必要性」
や「解除するためには全員で検討し取り組む
ことの重要性」も確認され、チームとして実
行につながった。

（ 2 ）解除できなかった拘束

①　看護師は「解除したいと悩みながら」も

継続した拘束

ⅰ）個々の看護師の自信のなさと知識不足が
影響した拘束
　看護師がインタビューで語った、拘束をし
ない工夫は、全て患者の行動に注目し、患者
自身の思いを推測したケアであった。しかし、
その方法が継続されることはなかった。理由
としては、個々の考えや看護に対する自信の
なさが影響しており、自信を生むための知識
も不足していたと考える。
ⅱ）解除につながらなかったカンファレンス
　拘束を継続している時のカンファレンス
は、「拘束を実施しているから事故が起こっ
ていない、だから拘束は継続する」と拘束を
肯定して開催されていた。したがって、拘束
は解除できなかった。しかし「個人としては

“解除してもいいのではないか”という思い
があった」と述べていた。「自分の考えが正
しいのか自信がなかった」「カンファレンス
で拘束は必要と意見が出たので自分から解除
してもいいと言えなかった」と振り返ってい
た。服部は「学びに必要なことは、メンバー
間で客観的に議論できること、お互いの意見
の差異を恐れずに討論し、お互いの差異のす



82	 大垣女子短期大学紀要	 №60.　2019

りあわせができることが絶対条件である」7 ）

と述べている。
ⅲ）業務が優先されてしまい実施された拘束
　「見守ることで拘束を解除したいが自分達
には時間がない」「少しでも解除する時間を
作りたかったが忙しくてできなかった」など、
いわゆるジレンマを抱えていた。
②　振り返ってみて、改めて疑問視された拘

束

ⅰ）「患者の状況を十分把握しないままの拘
束だった」と振り返った拘束
　今回拘束を実施されていた全ての患者に認
知機能の低下がみられた。野澤は看護師がケ
アをすすめる段階で抱く危険性について、患
者の「理解力の低下」が根底にある8 ）と述
べている。今回の結果で＜患者の状況を十分
把握していなかった＞思いには、「会話が成
立しない」「ナースコールの認知ができない」
など患者の理解力が関連しており、患者の状
況を十分把握することなく拘束を選択してい
たと考える。また看護師の思いの中に、高齢
者であることだけでも「認知症がありそう」
という偏見があり「患者の行動の目的や、思
いを考えることなく行動の制止ばかりしてい
た」のではないかと思われる。
ⅱ）医療者の拘束に対する認識不足があった
拘束
a．不適切な拘束物品の選択
　拘束に使用した物品の選択は正しくなかっ
たと振り返っては気づけているが、実施して
いる際は疑問すら感ず、立ち上がる人には 4
点柵、チューブを自己抜去しそうな人にはミ
トンと決めつけた使用をしている。使用物品
の有効性や安全性意識した使用をしなければ
ならないが、そういった配慮ができていな
かった。
ｂ．マニュアルの重視
　入院時転倒・転落アセスメントシートを用
い危険の有無を評価し、「転倒・転落防止マ
ニュアル」に基づき予防策を実施している。

転倒・転落防止につながる拘束はこのマニュ
アルの存在が大きく関係していると考える。
看護師はマニュアル通りに実施しないで事故
が起こっては、看護師の責任であるという意
識が強い。「基準を明確化することで不必要
な拘束を回避でき拘束数が減少した」9 ）と
報告されている一方、「基準に基づく拘束で
あっても、多種多様な患者の状態ではマニュ
アルに即さないこともある」10）と言われて
いる。本来マニュアルは、拘束を実施する看
護師の戸惑いやジレンマをなくし、不必要な
拘束をなくすために作成されている。細村は

「拘束ガイドラインを作成したことで看護師
は、事故防止と統一した拘束方法を意識する
ようになった一方で、拘束が肯定的に捉えら
れるようになった」11）と述べており、看護
師の判断の問題やマンネリ化を招くような、
マニュアルによる不必要な拘束が実施される
ことは避けなければならない。
c．不十分な説明のまま開始した拘束
　高齢者が入院すると同時に、治療を妨害す
るような行動が生じたとき拘束が行われる可
能性を説明する。説明は拘束を全面的に肯定
した内容に偏る。患者・家族から「拘束をし
ないでくれ」という要求ができにくいままに
終わってしまうことも多々ある。同意書がと
れれば、拘束が許可されたような誤解まで起
きてくる。このような状況では、拘束以外の
ケアの検討も十分行われなくなる可能性もあ
る。
ｄ．身体拘束適応「例外 3 原則」に対する誤っ
た看護師の認識
　拘束は、「切迫性」「非代替性」「一時性」
の 3 つの要件（例外 3 原則）を満たしている
場合に限られている。 3 要件すべてが満たさ
れない限り「やむを得ない拘束」ではなくな
る。意識調査で、いずれの患者においても、「 3
原則すべてに該当したので拘束した」と回答
した看護師は 1 名もいなかった。また、分か
らないと回答した看護師が 6 名いた。逆に、
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例外 3 原則には該当しないとしながら拘束を
実施していたことも分かった。このような結
果は、吉川の報告と同じであり、「緊急やむ
を得ない」という判断を例外 3 原則によって
担保するという形式が必ずしも守られていな
い12）ことが示唆される。今回の調査から、
身体拘束の禁止規定や例外 3 原則の要件を満
たしていないと認識しながらも身体拘束を実
施している看護師の存在や、現場に例外 3 原
則が浸透しておらずその内容が理解されてい
ないという現状が確認された。これは身体拘
束について現任教育の必要性を示唆するもの
と考えられる。
　以上の拘束の状況と看護師の意識調査の結
果をみると、いずれも拘束に関する知識が十
分でないことがわかる。拘束をする、しない
は医療者の「知識」にかかっている、「看護
師の知識や技術の不足、組織としての影響因
子で左右されてはならない」13）。拘束の継続
が＜医療者の拘束に対する認識不足＞であっ
たという思いは、看護師の知識が拘束の実施
に大きく関わっていることを認識しているこ
とを示唆している。
③必要な身体拘束と看護師が判断した拘束

　病棟看護師は実施した身体拘束を振り返
り、身体拘束は必要だったと肯定した拘束は、
栄養チューブ自己抜去防止のための拘束と離
床センサーの設置であった。その拘束を振り
返ってみると、不用意な行動で危険があると
認識した行動も、看護師の思い込みや不安に
よるものであり、患者の状況を十分把握すれ
ば拘束を開始するには至らなかったと思って
いた。しかし「栄養中の自己抜去による誤嚥
を防止するため」の拘束は、代替案がなく」、
生命の危険という「切迫性」があり拘束は必
要であったと判断した。冷静にその状況を振
り返った時「生命の危険がある」と思ってい
た多くの拘束が「不要」であったと認識した。
そして、看護師が「必要な拘束」であると判
断する状況は「例外 3 原則」に該当している

ことであると確認することができた。

5 ．結論

　本研究では、高齢患者に実施されている身
体拘束の状況と看護師の意識について、次の
ことが明らかになった。
1 ）身体拘束を実施されている患者は、「生
命に危険を及ぼす可能性がある」「転倒・転
落の危険がある」状況であった。その状況が
単独の理由で拘束が開始されたのではなく、
患者と看護師の意思疎通が困難であるという
状況が背景にあった。
2 ）実施した拘束を振り返っての看護師の思
いは 5 つのカテゴリーに分かれ、『生命の危
険から回避するために必要な拘束』『患者の
状況を十分把握しないままの拘束』『医療者
の拘束に対する認識不足による拘束』『解除
したいと思いながら継続した拘束』『解除で
きた拘束』であった。
3 ）『解除できた拘束』には＜解除するきっ
かけとなった出来事＞＜解除したいという思
いで開催したカンファレンス＞＜ケアの工夫
の積み重ね＞があった。
4 ）観察期間中に解除できなかった拘束は、
栄養チューブ自己抜去防止のための拘束と転
倒 ･ 転落防止のための離床センサー設置で
あった。しかしこれらの拘束全てが解除でき
ない拘束ではないことが確認された。そして
やむを得ない拘束は、栄養注入中の栄養
チューブ自己抜去防止のための拘束だけであ
り、身体拘束の例外 3 原則に該当している拘
束であった。
5 ）身体拘束の開始・解除は、個々の看護師
の拘束をなくしたいという「思い」と拘束に
対する「知識」の有無が影響していた。また、
管理者の一声で、看護師は「自信」を持って
解除することができるようになる。

6 ．研究の限界と課題

　今回の研究は一病院の看護師に限られてお
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り、面接対象者も 9 名であることから、結果
をそのまま一般化することには問題がある。
今後、一般病院での身体拘束を減らしていく
ことを目指すためには、看護師の思いのみな
らず、身体拘束を受けている患者やその家族
の思いにも注目し、拘束をされる立場からの
検討が必要である。また、病院の機能分化が
進んでいる現在、一般病院だけではなくそれ
ぞれの病院の役割の中で身体拘束について検
討し、量的および質的調査を重ねていくこと
が今後の課題である。
　本研究は修士論文の一部を加筆 ･ 修正した
ものである。
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Ⅰ　緒言

　看護教育においてカンファレンスは、学生
が自らの行動を振り返り、看護の対象の理解
や必要な看護について考えを深めるという教
育方法である。また、臨地実習では学生が不
安や悩みを表出し、互いに共感し合うなどの
グループ作りの場としても活用されている。
川島らは、臨床実習での学生カンファレンス
の目的を、知識と実際を統合する訓練、情報
共有、技術習得、価値観の広がり、医療チー
ムの一員として情報提供、自己理解やカタル
シスの場にすることと述べている1 ）。しかし
溝口らは、カンファレンスは学生にとって、
苦痛あるいは負担と感じられ、意味のある体
験、充実感のある体験として経験されること
は数少ないと報告している2 ）。これらの点か
ら、学生自身はカンファレンスの目的を、意
見交換を通して実践の中での問題を解決し、
課題を明らかにすることにより学びを深める
ことであると捉えられていないようである。
また荒川らは、学生が実習中にカンファレン
スをストレスと感じた理由にはカンファレン
ス中の緊張があると述べている3 ）。実際に学
生は「カンファレンスがなければ実習も楽し
い」「カンファレンスがあると思うと苦痛」「自
分が発言しているうちに、自分でも何を言っ

ているのかわからなくなる」という否定的な
発言をしている。学生がイメージするカン
ファレンスとは、自分の出来ていないことを
指摘される場と捉えているようである。これ
では本来の学生カンファレンスの目的を到達
しているとは考えにくい。文部科学省が2015
年の看護系大学の教員を対象として行った調
査結果によると、大学で強化が必要なものと
して「アサーティブなコミュニケーション力
の育成」「根拠に基づいて実践を変えていく
ための文献活用力の育成」が挙げられてい
る4 ）。現在の学生には未熟なコミュニケー
ション能力や未定着な論理的思考がみられ、
学生主体のカンファレンス運営の困難さを感
じるところである。
　教員は常に、学生にとってより有用な学び
が得られるように効果的なカンファレンスを
行うことを目指している。しかし、実際には
実習内容による時間のばらつきや場所の制約
もあり、目指しているものほど充実感のある
ものにならないことも多い。臨地実習の現状
について前述の文科省の調査結果では、看護
系大学の母性看護学実習の 1 グループあたり
の学生数の平均は 8 名であり、母性看護学実
習における実習施設数は 4 施設であると報告
している5 ）。今回、研究対象である A 短期

ファシリテーション・グラフィックが母性看護学実習の 
カンファレンスへ与える効果
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大学の母性看護学実習の状況においても 1 グ
ループの人数は 7 ～ 8 名であり、実習施設
は 6 施設であり、調査結果に近い状況である。
このような実習状況から、母性看護学実習は
1 グループの学生数が多く、施設も複数のた
め、教員が学生の特徴を考慮し、ファシリテー
ターとしての役割を担う関りが困難である。
カンファレンスをより効果的なものとするこ
とは学生の学びの大きさに繋がる。和泉は、

「学生の特徴を考慮し、教員がファシリテー
ターとしての役割を担うなどの関わりが必要
であり、そのために教員のファシリテーター
力の向上が求められる」と述べている6 ）。
　ファシリテーション・グラフィック（以下、
グラフィック）とは、議論の内容を、ホワイ
トボードや模造紙などに文字や図形を使って
分かりやすく表現し、「議論を描く」ことで
ある。堀らは、グラフィックの利点を、①プ
ロセスの共有（議論のポイントを分かりやす
くする、ポイントに意識を集中させる、共通
の記録として残す）、②参加の促進（発言を
定着させて安心感を与える、発言を発言者か
ら切り離す、議論に広がりを与える）と述べ
ている7 ）。通常のカンファレンスでは、司会
者と書記があらかじめ決められており、書記
は文字にて記録を残す役割を担っている。そ
れらはほとんどの場合、手元の用紙に記載を
していく方法をとっている。そのため、その
他のメンバーは話が進むにつれて、どのよう
な意見が出て、どのような流れで話が進んだ
のかがわからなくなることがある。
　そこで、今回カンファレンスにグラフィッ
クの方法を取り入れることで、カンファレン
スに対して話し合いの促進と学生の参加意欲
を引き出せ得ると考え、実践したのでここに
報告する。

Ⅱ　研究目的

　本研究は、カンファレンスにファシリテー
ション・グラフィックを用いる効果を明らか

にし、その影響要因を考察することを目的と
した。

Ⅲ　研究方法

1 　研究デザイン：質的記述的研究
2 　	研究対象：A 短期大学の看護学科 3 年

生66名
3 　	研究期間：平成28年 5 月 1 日～平成29年

3 月31日
4 　方法
　母性看護学実習の最終日の学内実習日に
ファシリテーション・グラフィックを導入し
たカンファレンスを行った。本研究では、事
前にファシリテーションの話の内容を描く担
当者（以下、グラフィック担当者） 1 名を選
出した。グラフィック担当者は直径 1 ｍの円
形のクラフト用紙と10色のカラーマジックを
使用して話し合いの内容を描いた。 1 グルー
プ 4 ～ 6 人でグループを編成した。このグ
ループは、複数の実習グループのメンバーを
シャッフルし、実習グループとは異なるグ
ループメンバーとなるように教員が編成し
た。メンバーは円形になって座り、全員の膝
の上に用紙を置き、担当者がメンバーの発言
を聴いて自由に色彩を使い、言葉を描き入れ
た（図 1 ）。進め方は、始めにオリエンテーショ
ンを行い、①「産科の病棟実習を通して感じ
た事、重要だと思った事」（15分）、②「保健
センター実習を通して感じた事、重要だと
思った事」（15分）、③「母性看護に大切なも
の」（25分）　④一言ずつ感想を伝え合い、振
り返りをする（ 5 分）とした。他者の意見を
否定しないなどの言葉の約束事を提示した。
教員はタイムキーパーを行いながらグループ
全体を見守った。　　
　カンファレンス終了後に、実施についての
質問紙を協力の意思がある参加者のみ回答が
できるようにした。質問内容は、「ファシリ
テーションは以前から知っていたか」の他、

「ファシリテーターの役割」「グラフィッカー
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の役割」、「円形のクラフト用紙の使用」、「机
を用いない配置」、「時間配分」、「参加して感
じたこと」の 7 項目について、 5 件法を用い
て作成した。また、自由記載欄を設けた。
5 　分析
　グラフィックと実施後の学生の感想の 2 つ
から分析をした。
　描かれたグラフィックよりキーワーズを分
析し、母性看護実習の実習評価項目を参考に
学生の実習を通しての学びを分析した。この
母性看護学実習の実習評価項目は A 短期大
学が独自に作成したものである。本研究のカ
ンファレンスの評価対象に含まれる項目は33
項目である。この33項目を参考に学生の実習
到達程度を考察した。（表 1 ）

図 1 　実際のカンファレンスの様子

表 1 　 A 短期大学の母性看護学実習評価表（一
部抜粋）

　学生の感想については、感想に用いられて
いた単語の関連性と感想内容の 2 つの視点か
ら分析した。単語の関連性については TTM

（Tiny	TextMiner）を使用してテキストマイ
ニングを行い、単語の抽出を行った。得られ
たデータを多変量解析するソフトウェア

（HAD16）を使用して単語の共頻度（一つの
感想と共に使われている頻度）を基に従来の
カンファレンスとの違いについて考察した。
　その際、ポジティブな感情に関する語につ
いては、菅原らの日本人大学生を対象にした
研究8 ）において、感情語216語のうちポジティ
ブ感情語であるとされた175語とした。ネガ
ティブ感情に関する語については、同研究結
果から45語とした。各語句が「一つの感想に
共に使われている頻度（共頻度）」を基に分
析した。

Ⅳ　倫理的配慮

　本研究は、A 短期大学倫理審査委員会の
承認（承認番号28- 1 ）を受けて実施した。
母性看護学実習の実習オリエンテーション
時と実習最終日の学内実習開始時の 2 回、口
頭と文書にて研究の目的、研究内容、研究方
法、調査協力に対する個人の自由意思の尊重、
プライバシーの保護、カンファレンスにて描
かれたグラフィックと質問紙は成績判定後に
データの分析をするため実習評価には影響し
ないこと、質問紙については不参加による不
利益をもたらさないことを保証した。
　グラフィックにはグループ名、メンバーの
氏名や学籍番号、日付などは一切記載しない
ことを伝え、描いた学生が特定できないよう
に配慮した。質問紙は自記式無記名であり、
カンファレンス終了後、教員が退室した後に
対象者が自由意思の下に質問紙を取りに行く
ことができるように室内に設置した。室内に
設置した回収箱への投函をもって同意を得ら
れたものとした。

Ⅴ　結果

1 　グラフィックに描かれた内容

　グラフィックには母性看護学実習の実習評
価項目に関連する学びと、評価項目以外の学
びが描かれていた。実習評価項目に関する内
容は124のコードから、31のサブカテゴリー、
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4 カテゴリーが抽出された。サブカテゴリー
は33ある実習評価目標の中の12項目に該当し
ていており、カテゴリーの内容は【母性看護
の実際】【地域における母性看護】【母性看護
特有の看護技術援助】【看護専門職業人とし
ての役割】となった。（表 2 ）
　評価項目以外の母性看護に関する内容のも
のは16のコードから、 6 のサブカテゴリー、

【さまざまな命の形】【母性愛】の 2 カテゴリー
を抽出した。（表 3 ）

表 2 　 実習評価項目に関連するカテゴリーとサ
ブカテゴリー（一部抜粋）

表 3 　 実習評価項目以外の母性看護に関するカ
テゴリーとサブカテゴリー

　 1 ）【母性看護の実際】

　＜喜びと不安の両側面を持つ母親の心理＞
＜母子の取り巻く社会や環境の理解＞といっ
た妊娠・分娩に伴う生理的変化や心理社会的
変化についてのサブカテゴリーや、＜ウェル
ネスの看護の視点＞＜一人ひとりの母子の

ニーズに合わせた個別性のある援助の必要
性＞＜母親が育児に自信を持ち前向きに取り
組めるような支援＞＜母親の意見、考えを尊
重する関わり方＞＜セルフケア能力の獲得を
重視＞＜母子の関わりを深める支援＞の、母
性看護特有の看護についてなど15のサブカテ
ゴリーで構成された。
　実際に実習で産婦・褥婦への看護を展開し
ていく中で、個別性はもとより母性看護の特
性でもある「看護対象の持っている強みを生
かして今の状態よりもさらに高いレベルの機
能を獲得する援助」の必要性について考える
機会が多かったことが明らかになった。
　 2 ）【地域における母性看護】

　＜ママ友作りの場＞＜退院後の支援の継続
性＞＜専門職によるサポートの必要性＞＜他
職種との連携＞＜生活している地域での支
援＞の 5 つのサブカテゴリーで構成された。
　保健センターでの実習より、母性看護活動
について＜退院後の支援の継続性＞を持たせ
るために、＜ママ友作りの場＞や＜他職種と
の連携＞をしながら専門職によるサポートと
いう形で＜生活している地域での支援＞とい
う役割を担っていることと捉えていた。
　 3 ）【母性看護特有の看護技術援助】

　＜母性の保健指導の特徴＞＜正しい知識の
提供＞＜セルフケア能力の向上に必要なこ
と＞＜看護師が幅広い知識を持つ必要性＞
＜母子を取り巻く家族への支援の必要性＞
＜家族の受け入れ態勢の把握＞＜家族支援の
程度＞＜医療者間の連携の大切さ＞の 8 つの
サブカテゴリーから構成された。
　母性看護における看護技術は他領域では行
わない技術が多く、基礎看護学で学んだ技術
を対象の特性から実施しにくく、セルフケア
の向上を目的とした保健指導の実施が多い。
＜母性の保健指導の特徴＞として「傾聴と集
団主導が大切」、「ママのニーズが高いから専
門性が必要」なため、＜正しい知識の提供＞
＜看護師が幅広い知識を持つ必要性＞や＜医
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療者間の連携の大切さ＞を感じている。さら
に、母性看護の対象は妊産褥婦と新生児だけ
でなく取り巻く家族であるとの視点から、
＜母子を取り巻く家族への支援の必要性＞や
＜家族の受け入れ態勢の把握＞をした上で
＜家族支援の程度＞を図りながら支援をして
いくことが理解できていた。
　 4 ）【看護専門職業人としての役割】

　＜看護師に求められる姿勢＞＜信頼関係の
必要＞＜母性看護におけるコミュニケーショ
ン技術の特徴＞の 3 つのサブカテゴリーから
構成された。
　対象のニーズが高いことや健康レベルが高
いことから＜母性看護におけるコミュニケー
ション技術の特徴＞を捉え、そこから＜看護
師に求められる姿勢＞や態度について感じ、
看護をしていく上で＜信頼関係の必要性＞を
感じていた。
　 5 ）【さまざまな命の形】

　＜多くの人に支えられて生まれてくる一つ
の命＞＜望まない妊娠の存在＞＜さまざまな
命の形＞＜命の尊さ＞の 4 つのサブカテゴ
リーで構成されていた。
　産科病棟での実習において、分娩見学を通
して＜多くの人に支えられて生まれてくる一
つの命＞に触れ＜命の尊さ＞を感じる一方
で、里子や養子縁組の事例と関わることで＜
望まない妊娠の存在＞や障害を持った新生児
とその母との関わりから＜さまざまな命の
形＞を捉えていた。
　 6 ）【母性愛】

　＜抽象的な母性のイメージ＞＜児との関わ
りで感じたもの＞の 2 つのサブカテゴリーか
ら構成されていた。強さや優しさといった母
性愛として表現されるコードから大まかな母
性のイメージと、新生児と触れ合うことで自
分自身の心が動かされた心情がコードとして
捉えられていた。
　 1 ）～ 6 ）のカテゴリーとコードから、
実習到達目標の［知識・理解］［思考・判断・

表現］［技能］［関心・意欲・態度］の内容に
該当する内容の学びがみられた。「地域にお
ける母性看護が果たす役割を考えられる」と
いう到達目標の評価項目 2 点に関しては、ど
ちらの内容にも該当する学びの内容がみられ
た。
2 　 ファシリテーション・グラフィックを実

施した学生の感想

　研究対象66名のうち66名全員の感想が得ら
れた。そのうち159の文章が抽出できた。そ
の文章から単語の関連性と感想内容の 2 つの
視点から分類をした。
　 1 ）単語の関連性について

　159の文章を、TTM を用いて単語の抽出
を行ったところ、331語を抽出した。抽出し
た単語を、心理統計分析用のフリーソフトで
ある HAD16を使用して「ファシリテーショ
ン・グラフィックに関する単語」と「ポジティ
ブ感情語・可能動詞」と「ネガティブ感情語」
に単語を分類したところ、60の単語が抽出さ
れた。
　（ 1 ）159の文章の分類結果
　331語の中で最も多く分類された単語は「使
用物品」の関するものが41であった。その他
に「グラフィック」に関するものが33、「ファ
シリテーター」に関するものが32であった。
これらはどれも、従来のカンファレンスで用
いない方法および物品に関する内容であっ
た。
　（ 2 ）共頻度について
　語句の全出現件数331中、感情についての
語は「ポジティブ感情語・可能動詞」が107、

「形容詞（性質）」が23、「ネガティブ感情」
が 6 であり、グラフィックについての感想は
肯定的な感想を持った学生が多くみられた。
　クロス表より、ポジティブな意味を含む語
と共頻度が最も高かった単語は「意見」であ
り、次に「メンバー」「描く（書く）」であっ
た。実際の感想においては「意見を言いやす
い」「意見を引き出せた」「楽しく書ける」な
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ど、本来、カンファレンスで一番目的となっ
ている部分と一致していた。
　一方、「ネガティブ感情語」に関する語と
共頻度が高かったのは「役」「役割」であった。
感想には「役割が難しい」「役割を理解でき
ていなかった」「進行役がいると堅苦しい」
などとあり、うまく役割を果たせなかったと
感じていた。
　 2 ）感想の内容について

　感想を159のコードとし、20のサブカテゴ
リー、これら 8 のカテゴリー【自由に意見を
発言できる環境】【学生が協働して作り上げ
るカンファレンス】【学びの明確化】【方法に
関する課題】【運営のありかた】【意見を見る
ことの効果】【学びの深まり】【スムーズな進
行】が抽出された。（表 4 ）
　最も多かったカテゴリーは【自由に発言で
きる環境】であった。「話しやすい」「気楽・
ラフ」「書きやすい」「書ける」「楽しい」「自
由」などポジティブ感情や可能動詞、性質に
関する形容詞など、好意的な感想が多かった。
ここではさまざまな物理的環境が挙げられて
おり、【学びの明確化】や【意見を見ること
の効果】につながっていた。

表 4 　カンファレンス後の感想

Ⅵ　考察

　本研究のグラフィックを使用したカンファ
レンスの効果の要因について考察した。

1 　意見の視覚化

　意見の視覚化が学びに与える要因は 4 点あ
る。
　 1 ）関連性が理解しやすい。

　本研究結果より、サブカテゴリーが実習評
価項目の12項目と合致していた。この12項目
には、特に例年実習評価において到達度の低
い「地域における母性看護」、「心理・社会的
変化」、「母性看護に特有の看護」の 3 項目が
含まれていた。これらの実習項目は机上では
学びにくく、実習で妊産褥婦と関わり、経験
を通して理解ができる項目である。特に地域
における母性看護に関する目標の到達は例年
困難さを感じており、評価平均得点が特に低
い項目でもあるために、グラフィックの効果
によるものであると考える。
　本研究の中で、学生は各自の実習経験を通
しての気づきや学びをカンファレンスの中で
自由に発言していた。そしてその発言を視覚
化にすることで、絵や囲み、矢印を用い、項
目間の関連性が理解しやすいというグラ
フィックの効果が現れていることがわかる。

（図 2 ）学生の実際の感想においても「意見
をつなげて関連をまとめることができた」「全
てがつながっていることがわかる」「結びつ
きやすかった」というものがみられていた。
意見を見ることの効果は意見を視覚化するこ
とで関連性の理解がしやすく、理解ができる
ことによりさらに話が広がる効果がある。

図 2 　実際のグラフィック
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　また、全員で同じグラフィックを見ながら
意見交換をすることで一体感が生まれやすい
という点がある。カンファレンス後の感想（表
4 ）で、【学生が協働して作り上げるもの】
に＜交流や協力＞が抽出された。また、「意
見を言いやすい」「意見を引き出せた」「楽し
く書ける」などの感想もみられ、意欲的に参
加していた。通常のカンファレンスであると、
書記がカンファレンスの全記録をするため、
記録に残すことだけに集中してテーマや内容
について考える余裕がなく、自分の考えもま
とめることもままならない場面に遭遇するこ
とがある。また他の学生は自分の発言に集中
するあまり、前に発言した学生の意見を忘れ
てしまうことや、自己にて記録も取らないこ
とが多いため、発言内容からのテーマの探求
も不完全になるという状況は、カンファレン
スの方法が同一であるために変化がみられに
くい。杉江は、話し合いにおいてグループメ
ンバーの意見の集約をし、意見の構造化を図
る目的でホワイトボードなどの活用の効果を
述べている9 ）。グラフィックと似て、書くこ
とで思考を広げ、まとめるという思考力や学
習力を高めるツールとしてマインドマップが
ある。副島は、実習カンファレンスでのマイ
ンドマップの効果について、「発表者が話し
やすく、考えやすくなること」「相手の伝え
ようとすることを理解しやすいこと」「指導
者も気づきが得られること」の 3 点を挙げて
いる10）。これは、カンファレンス後の感想（表
4 ）にある【意見を見ることの効果】が＜話
の広がり＞を生み、【学びの深まり】につな
がっていると言える。カンファレンスにおい
て意見を視覚化することは、これまでのカン
ファレンスでは改善しなかった状況が変化
し、テーマの探求も深まることが期待できる。
しかし、感想に「役割が難しい」「役割を理
解できていなかった」「進行役がいると堅苦
しい」など、うまく役割を果たせなかったと
感じていた者もあり、今までのカンファレン

スの方法と異なるだけに、実施前の各役割に
関する十分な説明が必要である。
　 2 ）図や色彩の使用によるイメージの伝達

ができる。

本研究結果より実習評価項目以外の学びが
あったことが明らかになった。それは、表 3
の【さまざまな命の形】【母性愛】のカテゴリー
である。【母性愛】の「強さ」や「優しさ」
という大まかな母性のイメージや新生児と触
れ合うことで自分自身の心が動かされたコー
ドには学生の捉えた学びが言葉で表現されて
いた。グラフィックには新生児や乳房の挿絵
が描かれていた。本研究で使用した10色のカ
ラーペンは学生の意欲を引き出す効果や学生
の思考を表現する効果がある。使用した色の
種類は 4 ～ 7 色とグループ間により差はあ
るが、 1 色しか使用しないグループはみられ
ず、全グループが使用していた色はピンクで
あった。色彩はカラーセラピーと呼ばれる分
野があるように、人の心に影響する。緒方は、
マインドマップを書くと柔軟な思考と発想を
生むことに繋がり、その理由の一つにペンの
色をカラフルに使えることだと述べてい
る11）。色を多用することでテーマに関するイ
メージを膨らませることができる。また、ピ
ンクは「かわいい」「優しい」「あたたかい」「愛」

「母性」といった女性的なイメージを象徴す
る色であり、多くの産科病棟の待合室を始め、
診察台、分娩台などあらゆるところにピンク
が使用されている。今回のグラフィックでは
母性看護学実習で母性や新生児のかわいらし
さなどが色や絵で表現され、広い学びが得ら
れていることがわかる。
　 3 ）意見交換をしやすい環境の調整

　学生が緊張して意見が言えない環境を避け
るため、教員はグループに入らず、タイムキー
パーをしながら学生のカンファレンスを見
守った。普段は教員の存在を苦にしている様
子が見られていたため、輪に教員が入らない
だけでも随分緊張感は薄れていた。その結果
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として、教員の助言なしに話が進まないグ
ループはなかった。
　座る位置やグループ構成も影響を与えてい
る。グラフィックに使用したクラフト用紙が
直径 1 ｍの円形であり、机がなく全員の膝で
支えるため全員の顔が見える。 6 人のグルー
プだと隣同士の隙間が10㎝ほどである。この
距離は会話域と呼ばれ、相手の表情が読み取
れる、会話なしではいられない距離である。
また、遠くても 1 ｍの距離は声の大小に関わ
らず話し手の声が聞こえる距離でもある。こ
れは学生の感想の「近くで顔が見れて聞きや
すく話しやすかった」からも明らかである。
一方、長方形のテーブルを使用した場合、 6
人で話をすると同じ列の並びの学生の顔は見
えない者が出てくる。対角線上の距離にある
人は最も遠く、声の大きさによっては話し手
の声が聞こえないこともある。杉江は、グルー
プ活動では近い距離で話し合いができるよう
な座席配置を作ることが必要であり、参加者
主体の話し合いをするには円型を推奨してい
る12）。これらの点からも学生間の距離があま
り離れない環境づくりの必要性がわかる。
　また、【自由に発言できる環境】には＜話
しやすい雰囲気＞＜自由に意見が書ける＞な
どとりわけ環境の良さが挙げられていた。本
研究では 1 グループ 4 ～ 6 名というグルー
プ編成をした。杉江は、小グループに分かれ
て同じ場所で同時に話し合いをするのに効果
的な人数は 4 ～ 6 人である13）と述べている。
この人数編成は、今回のように全員が実習体
験をした後に実習の学びを深め、共有するに
は適当な人数であり、方法であった。
　学生の学びを深めるには学生間の意見交換
が活発であることが一番大切なことである。
カンファレンスで意見をメンバーに提示する
には言葉で表現するからである。しかし、語
彙力が十分でない学生の存在や言葉にならな
い感覚が存在することも現実としてある。そ
の感覚を色や絵で表現し、それをお互いに共

有するということはグラフィックならではの
利点である。学生が得た新鮮な学びをあらゆ
る形でメンバーに表現できるような環境を準
備することは学びを深めるにはとても重要で
ある。
　 4 ）教育効果の評価が可能である。

　本研究結果より、サブカテゴリーの中にカ
ンファレンスが評価対象となる実習評価項目
33項目のうち12項目と合致していたことがわ
かった。このことから、A 短期大学の母性
看護学実習の実習評価項目はおよそ学生の実
習内容を捉えているものであり、教育効果の
あるものになっていることが明らかになっ
た。
2 　 効果的なカンファレンスの運営に必要な

要因

　効果的なカンファレンスの運営には 3 つの
要因がある。
　 1 ）人的環境

　これまで学生のカンファレンスでは、参加
度の低さ（発言の少なさ）や学生のカンファ
レンスを進める力不足、内容の広がりの無さ
を強く感じていた。とにかく指導者や教員の
前で間違ったことを言わないようにという思
いが前面に出ている様子を感じていた。本研
究で学生がファシリテーターを担い、教員は
全体の見守りと場面に合わせた助言という形
で支援することでメンバーが意見を出しやす
い状況であった。しかし学生はカンファレン
スの司会や書記の力があるわけではない。川
島は、カンファレンスの司会者に求められる
こととして「内容を深めるために筋道を立て
た思考の展開ができること」「話しやすい雰
囲気を作るために、参加者や集団の感情の動
きに敏感で配慮ができること」の 2 点を挙げ
ている14）。学生がここまでの司会者としての
能力を発揮することはできないにしても、回
を重ねて経験として身につけていくことが必
要である。杉森は、看護学実習カンファレン
スにおける教授活動を表す 6 概念を明らかに



	 ファシリテーション・グラフィックが母性看護学実習のカンファレンスへ与える効果 93

している15）。そのうち、本研究の実習最終カ
ンファレンスは「目標達成度向上のための学
生個別体験の共有化」にあたる。これは具体
的には全学生の実習目標の到達度を上げる目
的で、学生個々の実習体験を他の学生が共有
できるように促すという教員の行動のことで
ある。そのため、カンファレンスにおいて参
加する学生一人ひとりの個別体験を全員が理
解できるように働きかけ、促すことが役割と
なる。教員は、進行状況を見守りながら、メ
ンバーの意見をうまく引き出すような助言を
行い、導くことが役割である。
2 ）物理的環境

　研究対象者のアンケート結果では、「使用
物品」の関する単語が多くみられていたこと
から、従来のカンファレンスで用いない物品
であり、学生の関心は高かったと考える。今
回のグラフィックに使用した用紙、カラーペ
ン、学生のグループ人数、座る位置などカン
ファレンスの環境を整えることも活発な意見
が出ることにつながっている。
　 3 ）効果的な方法の選定

　グラフィックの存在は、意見を視覚化する
ことで関連性の理解がしやすく、それにより
話がより広がることの効果を示している。こ
のような学習効果の大きい方法を取り入れて
いくことは欠かせない。
　これらの 3 つの因子はいずれもグループダ
イナミックスが機能しやすいような方向性を
取ることが共通して根底にあると考えられ
る。
3 　本研究の限界

　今回の調査では実習最終日のカンファレン
スにのみ着目して分析しているため、実習中
に実施されるすべてのカンファレンスに適用
されるかどうかや他の領域実習においての効
果については明らかになっていない。そのた
め実習中すべての実習に一般化できるとは言
い切れない。今後、実習場でのカンファレン
スの運営についても検証していくことでさら

に教育支援を広げる手がかりになると考えら
れる。

Ⅶ　結論

　本研究は、母性看護学実習の最終カンファ
レンスにファシリテーション・グラフィック
を用いる効果を明らかにし、その影響要因を
考察した。ファシリテーション・グラフィッ
クにより学生は、自分および周囲の意見を視
覚化し、自由な意見や発想をもつ事ができた。
その要因としては、教員や進行役といった人
的環境や、学生の座る位置や材料などの物理
的環境が学生の学びに影響を与えることが明
らかになった。
　学生間の学びをより効果的に共有できるカ
ンファレンスのツール・教材としてさらに今
後検討していくことにより、今後導入の検討
の価値が大いにある。
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彙　　　報

学外における主な研究・教育並びに社会活動
（平成30年 4 月～平成31年 3 月）

A．論文・著書、学会等研究活動、作品展・演奏活動

論文・著書
氏　　名 共同研究者 題　　　　　　　目 形　式 発 表 の 場 発表年月日

松 村　 齋 戸江　茂博 幼児教育方法論 共著　筆頭編者 学文社 31. 3 .31

戸江　茂博 基礎からわかる教育課程論 共著　筆頭編者 大学教育出版 31. 3 .31

杉野　学
上田　征三

特別支援教育概論 共著 大学教育出版 31. 3 .31

光 井 恵 子 吉永早苗　他 領域「表現」の専門的事項とは何か ポスター発表 保育教諭養成課程研究会 31. 1 .14

大垣音楽人クラブ ～春への誘い～コンサート 演奏 大垣市スイトピアセンター
音楽堂

31. 2 .11

今 村 民 子 谷　純子
田辺　圭子

岐阜県西濃地域における産後ケア構築の
現状と課題

口演発表 平成30年度愛知県看護
研究学会

30.12.12

田 中 久 志 ひらけ！社会のとびら マンガ　 中日週刊こどもウイークリー 30. 4 . 7
～ 30.12.29

伊 豫 治 好 大垣女子短期大学デザイン美術学科展：
イラスト展示、ライブペインティング

展示会 柳ヶ瀬商店街 30. 8 . 4
～ 30. 8 . 5

黒 田　 皇 第92回国展（東京・名古屋・大阪） 展覧会 国立新美術館　他 30. 5 . 2
～ 30. 5 .14

21世紀のメッセージ展 展覧会 ギャラリー暁 30. 8 .10
～ 30. 8 .25

第56回中部国展 展覧会 愛知県美術館ギャラリー 30.12.18
～ 30.12.24

第41回羽島市美術協会展 展覧会 不二羽島文化センター 31. 2 . 7
～ 31. 2 .10

宮 川 友 子 第17回高校生ポスターコンクール（ポスター） ポスター 日本国際ポスター美術館 30. 4 .20

宮川友子作品展 個展 大垣女子短期大学内
ギャラリーみずき

30. 4 .28
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氏　　名 共同研究者 題　　　　　　　目 形　式 発 表 の 場 発表年月日

宮 川 友 子 第21回ウィーン岐阜合唱団定期演奏会
（ポスター）

ポスター 県内各所 30. 5 .10

「花粉症」（アート作品） グループ展 みのかも文化の森 30. 5 . 3

Think	Women’s	Rights（ポスター）掲載 ポスター 100	Posters	for		
human	rights（フランス）

30. 8 .15

岐阜協立大学　ロゴデザイン ロゴデザイン 岐阜協立大学 30.10.20

服 部 篤 典 ぎふ羽島吹奏楽団第17回定期演奏会 指揮 不二羽島文化センター 30. 7 .15

オーモリウインドアンサンブル第 8 回定期
演奏会

指揮 一宮市民会館 30. 7 .22

鈴 木 孝 育 S.L.E.B吹奏楽部 S.L.E.B 吹奏楽部　 3 rd	Concert 指揮 青少年文化センター
アートピアホール

30. 5 . 5

鷺山自治会連合会 岐阜市鷺山地区敬老会 指揮 岐阜市立鷺山小学校体育館 30. 9 .17

大垣市 大垣市制100周年記念事業　親子ふれあい
コンサート

指揮 大垣市制100周年記念
事業実行委委員会

30. 9 .29

大垣ライオンズ
クラブ

第44回大垣市少年団体交歓大会　 指揮 大垣城ホール 30.10. 7

郡上市吹奏楽合同
演奏会実行委員会　
郡上市教育委員会

第 8 回郡上市吹奏楽合同発表会 指揮 やまと総合センター　
アリーナ

30.11. 3

輪之内町教育
委員会

輪之内町親子鑑賞会 指揮 輪 之 内 町 文 化 会 館　
アーリオンホール

30.11.25

大垣ロータリー
クラブ

大垣ロータリークラブ年忘れ家族会 指揮 大垣フォーラムホテル 30.12.22

大垣女子短期大学 第24回大垣女子短期大学音楽総合学科ウインド
アンサンブル定期演奏会

指揮 大垣市民会館 31. 2 .17

横 井 香 織 大垣音楽人クラブ会員によるコンサート　
～春への誘い～

演奏 大垣市スイトピアセンター
音楽堂

31. 2 .11

海 原 康 孝 第56回日本小児歯科学会参加・発表 発表 大阪国際会議場 30. 5 .10
～ 30. 5 .11

Issei	Saitoh,	
Emi	Inada,	
Yasutaka	
Kaihara 他	

An	 exploratory	 study	 of	 the	 factors	
related	 to	mouth	breathing	 syndrome	
in	primary	school	children

原著論文 Archive	 of	Oral	 Biology,	
Aug;	92:	57-61.

30. 8 . 1

第 3 回日本子ども虐待防止歯科研究会学術大会 発表 広島県歯科医師会館 30.11.11

第35回日本障害者歯科学会学術大会参加・発表 発表 中野サンプラザ 30.11.17

久本たき子 石川　隆義
飯岡　美幸
今井　藍子

歯科衛生科卒業生の就業者及び未就業者の
実態調査

ポスター発表 朱鷺メッセ　新潟コン
ベンションセンター	

30.12. 1
～ 30.12. 2
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三 角 洋 美 要介護高齢者を対象とした口腔機能向上
プログラムの効果に関する検討

ポスター発表 福岡 30. 9 .17

緒 方　 京 戸村　佳美
我部山キヨ子

褥婦の観察技術習得にロールプレイを導入
した母性看護学演習の実践

ポスター発表 第59回日本母性衛生学会
学術集会

30.10.19

戸村　佳美
我部山キヨ子

模擬褥婦に対する観察技術にロールプレイを
導入した演習の教育効果

ポスター発表 第38回日本看護科学学会
学術集会

30.12.16

戸村　佳美
我部山キヨ子

褥婦の退行性変化の観察におけるロールプレイ
演習の効果─学生の自己評価による演習直後と
実習後の技術習得状況の比較─

ポスター発表 第33回日本助産学会学術
集会

31. 3 . 2

鍬 原 直 美 別府哲 幼児期・学童期にある慢性疾患児の自己理解
─自己描出内容・自己評価的側面における
健常児との比較─

論文 特殊教育学研究第56号、
第 2 巻

30. 7 .31

清 水 美 恵 アレルギー疾患をもつ思春期にある子どもの
レジリエンスの特徴─患児の語りから

論文 日本小児看護学会誌 30. 7

「朝食を食べない」と回答する中学生の
心理的特徴

ポスター発表 日本心理学会第82回大会 30. 9 .25

中学生の家族関係の評価の違いとレジリエンス
との関連

ポスター発表 日本発達心理学会第30回大会 31. 3 .17

戸 村 佳 美 緒方　京
我部山キヨ子

褥婦の観察技術習得にロールプレイを導入
した母性看護学演習の学習効果　─観察・
アセスメント技術について─

示説 新潟朱鷺コンベンション
センター

30.10.19

緒方　京
我部山キヨ子

褥婦の観察技術習得にロールプレイを導入
した母性看護学演習の学習効果　─褥婦の
心理面への配慮について─

示説 新潟朱鷺コンベンション
センター

30.10.19

緒方　京
我部山キヨ子

褥婦の退行性変化の観察におけるロールプレイ
演習が臨地実習に及ぼした効果と課題　─演習
直後と実習後の学びに関する自由記述の比較─

示説 博多国際会議場 31. 3 . 2

井關　敦子 有職高年初産婦の産前休業に入るまでの体験 示説 博多国際会議場 31. 3 . 3

井關　敦子 有職高年初産婦の産前休業から復職までの体験 示説 博多国際会議場 31. 3 . 3
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氏　　名 主催・共催 題　　　　　　　目 形　式 発 表 の 場 発表年月日

松 村　 齋 岐阜県教育委員会 岐阜県発達障がい児童生徒支援事業 専門支援員 岐阜県 30. 4 . 1

岐阜県障害福祉課 岐阜県地域療育システム推進会議 学識経験者 岐阜県 30. 4 . 1

大垣市子育て
支援課

大垣市子育て支援会議 会長 大垣市 30. 4 . 1

大垣市学校教育課 大垣市教育支援会議 学識経験者 大垣市 30. 4 . 1

垂井町 垂井町子ども子育て会議 会長 垂井町 30. 4 . 1

長浜市 長浜市専門家チーム及び巡回相談員 学識経験者 長浜市 30. 4 . 1

滋賀県教育委員会 滋賀県初任者研修（幼稚園） 講師 滋賀県 30. 4 . 1

滋賀県教育委員会 滋賀県10年経験者研修 講師 滋賀県 30. 4 . 1

光 井 恵 子 大垣市男女共同
参画推進室

大垣市男女共同参画推進審議会 委員 大垣市役所 30. 7 .26

大垣市教育委員会 大垣市留守家庭児童運営委員会 会長 大垣市役所 31. 2 .12

大垣市子育て
支援センター

子育て講座 講師 大垣市南部子育て支援
センター

30. 9 . 5
31. 1 .31

大垣市青墓幼保園 園内研修会 講師 大垣市青墓幼保園 30.12. 3

安八町保育園 保育士研修会 講師 安八町立中央保育園 31. 1 .10

今 村 民 子 全国保育士養成
協議会

平成30年度全国保育士養成セミナー 実行委員 長良川国際会議場 30.	9 .14	
9 .15	
9 .16

笠松町 親子仲良し教室 講師 笠松町保健センター 30. 4 .24
30. 5 .24
30. 6 .19
30. 7 .31
30. 8 .28
30. 9 .18
30.10.23
30.11.27
30.12.18
31. 1 .22
31. 2 .26
31. 3 .26

文部科学省 岐阜県免許更新講習 講師 大垣女子短期大学 30. 8 .26
30.11. 3
30.11. 4

大垣市子育て
総合支援センター

キッズピアおおがき子育て支援センター
ママ・カレッジ

講師 キッズピアおおがき 30.10.16
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今 村 民 子 岐阜県 マインド・アップ講座 講師 OKB ふれあい会館 31. 2 .15

笠松町振興公社 笠松町ことばの教室学習会 講師 笠松町ことばの教室 31. 2 .19

中野由香里 岐阜県レクリ
エーション協会

平成30年度理事会・総会 理事・団体代表 岐阜メモリアルセンター 30. 5 .19

大垣市レクリ
エーション協会

平成30年度総会 団体代表 大垣市青年の家 30. 5 .27

岐阜県レクリ
エーション協会

岐阜県レクリエーション協会　理事会 理事 岐阜メモリアルセンター 30. 7 .26

岐 阜 県 キ ン
ボール協会

第 2 回キンボールスポーツ大会 理事 岐南町総合体育館 30.10. 8

日本レクリエー
ション協会

チャレンジ ･ ザ ･ ゲーム新種目開発会議 県代表 東京都業平小学校 30.11.25

岐阜県レクリ
エーション協会

岐阜県レクリエーション推進校連絡協議会 団体代表 岐阜聖徳学園大学 30.12.20

日本レクリエー
ション協会

チャレンジ ･ ザ ･ ゲーム普及審判員代表者
会議

県代表 東京都国立オリンピック
記念青少年センター

31. 2 . 1

岐 阜 県 キ ン
ボール協会

キンボールスポーツ大会 副会長 岐南町総合体育館 31. 2 .17

岐阜県レクリ
エーション協会

岐阜県レクリエーション協会　理事会 理事 羽島市小熊コミュニティー
センター

31. 3 . 3

Let’s たるい 4 ， 5 歳児たいそう教室 講師 垂井町朝倉体育館 30. 4 .19
～ 6 .14

合計 5 回

岐阜県障がい者
スポーツ協会

第16回岐阜県障害者スポーツ大会　卓球大会 指導員 岐阜メモリアルセンター 30. 5 .13

岐阜県図書館 手遊び・歌あそびの会 講師 岐阜県図書館 30. 5 .27

岐阜県レクリ
エーション協会

平成30年度レクリエーション ･ インストラクター
養成講座

講師 岐阜県友愛プール 30. 6 .30

岐阜県レクリ
エーション協会

ミナレク運動推進リーダー養成講習会 講師 北方町生涯学習センター 30. 7 . 7

大垣市レクリ
エーション協会

平成30年度レクリエーション ･ インストラクター
養成講座

講師 大垣市青年の家 30. 7 . 8

池田町保育研究会 課題別研修会「幼児の運動あそび」 講師 池田町立温知保育園 30.	7 .10	
7 .17

文部科学省 幼稚園教諭免許更新講習会「レクリエー
ション活動を通した幼児の運動あそび」

講師 大垣女子短期大学 30.	8 . 5 	
8 . 7
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中野由香里 文部科学省 幼稚園教諭免許更新講習会「幼児の運動」 講師 大垣女子短期大学 30.	8 .27	
8 .28

富山県障がい者
スポーツ協会

第18回うなづきＣＵＰ 介助員 黒部市中ノ口緑地公園 30. 9 . 1
～ 2

岐阜県障がい者
スポーツ協会

第18回全国障がい者スポーツ大会　代表者会議 指導員 岐阜県水産会館 30.10. 2

岐阜県障がい者
スポーツ協会

第18回全国障がい者スポーツ大会　 介助員 福井県福井市スポーツ
公園他

30.10.11
～ 16

岐阜県レクリ
エーション協会

東西遊びのレク合戦 指導 関が原町笹尾山グランド 30.10.20

羽島市主任保育会 運動あそび、リズムあそび 講師 羽島市福祉ふれあい会館 30.11.17

岐阜県障がい者
スポーツ協会

障がい者スポーツ指導者協議会中部東海
ブロック研修会

指導員 岐阜県水産会館 30.12. 8

揖斐郡スポーツ推進
委員連絡協議会

ディスコン講習会 講師 大野町民体育館 31. 3 . 2

内 藤 敦 子 大垣ひかり保育園 社会福祉法人大垣慈光福祉会　認定こども園　
大垣ひかり保育園　理事会

監事 大垣ひかり保育園 30. 7 .15	
31.	1 .19	

3 . 2

大垣市子育て
支援課

大垣市墨俣児童館運営委員会 委員長 大垣市墨俣さくら会館 31. 2 . 1

大垣市教育委員会 大垣市留守家庭児童教室運営委員会 委員 大垣市教育委員会室 31. 2 .12

神戸町 神戸町立南平野幼児園　園内研修会 講義 神戸町立南平野幼児園 30.	6 . 4 	
6 .11	
11.19

31. 2 .21

文部科学省 教員免許更新講習「環境」 講義 大垣女子短期大学 30.	7 .29	
8 . 9 	
11. 4

大垣市子育て
支援課

大垣市「保育士等職場復帰支援セミナー」 講義 大垣市南部子育て総合
支援センター

30.	10. 1 	
11.12

名 和 孝 浩 岐阜県教育委員会 公立幼稚園等新規採用教員研修指導員 指導員 糸貫東幼児園 30. 4
～ 31. 1

大垣市学校教育課、
大垣市子育て支援課

平成30年度第 1 回大垣市保幼小連携協議会
代表者委員

委員 大垣市役所北庁舎 30. 5 . 7

大垣市学校教育課、
大垣市子育て支援課

平成30年度第 2 回大垣市保幼小連携協議会
代表者委員

委員 大垣市役所北庁舎 31. 2 . 6

岐阜県保育研究
協議会

岐阜県保育士等キャリアアップ研修会 講師 テクノプラザ 30. 8 .10
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名 和 孝 浩 大垣市保育研究会 2 歳児担当者研修会 講師 中川ふれあいセンター 30.10.16

岐阜県保育研究
協議会

岐阜県保育士等キャリアアップ研修会 講師 テクノプラザ 30.10.17

岐阜県保育研究
協議会

岐阜県保育士等キャリアアップ研修会 講師 岐阜県福祉農業会館 31. 1 .31

水 谷 聡 美 神戸町保育研究
協議会

神戸町立幼児園四園合同絵画研修会第 1 回 講義・演習 神戸町立下宮幼児園 30. 5 .24

神戸町保育研究
協議会

神戸町立幼児園四園合同絵画研修会第 2 回 講義・演習 神戸町立北幼児園 30. 5 .31

神戸町保育研究
協議会

神戸町立幼児園四園合同絵画研修会第 3 回 講義・演習 神戸町立南平野幼児園 30. 6 .21

神戸町保育研究
協議会

神戸町立幼児園四園合同絵画研修会第 4 回 講義・演習 神戸町立神戸幼児園 30. 8 . 7

文部科学省 平成30年度教員免許状更新講習　選択
「子どもの造形表現とこころ」

講義・演習 大垣女子短期大学 30. 8 .22

文部科学省 平成30年度教員免許状更新講習　選択
「子どもの造形表現とこころ」

講義・演習 大垣女子短期大学 30. 8 .23

神戸町学校連盟
幼保園部

神戸町神戸町文化祭　幼児の部　作品講評・
総評

講評 神戸町中央公民館・町民
体育館

30.11. 2

文部科学省 平成30年度教員免許状更新講習　選択
「子どもの造形表現とこころ」

講義・演習 大垣女子短期大学 30.11.17

田 中 久 志 大垣市役所庁舎
建設推進室

大垣市新庁舎シンボルモニュメント作品審査会 会議 大垣市役所 30. 7 .31

岐阜県図書館 お勧めの一冊コンクール作品審査 会議 岐阜県図書館 30.10.11

大垣市都市計画課 大垣市都市計画景観審議会 会議 大垣市役所 30.11. 8

黒 田　 皇 羽島市・羽島
市教育委員会

羽島市美術展　洋画部門　 公募審査 不二羽島文化センター 30.10.28

社 会 福 祉 法 人
NHK 厚生文化
事業団中部支部

第32回 NHK 厚生文化チャリティー展 チャリティー展 三越名古屋栄 30.11. 7
～ 30.11.13

「大垣」全国
俳句大会実行
委員会

平成31年度　芭蕉蛤塚忌全国俳句大会イラスト
コンテスト選考

公募審査 大垣市役所 31. 1 .31

宮 川 友 子 極小美術館 極小美術館　広報 広報員 継続

公益財団法人
みらい芸術・
文化基金

公益財団法人みらい芸術・文化基金　評議員 評議員 継続
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宮 川 友 子 日本国際ポスター
美術館

日本国際ポスター美術館　運営・広報・
サイトデザイン

広報員 継続

服 部 篤 典 岐阜県吹奏楽連盟 岐阜県吹奏楽連盟 顧問

大垣市 大垣市文化事業団 理事

小 西 文 子 ネットワーク大学
コンソーシアム

音楽療法について 講演 じゅうろくプラザ 30. 7 .19

伊賀音楽療法
研究会

音楽療法士の養成教育について 講演 上野ふれあいセンター 30. 8 . 5

東三河音楽療法
研究会

音楽療法で用いる即興と伴奏について 講演 豊橋市 30.11.24

大垣市 音楽で元気な子どもに 講演 きっずぴあ大垣 31. 1 .15

鈴 木 孝 育 愛知県吹奏楽連盟 愛知県高等学校吹奏楽連盟 顧問 愛知県 30. 4 . 1 ～

東海吹奏楽連盟 東海吹奏楽連盟 事務局次長 東海 30. 4 . 1 ～

愛知県吹奏楽連盟 愛知県高等学校吹奏楽連盟理事会 顧問 朝日新聞名古屋本社 30. 5 . 8

公益社団法人　
日本吹奏楽指
導者協会

JBA 総会「吹奏楽学会、社会人バンド
フォーラム」

会議 アルカディア市ヶ谷・
東京消防庁麹町合同庁舎

30. 6 .23
～ 24

東海吹奏楽連盟 東海吹奏楽連盟理事会 役員 朝日新聞名古屋本社 30. 6 .30

愛知県吹奏楽連盟 愛知県高等学校吹奏楽連盟理事会 顧問 朝日新聞名古屋本社 30.10. 2

愛知県吹奏楽連盟　
中日新聞社

第31回中部日本・個人重奏コンテスト東尾
張地区大会

審査員 東郷町民会館　ホール 31. 2 . 3

愛知県吹奏楽連盟 愛知県高等学校吹奏楽連盟理事会 顧問 朝日新聞名古屋本社 31. 3 . 5

「管楽器ソロ
コ ン テ ス ト
in 東海」実行
委員会

第 5 回管楽器ソロコンテスト in 東海　
中学生部門（25日）高校生部門（26日）

審査員 金城学院大学 31. 3 .25
～ 26

愛知県高等学校
文化連盟

第31回愛知県高等学校総合文化祭吹奏楽
専門部県大会

講師 豊田市民文化会館　大ホール 30.12.15

渡 辺 博 夫 管楽器メンテナンス講座 講座 各務原市民会館 30. 4 .30

松 永 幸 宏 全日本吹奏楽コンクール岐阜県大会会場修理 修理 不二羽島文化センター 30. 8 . 8
～ 10

全日本吹奏楽コンクール東関東大会参加
団体同行修理

修理 宇都宮市文化会館 30. 9 .23

横 井 香 織 大垣市 市の魚ハリヨ制定10周年記念事業実行委員会 委員 大垣市役所　他 30. 5 .22
30. 8 .24
30.10.19
31. 2 . 7
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横 井 香 織 大垣市教育委員会 大垣市日本昭和音楽村運営協議会 委員 日本昭和音楽村 30. 5 .25

公益財団法人　
大垣国際交流
協会

公益財団法人　大垣国際交流協会　定時評議員会 評議員 大垣市スイトピアセンター 30. 6 .13

大垣市教育委員会 大垣市制100周年記念事業　大垣第九演奏会
実行委員会

委員 大垣市役所北庁舎北館 30. 6 .19
31. 3 .25

大垣市 トゲウオシンポジウム in おおがき 委員 大垣市スイトピアセンター
音楽堂

30.10.25

大垣市 大垣市市民環境賞選考委員会 委員 大垣市役所 30.12.17
31. 2 . 8

カワイ音楽コン
クール委員会

第52回カワイ音楽コンクール　カワイこども
ピアノコンクール岐阜地区オーディション

審査員 岐阜市文化センター小劇場 30.12.24
31. 1 .13

石 川 隆 義 全国大学歯科衛生士
教育協議会

平成30年度全国大学歯科衛生士教育協議会　
理事会・総会・学術集会

理事 ウインク愛知 30. 5 .12

日本歯科医療
福祉学会

第25回日本歯科医療福祉学会理事会 理事 ホテルサーブ神戸アスタ 30. 6 . 9

東海地区歯科衛生士
教育協議会

平成30年度東海地区歯科衛生士教育協議
会役員会

幹事 愛知県歯科医師会館 30. 6 .23

大垣市 第 1 回大垣市行政改革推進審議会 審議員 大垣市役所 30. 8 .30

大垣市 第 2 回大垣市行政改革推進審議会 審議員 大垣市役所 30.10. 3

大垣市 大垣市個人情報保護審議会 審議員（議長） 大垣市役所 30.10. 5

大垣市 第 3 回大垣市行政改革推進審議会 審議員 大垣市役所 30.10.31

岐阜県歯科医師会 岐阜県歯科医師会と岐阜県内歯科衛生士
養成校との懇談会

意見交換 グランヴェール岐山 30.11.22

滋賀県歯科医師会 滋賀県歯科医師会と近府県歯科衛生士養
成校等との懇談会

意見交換 滋賀県歯科医師会館 31. 1 .17

全国大学歯科衛生士
教育協議会

文部科学省と全国歯科衛生士養成大学・
短期大学との情報交換会

意見交換 東京医科歯科大学 31. 1 .18

愛知県歯科医師会 歯科衛生士の需給問題に関する検討会 意見交換 愛知県歯科医師会館 31. 1 .24

岐阜県歯科医師会 歯科衛生士・歯科技工士の復職支援に係る
検討会

意見交換 岐阜県歯科医師会館 31. 2 . 7

大垣歯科医師会 大垣歯科医師会・大垣女子短期大学の懇談会 意見交換 大垣歯科医師会館 31. 3 . 7

広島大学歯学部 広島大学歯学部口腔健康科学科講義チーム
歯科医療学

講義 広島大学歯学部 30. 6 .28

文部科学省 教員免許状更新講習「保育者が知っておきたい
子どもの歯と口の病気」

講演 大垣女子短期大学 30. 8 . 8
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石 川 隆 義 文部科学省 教員免許状更新講習「保育者が知っておきたい
子どもの歯と口の病気」

講演 大垣女子短期大学 30. 8 .24

海 原 康 孝 広島大学小児
歯科同門会

広島大学小児歯科同門会学術講演会 学術講演 広島県歯科医師会館 30. 5 .20

T u r k i s h	
J o u r n a l 	 o f	
Orthodontics	

海外の学術論文査読 査読 Ankara,	Turkey	 30. 6 .15
～ 30. 7 . 9

広島歯科あすなろ会 歯科あすなろ会　平成30年第 3 回 講演 広島県歯科医師会館 30. 6 .30

日本小児歯科学会 専門医展示発表審査 審査員 静岡県コンベンションアーツ
センター「グランシップ」

30.11. 4

広島大学大学院医歯薬保健学研究科修士
論文発表会

指導 31. 2 . 5

久本たき子 大垣市まちづくり
市民活動育成支援
推進委員会

大垣市まちづくり市民活動育成支援推進
委員会（第 1 回）

委員 大垣市多目的交流イベント
ハウス

30. 4 .14

全国大学歯科衛生士
教育協議会	

平成30年度全国大学歯科衛生士教育協議会　
理事会・総会・学術集会	

会議（理事・
教育・研究
委員）

名古屋市（ウインク愛知） 30. 5 .12

大垣歯科医師会 歯の健康フェスティバル 歯科保健指導、
フッ化物塗布

大垣城ホール 30. 6 .10

全国大学歯科衛生士
教育協議会	

平成30年度全国大学歯科衛生士教育協議会　
第 2 回理事会・学術集会

会議（理事・
教育・研究
委員）

鶴見大学 30. 9 . 1

岐阜県歯科医師会・
大垣女子短期大学等

岐阜県歯科医師会・大垣女子短期大学等
との懇談会

意見交換 グランヴェール岐山 30.11.22

大垣歯科医師会・
大垣女子短期大学

大垣歯科医師会・大垣女子短期大学懇談会 意見交換 大垣歯科医師会会館 31. 3 . 7

村 田 宜 彦 大垣市子育て
支援センター

子育てママ大学　「虫歯 0 セミナー」 講演 大垣女子短期大学 30. 6 . 7

文部科学省 教員免許状更新講習「保育者が知っておきたい
歯と口の病気」

講義 大垣女子短期大学 30. 8 . 8

文部科学省 教員免許状更新講習「保育者が知っておきたい
歯と口の病気」

講義 大垣女子短期大学 30. 8 .24

名古屋市緑保健
センター

緑区歯科講習会「子どものお口の外傷に
ついて」

講演 名古屋市緑保健センター 30. 8 .30

名古屋市中川
保健センター

中川区歯科講習会「子どもの口腔機能に
ついて」

講演 名古屋市中川保健センター 30.11. 2
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阿 尾 敦 子 大垣市歯科医師会 H30年度　歯の健康フェスティバル 歯科保健指導・
フッ化物塗布

大垣城ホール 30. 6 .10

水 嶋 広 美 歯の健康フェスティバル2018　歯科衛生
衛生士　PR・キッズ　体験

小集団 大垣城ホール 30. 6 .10

岐阜県歯科医師会・
大垣女子短期大学等

岐阜県歯科医師会・大垣女子短期大学との
懇談会

意見交換 グランヴェール岐山 30.11.22

大垣歯科医師会・
大垣女子短期大学

大垣歯科医師会・大垣女子短期大学懇談会 意見交換 大垣歯科医師会館 31. 3 . 7

飯 岡 美 幸 大垣市歯科医師会 歯の健康フェスティバル フッ化物塗布 大垣城ホール 30. 6 .10

今 井 藍 子 大垣市歯科医師会 歯の健康フェスティバル 役員 大垣城ホール 30. 6 .10

大垣市 市民の健康広場 役員 大垣城ホール 30.10.21

岐阜県歯科衛生士会西濃支部研修会 役員 大垣女子短期大学 31. 1 .27

三 角 洋 美 東海摂食栄養
フォーラム

食を支える口腔ケア 講演・実習 今池ガスビル 31. 1 .19

佐 々　 敏 大垣市 熟年齢者の健康と障害について─あなたの
人生を長く楽しむために─

講義 岐阜協立大学 30.10.25

緒 方　 京 愛知県母性衛生
学会

愛知県母性衛生学会 幹事 28. 9
～継続

全国助産師教育
協議会

資格・専門能力委員会　助産師国家試験
プール問題ワーキンググループ

委員 29.10
～継続

A 病院産科病棟 産後 2 週間健診に関する研究 共同 A 病院 30. 8
～継続

地域助産師 地域助産師の活動に関する研究 助言 大垣女子短期大学　 31. 1
～継続

文部科学省 岐阜県教員免許状更新講習
子どもたちのからだの変化を捉えよう

「子どもの生活と月経教育」

講師 大垣女子短期大学 30. 8

鍬 原 直 美 岐阜県教育委員会 岐阜県教員免許状更新講習「子どもたちの
からだの変化を捉えよう」

講義 大垣女子短期大学 30. 8 .29

大垣市保育者等
研修会

「冬に流行する感染症と食物アレルギー」 講義 大垣市子育て総合支援
センター

30.11.19

清 水 美 恵 大垣市 子育てママ大学　子どもの健やかな成長発達 講義 大垣女子短期大学 30.11. 1

大垣市 子育て講座　子どもの成長発達相談 講義 キッズピア大垣 30.11.27

北村美恵子 岐阜県看護協会 特定分野における保健師助産師看護師実習
指導者養成講習会

指導 ふれあい会館 30. 6 .29
～ 30. 7 .23

戸 村 佳 美 岐阜市教育委員会 自他ともに大切にしよう　思春期の性行動に
ついて

講演 岐阜市特別支援学校 30. 9 .25
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戸 村 佳 美 北 方 町 PTA
母親委員会

ありのままのわが子を受け入れるために
性について学ぼう

講演 北方町生涯学習センター
きらり

30.10.30

山県市立富岡
小学校

思春期親子講座 講演 山県市立富岡小学校 30.11.11

矢田貝真一 岐阜県後期高齢者
医療広域連合

岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開・
個人情報保護審査会

審議会 岐阜市柳津地域事務所 30. 9 .20

大垣市 大垣市行政不服審査会・情報公開審査会・
個人情報保護審査会

審議会 大垣市役所 30.10. 9

岐阜県後期高齢者
医療広域連合

岐阜県後期高齢者医療広域連合情報公開・
個人情報保護審査会

審議会 岐阜市柳津地域事務所 30.11. 8

大垣市 大垣市廃棄物減量等推進審議会 審議会 大垣市クリーンセンター 31. 2 . 7

岐阜県私立短期
大学協会

岐阜県私立短期大学協会教務研修会「大学職員
と大学教育の改善」

講演 グランヴェール岐山 30. 7 .12

文部科学省 教員免許状更新講習「幼児期の環境教育
を考える」

講義 大垣女子短期大学 30. 7 .29

文部科学省 教員免許状更新講習「幼児期の環境教育
を考える」

講義 大垣女子短期大学 30. 8 . 9

文部科学省 教員免許状更新講習「幼児期の環境教育
を考える」

講義 大垣女子短期大学 30.11. 4

茂 木 七 香 大垣市 大垣市地域創生総合戦略推進委員 委員会 大垣市役所 30. 4 . 1
～ 31. 3 . 1

大垣市企画部
人事課

大垣市メンタルヘルス研修事業　講師・
相談員

研修講師
個別相談員

大垣市役所 30. 4 . 1
～ 31. 3 .31

文部科学省 岐阜県教員免許更新講習「子どもの造形
表現とこころ」

講義 大垣女子短期大学 30.	8 .21	
8 .22	
11.17

岐阜県私立短期
大学協会

岐阜県私立短期大学協会厚生補導研修会
「私立短期大学における学生相談の現状と、
今、必要なこと」

講義 グランヴェール岐山 30. 8 .24

大垣市社会福祉
協議会

子育てサポーター養成講座「子どもの理解に
役立つ心理学」

講義 大垣市社会福祉会館 30. 9 .20

大垣市・大垣
女子短期大学

子育てママ大学「子育てに役立つカウンセリングの
知識」

講義 大垣女子短期大学 30.10. 4

大垣市保健センター ゲートキーパー養成研修会「事例を通しての
窓口・電話対応について」

講演 弘光舎 4 階多目的ホール 30.11.26

大垣市子育て
総合支援センター

子育てまちなかキャンパス「子どもと遊ぶ
ときの『声かけ』について考えてみよう」

講義・演習 きっずピアおおがき子育て
支援センター

30.12.25



109

C．出　前　講　義

氏　　名 主催・共催 題　　　　　　　目 形　式 発 表 の 場 発表年月日

中野由香里 大垣市体育連盟 第 1 回 OGAKI スポーツフェスティバル　
ラジオ体操指導

講師 大垣市総合体育館 30. 6 .10

北方町教育委員会 親子でマット運動に挑戦 講師 北方町生涯学習センター 30.11.13

㈱ライセンス
アカデミー

進路ガイダンス「保育者とは」 講師 岐阜県立大垣商業高等学校 30.12. 7

内 藤 敦 子 ㈱日本ドリコム 進路ガイダンス「学科別説明会」 講義・実技 岐阜県立不破高等学校　　30. 5 .22

㈱さんぽう 職業別進路ガイダンス「保育者になるために」 講義・実技 岐阜県立不破高等学校　　30. 6 .12

㈱キッズ・コーポ
レション

職業別進路ガイダンス「面接について」 講義・実技 岐阜県立養老高等学校 30. 7 . 2

㈱さんぽう 高校内ガイダンス「職業別体験授業」 講義・実技 岐阜県立養老高等学校　30. 8 .28

㈱さんぽう 分野別説明会「保育者になるために」 講義・実技 岐阜県立岐阜総合学園
高等学校

30.10.22

㈱昭栄広報 職業理解「幼児教育系の職業」 講義・実技 富田高等学校 30.11. 1

㈱さんぽう 進路ガイダンス（手作業）「ぷっぷぁ（子育て
サロン）体験をしよう」

講義・実技 岐阜県立養老高等学校			 30.12.12

㈱さんぽう 職業別体験授業（手作業）「ぷっぷぁ（子育て
サロン）体験をしよう」

講義・実技 岐阜県立揖斐高等学校			 31. 2 . 7

㈱キッズ・コーポ
レション

進路ガイダンス「模擬授業（体験型授業）」 講義・実技 岐阜県立養老高等学校　　31. 2 .13

㈱さんぽう 高校内ガイダンス「系統別説明会」 講義・実技 清凌高等学校 31. 3 . 7

名 和 孝 浩 ㈱さんぽう 高校内ガイダンス模擬授業 講義 岐阜県立岐阜総合学園
高等学校

30. 5 .24

㈱さんぽう 会場形式相談会 相談ブース クインテッサホテル 30. 6 . 9

滋賀県立近江
高等学校

高校内ガイダンス 講義・実技 滋賀県立近江高等学校 30. 6 .11

㈱ JS コーポ
レーション

高校内ガイダンス（体験型） 演習 岐阜県立加茂農林高等学校 30.10.30

㈱日本ドリコム 分野別説明会 講義・実技 岐阜県立池田高等学校 30.11.14

㈱ライセンス
アカデミー

高校内ガイダンス 講義 岐阜県立岐阜農林高等学校 30.12. 4

㈱昭栄広報 保育者になるっていうことは 講義 岐阜市立岐阜商業高校 31. 2 . 4

㈱ライセンス
アカデミー

高校内ガイダンス 講義 岐阜県立岐阜農林高等学校 31. 2 . 7
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水 谷 聡 美 岐阜聖徳学園大学
附属幼稚園

第 1 回職員研修会 講義・演習 岐阜聖徳学園大学附属
幼稚園

30. 5 .17

㈱ライセンス
アカデミー

特別ブース「簡単手作り保育教材」 ワークショップ ソフトピアジャパン 30. 5 .18

岐阜聖徳学園大学
附属幼稚園

第 2 回職員研修会 講義・演習 岐阜聖徳学園大学附属
幼稚園

30. 6 .28

㈱ライセンス
アカデミー

体験ブース「身近な素材で簡単工作」 ワークショップ 岐阜市文化センター 30. 7 .25

岐阜聖徳学園
大学附属幼稚園
保護者会

夏休み　親子陶芸教室　 ワークショップ 岐阜聖徳学園大学附属
幼稚園

30. 8 . 2

㈱ライセンス
アカデミー

「保育士・幼稚園教諭になるためには？」 分野別ガイダンス
（講義・演習）

済美高等学校 30.10.24

岐阜県立海津
明誠高等学校

高大連携講座「学び塾」「あなたも素敵な
先生になれる！」

講義・演習 岐阜県立海津明誠高等学校 30.11. 7

㈱昭栄広報 保育士・幼稚園教諭を目指すための楽しい授業　　分野別ガイダンス
（講義・演習）

岐阜県立羽島高等学校 30.11.21

㈱さんぽう 簡単工作「素敵なクリスマスリース」 ワークショップ 岐阜市文化センター 30.12.21

㈱日本ドリコム 「保育・幼児教育ってどんな仕事？」 分野別ガイダンス
（講義・演習）

愛知県立起工業高等学校 31. 1 .17

㈱さんぽう 保育士・幼稚園教諭を目指すための楽しい授業 分野別ガイダンス
（講義・演習）

岐阜県立羽島高等学校 31. 1 .30

海津市立城山
小学校

城山小学校ふれあい広場 ワークショップ 海津市立城山小学校 31. 1 .31

㈱昭栄広報 保育士・幼稚園教諭を目指すための楽しい授業 分野別ガイダンス
（講義・演習）

岐阜県立揖斐高等学校 31. 2 .14

田 中 久 志 岐阜県立益田
清風高等学校

マンガ体験授業 演習 岐阜県立益田清風高等学校 30.10. 4

KTC おおぞら
岐阜キャンパス

マンガ体験授業 演習 アスティ岐阜 30.10.13

岐阜県立海津
明誠高等学校

職業別体験授業　デザインについて 演習 岐阜県立海津明誠高等学校内 30.11. 7

岐阜県立華陽
フロンティア
高等学校

職業別体験授業　デザイン、美術について 演習 岐阜県立華陽フロンティア
高等学校内

30.12.13
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伊 豫 治 好 ㈱さんぽう 進路ガイダンス「マンガ・イラスト」：
デジタルマンガ体験

進路ガイダンス ソフトピアジャパン 30. 5 .18

㈱さんぽう 進路ガイダンス：マンガ・イラスト「デジタル
マンガ体験」

進路ガイダンス 京都市勧業館みやこ
めっせ

30. 5 .30

㈱さんぽう アニメ・コミック・ゲーム・CG・音響メディア・
映像表現・マスコミ系　進路相談会

進路相談会 愛知県産業労働センター
（ウィンクあいち） 8 階
展示場

30. 7 . 1

㈱さんぽう 進路ガイダンス：マンガコミック・イラスト
レーション

進路ガイダンス 岐阜市文化センター 30. 7 .25

近江高等学校 進路ガイダンス：マンガ・コミック・イラスト
レーション

進路ガイダンス 近江高等学校 30.12.12

㈱さんぽう 進路ガイダンス：マンガ・コミック・イラスト
レーション

進路ガイダンス 岐阜市文化センター 30.12.21

岐阜県立大垣
商業高等学校

進路ガイダンス：マンガ・コミック・イラスト
レーション

進路ガイダンス 岐阜県立大垣商業高等学校 31. 1 .11

岐阜県立岐阜
各務野高等学校

進路ガイダンス：マンガ・コミック・イラスト
レーション

進路ガイダンス 岐阜県立岐阜各務野高等学校 31. 2 . 1

㈱さんぽう 進路ガイダンス：マンガ・コミック・イラスト
レーション

進路相談会 アクトシティ浜松 31. 3 .18

㈱さんぽう 進路ガイダンス：マンガ・コミック・イラスト
レーション

進路相談会 愛知県産業労働センター
（ウィンクあいち） 8 階
展示場

31. 3 .26

黒 田　 皇 岐阜県立大垣
商業高等学校
定時制

体験授業：文字デザイン 進路ガイダンス 岐阜県立大垣商業高等学校
定時制

30. 6 .20

岐阜県立城北
高等学校

進路ガイダンス：CG・Web デザイン 進路ガイダンス 岐阜県立城北高等学校 30. 7 .10

岐阜県立東農
フロンティア
高等学校

進路ガイダンス：マンガ・アニメーション　
イラストレーション　Web デザイン

進路ガイダンス 岐阜県立東農フロンティア
高等学校

30.11.16

愛知県立尾北
高等学校

進路ガイダンス：芸術・デザイン 進路ガイダンス 愛知県立尾北高等学校 31. 2 . 7

岐阜市立岐阜
商業高等学校

体験授業：文字デザイン 進路ガイダンス 岐阜市立岐阜商業高等学校 31. 2 .14

長野県立下伊那
農業高等学校

体験授業：ピクトグラム 進路ガイダンス 長野県立下伊那農業高等学校 31. 2 .27

愛知県立鶴城丘
高等学校

体験授業：文字デザイン 進路ガイダンス 愛知県立鶴城丘高等学校 31. 3 .15
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宮 川 友 子 ㈱さんぽう 職業別体験授業 演習 聖マリア女学院高等学校 30. 6 .11

全国エンタメ	
まつり実行委員会

ぜんため 展示・進路
相談

岐阜市柳ヶ瀬商店街 30. 8 . 4
～ 30. 8 . 5

㈱さんぽう 職業別体験授業 演習 岐阜県立飛騨神岡高等学校 30.10.11

㈱ライセンス
アカデミー

進路ガイダンス 講義 岐阜県立岐阜工業高等学校 30.12. 5

㈱さんぽう 進路フェスタ in 岐阜 進路相談 岐阜市文化センター 30.12.21

㈱ライセンス
アカデミー

進路ガイダンス 講義 岐阜県立岐阜農林高等学校 31. 2 . 7

小 西 文 子 岐阜県立大垣
桜高等学校

音楽療法について 講義 岐阜県立大垣桜高等学校 30. 7 .19

渡 辺 博 夫 ㈱さんぽう 進学ガイダンス 講義・実技 三重県立白子高等学校 30.11. 7

松 永 幸 宏 三重県立白子
高等学校

進学ガイダンス 三重県立白子高等学校 30.11. 7

三重県立白子
高等学校

進学ガイダンス 東別院会館 30.11.14

皇學館高等学校 進学ガイダンス 皇學館高等学校 30.11.16

海 原 康 孝 大垣市制100周
年記念市民提案
事業

親子ふれあいコンサート 指導 大垣市スイトピアセンター 30. 9 .30

㈱さんぽう 高校内ガイダンス	 分野別説明 岐阜県立益田清風高等学校 31. 2 .14

久本たき子 コープぎふ　訪問
介護ステーション
長良

介護予防における低栄養の改善＆口腔のケア 講義 岐阜県長良川スポーツ
プラザ

30. 9 .10

コープぎふ　訪問
介護ステーション
各務原

介護予防における低栄養の改善＆口腔のケア 講義 コープぎふ　訪問介護
ステーション各務原

30. 9 .10

コープぎふ　訪問
介護ステーション
各務原

介護予防における低栄養の改善＆口腔のケア 講義 コープぎふ　訪問介護
ステーション各務原

30. 9 .20

コープ岐阜　訪問
ステーション長良

介護予防における低栄養の改善＆口腔のケア 講義 ながら虹の家 30. 9 .20

㈱さんぽう 歯肉炎の原因とは？ 職業別体験授業 岐阜県立大垣養老高等学校 30.12.12

阿 尾 敦 子 ㈱さんぽう 進学分野別模擬面接指導 面接指導 岐阜県立大垣養老高等学校 30. 8 .28
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水 嶋 広 美 ㈱ライセンス
アカデミー

岐阜県県立東濃高等学校 職業別体験
授業

岐阜県立東濃高等学校 30.10.15

㈱ライセンス
アカデミー

岐阜県立岐阜工業高等学校　 進路ガイダンス 岐阜県立岐阜工業高等学校 30.12. 5

㈱さんぽう 岐阜聖徳学園高等学校 進学説明会 岐阜聖徳学園高等学校 31. 1 .16

飯 岡 美 幸 ㈱ライセンス
アカデミー

高校ガイダンス 職業別体験授業 岐阜県立池田高等学校 30.10.10

㈱ライセンス
アカデミー

高校ガイダンス 職業別説明会 岐阜県立岐阜農林高等学校 31. 2 . 7

今 井 藍 子 ㈱ライセンス
アカデミー

進路ガイダンス 分野別面接指導
ガイダンス

岐阜県立大垣商業高等学校 30. 5 .18

㈱さんぽう 高校内ガイダンス 分野別説明会 富田高等学校 30.10.18

藤澤さち子 ㈱さんぽう 進学分野別模擬面接指導 面接指導 岐阜県立大垣養老高等学校 30. 8 .28

㈱ライセンス
アカデミー

職業別体験授業 模擬授業 岐阜県立益田清風高等学校 30.10. 4

服 部 直 子 コスモ幼稚園 「インフルエンザやノロウィルスを撃退！」 講義 コスモ幼稚園 30. 6 .30

緒 方　 京 大垣女子短期大学 岐阜県助成　県内看護学生等定着促進事業
「目指せ！岐阜で輝く看護職フェスタ」

就職支援イベント 大垣女子短期大学
他県内10病院

31. 2

鍬 原 直 美 岐阜県立海津
明誠高等学校

高大連携講座「学び塾」「看護ってなあに？」 講義 岐阜県立海津明誠高等学校 30. 9 . 3
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D．公　開　講　座

学　科 テ　ー　マ 講　　　師 会　　場 開催日

幼児教育学科 生活がはぐくむ子どものちから 幼児教育学科　講師　名和孝浩 H 号館303教室 31. 2 .23

デザイン美術学科 陶芸用粘土を使って、モノづくり体験 デザイン美術学科　講師　植田努 E 号館105教室 30. 8 .21

音楽総合学科
コミュニティ音楽療法
ミュージッキングについて

カオル・ロビンズ C 号館 3 階多目的ホール 30. 7 . 9

看護学科 気になりませんか？認知症チェックと予防
大井クリニック　院長　渡辺幸夫
近江温泉病院　

認知症看護認定看護師　名賀石志保
I 号館地域・在宅等実習室 30.11.17
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